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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、会派代表質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 伊 藤 豊 美 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、那須塩原クラブ、

16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） おはようございます。 

  議席番号16番、那須塩原クラブ、伊藤豊美でご

ざいます。 

  通告に基づきまして、会派代表質問を行いたい

と思います。 

  １、平成30年度市政運営方針について。 

  平成30年度は、第２次那須塩原市総合計画の２

年目の年であり、市長は厳しい財政状況の中にあ

っても将来を見据え、財政の健全性に配慮しつつ、

引き続き、「那須塩原市に住み、生活する皆様を

一番に考える」を基本姿勢として、将来像の実現

に向けた施策を、的確にスピード感を持って、推

進していくとしています。 

  このような考えのもと、平成30年度の事務事業

推進のキーワードを「選択と集中」とし、これま

で以上に必要性、費用対効果の視点から事業を選

択するとともに、自分の公約を実現するための事

業のほか、第２次総合計画前期基本計画の重点プ

ロジェクトに位置づけられた事業を中心に、未来

に向けた投資を集中的に行い、事業の早期完了、

成長力の確保、市民生活の安全安心の向上に取り

組んでいくための予算としています。 

  そこで、平成30年度の主要な事業内容について

伺います。 

  ⑴政策１、「豊かな自然と共に生きるために」

の中から、ごみ処理施設の安定稼働と計画的な整

備のため第２期最終処分場整備計画について伺い

ます。 

  ⑵政策２、「まちの安全安心を守るために」か

ら、平成30年度中の着工を目指す消防施設整備事

業、消防団員確保事業について伺います。 

  ⑶政策３、「誰もが生き生きと暮らすために」

から、地域住民助け合い事業、避難行動要支援者

援護事業について伺います。 

  ⑷政策４、「快適で便利な生活を支えるために」

の中から、道路の利便性や安全性を高めるため、

各種道路改良事業、歩道整備事業、通学路整備事

業について伺います。 

  ⑸政策５、「地域の力と交流を生み出すために」

から、黒磯駅及び那須塩原駅周辺地区の都市再生

整備計画事業について伺います。 

  ⑹政策６、「まちの活力を高めるために」の中

から、農業生産基盤を強化する圃場整備事業、農

作物の販路拡大支援事業について、また、新たな

新成人へのふるさと回帰米として想い出のふるさ
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とごはん事業について伺います。 

  ⑺政策７、「未来を拓く心と体を育むために」

の中から、小中学校へのエアコン整備事業、小中

学校のトイレ洋式化事業について伺います。 

  ⑻政策８、「まちの持続的発展のために」の中

から、国・県・近隣市町との連携を強化するため、

那須地域定住自立圏構想共生ビジョン推進事業に

ついて伺います。 

  １回目の質問といたします。よろしくお願いし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  那須塩原クラブ、伊藤豊美議員の会派代表質問

に順次お答えを申し上げます。 

  １の平成30年度市政運営方針についてでござい

ます。 

  ⑴の第２期最終処分場整備計画についてお答え

をいたします。 

  第２期最終処分場につきましては、現在の最終

処分場が平成32年度末をもって埋め立て完了とな

る見込みであることから、平成33年度供用開始に

向けて事業を進めているところであります。 

  事業内容につきましては、平成29年度は、施設

整備計画設計業務、生活環境影響調査業務、測量

地質調査業務を実施しております。平成30年度は、

施設整備計画設計業務、生活環境影響調査業務を

引き続き実施する予定となっております。 

  次に、⑵の消防施設整備事業、消防団員確保事

業についてお答えをいたします。 

  初めに、平成30年度に着工予定の黒磯消防署整

備事業につきましては、那須地区消防組合が実施

している事業でありますが、これまで消防組合と

市が連携し、移転先の選定、用地交渉などを実施

してまいりました。このたび、消防組合において

用地取得が完了したことから、平成30年度は土地

の造成、そして庁舎建設に着工する予定としてお

ります。 

  今後、市といたしましては、消防組合への負担

金の支出という形でかかわることになりますが、

引き続き連携、協力をしてまいります。 

  次に、消防施設整備事業では、消防詰所１棟の

建てかえ、消防団車両２台の更新、防火水槽３基、

消火栓12基の整備などを予定しております。 

  また、消防団員確保事業につきましては、今年

度から導入する消防団協力事業所表示制度を初め、

消防団まつりなどで団員募集のＰＲを実施してま

いります。 

  次に、⑶の地域住民助け合い事業、避難行動要

支援者援護事業についてお答えをいたします。 

  地域住民助け合い事業につきましては、平成30

年度には地域支え合い推進員の配置が15公民館中

14公民館となる予定であり、住民が主体となった

見守り及び生活支援等の助け合いによる地域づく

りをさらに推進をしてまいります。 

  また、避難行動要支援者援護事業につきまして

は、平成29年度後半から自治会等に避難行動要支

援者同意者名簿の提供を開始して、現在、要支援

者ごとの避難計画である個別計画の作成にご協力

をいただいているところであります。 

  平成30年度は、できるだけ早い時期に個別計画

の整備を進め、災害時の支援に役立てたいと考え

ております。 

  次に、⑷の各種道路改良事業、歩道整備事業、

通学路整備事業についてお答えをいたします。 

  安全安心で持続可能な地域社会の形成を支える

道づくりを推進するため、平成30年度においても

引き続き第２次那須塩原市道路整備基本計画の着

実な進捗を図るべく各種事業を実施してまいりま
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す。 

  道路改良事業といたしましては、新南・下中野

線の橋梁工事、埼玉鳥野目線などの改良舗装工事

を実施いたします。 

  歩道整備事業といたしましては、下豊浦一分水

線などを整備いたします。 

  通学路整備事業といたしましては、学校側の要

望などを十分に検討しながら、地域や警察等とも

協議の上、通学路交通安全対策プログラムに位置

づけられた重点箇所について、グリーンベルト設

置など児童生徒の安全を確保するための整備を行

ってまいります。 

  次に、⑸の黒磯駅及び那須塩原駅周辺地区の都

市再生整備計画事業についてお答えをいたします。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画につきまして

は、平成26年度からの５カ年で事業を実施してお

り、平成30年度は最終年度となっております。 

  主な事業としては、黒磯駅西口広場整備工事、

黒磯駅東西連絡通路西口階段改修工事、（仮称）

駅前図書館新築工事のほか、まちなか交流センタ

ーと（仮称）駅前図書館の外構工事も予定してお

りまして、都市再生整備計画の目標であります

「都市機能の向上による持続可能な中心市街地く

ろいその再興」の実現のための事業を進めてまい

ります。 

  また、那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画に

つきましては、新庁舎建設など関連事業との相乗

効果により、民間活力による駅周辺地区の高度利

用を目指し事業を計画しており、県北の中心都市

にふさわしい玄関口となるよう検討してまいりま

す。 

  次に、⑹の圃場整備事業、農産物の販路拡大事

業、想い出のふるさとごはん事業についてお答え

をいたします。 

  初めに、農業生産基盤を強化する圃場整備事業

についてでありますが、佐野・三本木地区におい

て県営事業として実施をしており、平成30年度は

調査・設計を実施する予定であります。 

  次に、農産物の販路拡大支援事業についてであ

りますが、この事業につきましては、アグリパル

塩原の施設の老朽化に伴う修繕を行うものであり

屋根の改修工事などを予定しております。 

  次に、想い出のふるさとごはん事業についてで

ありますが、この事業につきましては、新成人に

対してお米を配布するものであり、その狙いとい

たしましては、本市産米のおいしさを認知しても

らうことで消費拡大を図るとともに、就職活動期

における学生などの郷愁をいざなうことで、ふる

さと回帰及び定住志向の高まりを促すものであり

ます。 

  次に、⑺の小中学校へのエアコン整備事業、小

中学校のトイレ洋式化事業についてお答えをいた

します。 

  エアコン整備事業につきましては、小学校は12

校の設置工事を、中学校は10校の設計業務を予定

しております。 

  また、トイレ洋式化事業につきましては、小学

校３校、中学校１校の工事を予定しております。 

  最後に、⑻の那須地域定住自立圏構想共生ビジ

ョン推進事業についてお答えをいたします。 

  那須地域定住自立圏につきましては、本市が中

心市となり、構成市町である大田原市、那須町、

那珂川町との連携を図りながら、平成31年度まで

を共生ビジョンの計画期間といたしまして、那須

塩原駅東口バリアフリー化事業や公共交通ネット

ワーク事業、那須地区総合観光案内所の運営事業

など12の事業に取り組んでいるところであります。 

  答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） それでは、再質問をさ
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せていただきます。 

  政策１、事業内容について施設整備計画、先ほ

ど申しましたが生活環境影響調査、測量地質調査

事業はどのような調査業務なのか、まず初めに伺

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、先ほど説

明いたしました業務委託について、内容を詳しく

ご説明を申し上げます。 

  まず、施設整備の関係でございますが、施設整

備計画の設計業務につきましては、３つほど一括

して発注をしております。まず、基本計画の策定

業務、それから基本設計、それから実施設計、こ

の３つの業務を一括して発注しておりまして、29

年度、30年度の継続事業として実施をしていると

ころでございます。 

  それから、生活環境影響調査につきましては、

おととしの基本構想の中で第２期最終処分場が今

の処分場の同じ敷地内の隣接地に建設するという

ところでありまして、この地の環境アセスメント

調査を今、29年、30年で実施しているところでご

ざいます。 

  それから、３番目の測量地質調査業務につきま

しては、先ほど申し上げました基本設計の基礎資

料となる測量あるいは地質を委託する調査業務で

ありまして、29年度事業、１カ年の業務となって

おるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 今、手元に平成28年７

月28日、那須塩原市最終処分場周辺住民説明会の

資料がございます。第２期最終処分場基本構想の

概要の中に最終処分場供用期間といたしまして平

成32年度末と書いてあります。次期最終処分場は、

被覆型処分場を基本として計画を進めていますと

書いてあるが、整備計画どおりに進んでいるのか

伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員ご指摘のとおり、

基本構想の中で次期最終処分場につきましては、

被覆型、いわゆる屋根つきの構造にするというご

了承をいただきました。それをもとに住民等の説

明会をしてきたわけでございます。 

  この屋根つきにつきましては、基本構想の中で

は了解いただきましたが、じゃ、実際どのような

形のどのような屋根、どのような構造にするとい

うのを今、基本計画の中で詳細に策定をしている

ところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） それでは、わかりまし

た。 

  続きまして、再質問、政策２、黒磯消防署整備

事業、移転先の用地取得が完了したとのことだが、

面積、場所、取得金額及び坪単価について伺いま

す。また、完成予定時期についても伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 予定地につきましては、

具体的に申し上げれば、農協の厚崎のセンターが

ございますね。あそこから南高のほうに入ってい

た市道沿いの南側といいますか、そちらになりま

して、施設用地の面積については、約7,900㎡と

いうことになります。 

  それと、鑑定等をかけながら単価等を精査した

結果、坪単価につきましては約４万1,000円程度

となろうということでございます。 

  完成の予定でございますが、平成32年３月末を

もって完成を予定しておりまして、32年４月、新

たに開署するという予定でおります。 
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  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） それと、坪単価につい

て教えてもらいました。それで、全体の取得金額、

お願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今回の用地の取得総額で

ございますが、約9,800万円ですか、9,780万円程

度で今進めております。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） それでは、次に入りま

す。 

  消防団員確保事業の中から今回導入する消防団

協力事業所表示制度について、どのような制度な

のか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 基本的には、消防団員が

減少傾向にある中で、勤めている事業所さんの中

で積極的に消防団員活動に対してご支援をいただ

くということで、事業所の中にお勤めいただいて

いる職員の中で２人以上の方をまず団員として協

力いただいているような事業所ですね。そのほか、

いわゆる災害時等に、また消防活動等に対してい

ろいろな物資等の支援をいただける、そういうよ

うな事業所さんにこちらからご案内を差し上げな

がら、登録をいただいて、側面的に団活動に支援

いただくというような考えでおります。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 今のことなんですが、

表示するということについてもう一度お願いしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 協力いただいた事業者に

対しましては、国の消防庁のほうで一つのフォー

マットといいますか、マニュアル的な表示板とい

うのがありますので、そちらを活用しながら、そ

の中に例えば那須塩原市消防団であるとか協力事

業所であるとかそういった言葉を添えながら、事

業所の例えば入り口であるとか、そういったとこ

ろに表示をするような形でお願いをしたいと思っ

ています。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） わかりました。 

  それでは、次に政策３、地域住民助け合い事業

について、平成30年度は地域支え合い推進員の配

置が15公民館中に14公民館になるとの答弁があり

ました。 

  残りの公民館については、どこなのか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 残りの公民館につき

ましては、平成31年に予定しております厚崎公民

館でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） できるだけ早い時期に

整備を進めて、災害時の支援に役立てていただき

たいと思います。 

  きのう、実は私たちの地域でも地域の総会があ

りました。それで、私たちの地域でもこの住民助

け合い運動、または地域支え合い推進、この２つ

の災害時の支援について私たちの地域でも、地域

というか部落じゃなくて、地区でもやろうという

ことになりましたので、ご報告をいたしておきま

す。 

  続きまして、政策４、各種道路改良事業につい

て新南・下中野線の橋梁工事、埼玉鳥野目線の進

捗状況について伺います。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） 新南・下中野線と埼

玉鳥野目線の進捗状況がいかがというご質問とい

うことでございます。 

  まず、新南・下中野線につきましては、事業費

ベースで平成29年度末の見込み34.8％ということ

でございます。 

  埼玉鳥野目線につきましては、同じく平成29年

度末の事業費ベースで31.9％とこういうことにな

っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） この質問に当たりまし

て、私も新南・下中野線の橋梁工事の現場を見て

まいりました。その現場を見ると、大分今、突貫

工事で進めているんだなということを確認しまし

た。 

  また、次に歩道整備事業、通学路整備事業の進

捗状況についても伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） まず、先ほど埼玉鳥

野目線の進捗率31.9％ということでご返答しまし

たが、大変申しわけありません。29年度末で

87.3％ということで訂正をお願いいたします。 

  あと、歩道整備事業の進捗状況についていかが

というご質問でありますが、こちらにつきまして

は、平成28年度末のデータを持ち合わせておりま

すので、そちらでお答えいたします。 

  延長ベースで13.7％の整備ということになって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 13.7％、若干進みが遅

いなとも感じますが、児童生徒の安全を確保する

ためにも早期に整備を進めていただきたいと思い

ます。 

  続きまして、政策５、黒磯駅周辺地区都市再生

整備計画は、平成26年度から事業を進めて、平成

30年度が最終年度となっているが、計画どおりに

事業が進んでいるのか伺いますとともに、まちな

か交流センターについてはいかがか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） 都市再生整備計画事

業、黒磯駅周辺地区については、おおむね順調に

進んでいるところでありますが、その中のまちな

か交流センターの進捗については、平成29年度10

月現在で30％ということになっております。過日

の議員全員協議会でご説明したとおり、12月にな

りましてまちなか交流センターの１次下請である

鉄骨業者が自主廃業ということになりまして、あ

のとき説明したとおり、事業の完成が平成30年12

月、最短になる見込みであるということで、こち

らのほうについては進捗がおくれているとこうい

う状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） わかりました。 

  先に進めたいと思います。 

  那須塩原駅周辺地区都市再生整備事業について

は、先ほど答弁の中で民間活力による駅周辺地区

の高度利用を目指した事業を計画しているとのこ

とだが、今の部分について具体的にはどのような

ことをするのか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） 那須塩原駅周辺地区

につきましては、議員も地元ということでご存じ
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だと思うんですが、かなり駐車場とかいわゆる高

度に利用されていない店舗とか商業施設とかそう

いった多目的ないろんな施設が導入が図れていな

いような状況でございます。当然、今後庁舎とか、

あるいは都市再生整備計画事業を予定していると

ころでありますが、どうしてもそういった施設等

の進出には民間の力が必要でございます。市の行

政のそういった庁舎建設とか都市再生整備計画事

業を意欲をくすぐる要因としまして、できるだけ

といいますか、今後は民間の力をもってそういっ

た土地の利用の促進を図っていきたいと、高度な

利用の促進を図っていきたい、こういうことでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 大分わかってきました

が、大分計画から私は立ちおくれていると、そん

なふうに感じております。県北の中心都市にふさ

わしい玄関口になるよう早期に検討をお願いいた

します。 

  次に進めます。 

  政策６、平成29年度は、市長の市政方針なんで

すが、平成29年度の市政方針では、政策６では、

農畜産業の活性化のため直売所の整備支援を挙げ

ていましたが、平成30年度の市政方針の中には農

畜産の活性化のため、農業の基盤整備を強化する

圃場整備事業にその部分が変わっております。直

売所の整備支援は達成できたのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 直売所の整備支援で

ございますが、平成29年度に予定をしておりまし

た直売所整備については、補助事業の補助をいた

だき、事業に着手をしたと。完成はおくれており

まして、本年度繰り越し事業という形になります

が、事業としては進んでおります。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） それで、圃場整備とい

うことを新たにつけ加えたことについて、理由に

ついてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） こちら、本年度、圃

場整備という言葉が出てきた理由ということでご

ざいますが、農業生産基盤を強化するというとこ

ろで大きな事業であります圃場整備、さらに29年

度において調査業務を行っておりました地区にお

いて、平成30年度から、さらに設計等に入ってい

くと。こちら県営事業でございますが、あえてそ

ういう動きが出てまいりましたので、今回、市長

の方針の中に入ったというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 次に、農作物の販路拡

大事業について。 

  答弁の中では、アグリパル塩原の施設の老朽化

に伴う修繕を行うとのことだが、アグリパルは建

設後何年を経過しているのか。また、修繕費はど

れくらいを想定しているのかお聞きいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 施設につきましては、

既に20年を経過しております。 

  今回、予定をしております修繕につきましては、

当初予算で2,000万ほど予定をしております。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） わかりました。 

  続いて、ふるさとごはん事業について。 

  新成人に対して米を配布するとのことだが、本

市産の米の認知と消費拡大を狙うとのことだが、
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配布場所と量について伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） まず、配布場所とい

うことですが、どこかの場所で配布するというこ

とではなく、それぞれ郵送を考えております。市

内に在住の方はその自宅にという形になりますが、

市外、県外に出ている方に対してはそちらのほう

に送るという予定をしております。 

  それから、量につきましては、５㎏を予定して

おります。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 量についてですが、５

㎏、ちょっと私の感覚では、若干この５㎏という

のが少ないのではないかと思いますが、その辺い

かがでしょうか。お願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 考え方でございます

ので、少ないという考えもあろうかと思いますが、

ちょうど二十、大体出ている方はおひとり暮らし

の想定をしております。ということを考えると、

５㎏という量は私どもとしてはおいしさを知って

いただいたり、それから友人なんかと一緒に食べ

ていただいたりという想定をした中で、このくら

いの量は適量であろうというふうに考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） わかりました。 

  それでは、次に進めていきます。 

  政策７、小中学校のエアコン整備事業、トイレ

洋式化事業について。 

  先ほどの答弁の中で、小学校が12校、中学校が

12校とのことでありますが、それはどことどこの

小学校か、またはどことどこの中学校なのかにつ

いてお聞きをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 予定をしております学校

名でございますが、小学校でございます。 

  関谷小学校、大貫小学校、横林小学校、埼玉小

学校、波立小学校、高林小学校、青木小学校、稲

村小学校、共英小学校、東原小学校、槻沢小学校、

西小学校、黒磯小学校、鍋掛小学校、すみません、

西小学校まででございます。そこまでで12校でご

ざいます。 

  トイレのほうが、黒磯小学校、鍋掛小学校、大

山小学校、それから黒磯北中学校の４校でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 教育部長、エアコンの中

学校の部分が答弁になかったようですので、再度

お願いいたします。 

○教育部長（稲見一志） すみません、エアコンに

つきましては、設計業務ということで考えており

ますので、工事についてはその翌年度ということ

になります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 子どもたちの快適な生

活、勉強、それをするところでありますので、ど

うぞ強力に、早期に進め、完成をさせていただき

たいと思います。 

  続きまして、政策８であります。 

  那須塩原駅東口バリアフリー化事業や公共交通

ネットワーク事業に、政策８ですね、取り組んで

いるということですが、現在の進捗状況について

伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 
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○都市計画課長（大木 基） 那須塩原駅東口バリ

アフリー化事業については、建設部の所管であり

ますので、私のほうからご答弁差し上げます。 

  那須塩原駅東口バリアフリー化事業の進捗状況

ですが、東口にエレベーターを設置するため、Ｊ

Ｒと協議を行ってまいりました。その結果、設計

及び工事をＪＲに委託して実施することになりま

して、現在までに設置位置、構造に関する設計業

務がおおむね完了しているところでございます。 

  今後は、エレベーター本体の新設工事、設置工

事を平成30年度、来年度から２カ年、平成30、31

で実施したいとこのように考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、公共交通

ネットワーク事業について進捗状況についてお答

えを申し上げます。 

  この事業につきましては、具体的に申し上げま

すと、那須地域定住自立圏の中の地域公共交通網

計画の策定に取り組んできたところでございます。 

  スケジュール進捗状況につきましては、28年、

おととしの12月に法定協議会であります定住自立

圏の地域公共交通活性化協議会というものを設定

いたしまして、この中で計画を策定してまいった

ところでございまして、昨年10月にこの計画の素

案を全員協議会の中でお示ししたところでござい

ます。 

  ことしの１月に最終的な協議会を開催いたしま

して、了解をいただいたというところで、確定を

いたしました。３月中には計画書のほうをお示し

できるものと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） それでは、先に進めま

す。 

  平成31年度までが共生ビジョンの計画期間との

ことであったが、それ以降はどのように考えてい

るのか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 現在の共生ビジョンの計

画期間である平成31年度以降はどのようになるの

かというお尋ねだと思いますが、那須地域定住自

立圏における連携事業につきましては、32年度以

降もしっかりと推進してまいりたいという考えを

持っております。 

  そのことから、次期の共生ビジョンの策定につ

いて関係する市町の企画レベルの職員が、来年度

の下期あたりに集まりまして、どういうスケジュ

ールで次期のビジョンをつくるのか、あるいはそ

の際はどういうテーマにするのか等々の協議をし

ていくとそんなような予定でおります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 平成30年度は、第２次

総合計画の２年目の年、栃木県の北都として歩み

出す重要な年であります。私たち議員も協力して

まいりますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

  これで、１の平成30年度市政運営方針について

を終わります。 

  続きまして、２番、平成30年産からの米政策の

見直しについて。 

  ⑴市からの説明によると、これまでの生産数量

目標配分がなくなるとともに、達成・未達成の要

件もなくなります。このため、生産者がおのおの

の判断により米の生産量を決めることになります。 

  ただし、供給が需要をオーバーすれば価格は下

がりますので、米の作付計画の参考としていただ

く情報として作付参考値が提示されます。また、
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作付に当たっては、集荷業者や販売先とよく相談

の上、需要に応じた米の生産に取り組みましょう

とあります。 

  制度の変わり目であり、農家自体が大変戸惑っ

ています。 

  そこで伺います。 

  ①作付参考値の内容について伺います。 

  ②交付金に係る変更点についても伺います。 

  ⑵今の農業農村の現状は、農業担い手の減少、

農業従事者の高齢化が進んでおります。規模拡大

を志す担い手を対象に拡大に向けた課題となる点

を県がアンケート調査したところ、農地の分散、

区画の形状や排水不良が上がってきました。課題

解消のためにも農業生産基盤を強化する圃場整備

が重要な部分になることから以下の点について伺

います。 

  ①那須塩原市の圃場整備の現状について。 

  ②農地中間管理機構との連携について。 

  ③農業の新たな可能性「６次産業化」について

伺います。よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の30年産からの米政策の見

直しについて、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の①作付参考値の内容についてです

が、作付参考値とは、生産数量目標の配分がなく

なるということで、農業関係者の混乱や生産過剰

による米価の下落が生じないよう、県産米の需要

に見合った作付面積として算出したものになりま

す。 

  本市の主食用米の生産目安となる作付参考値に

つきましては、栃木県農業再生協議会から約

3,800haの提示を受けているところであります。 

  この提示を受けまして市再生協議会において、

平成30年産米の生産予定面積調査を実施いたしま

して、その結果をベースに提示があった約

3,800haの範囲内で各農業者に対しておおむね作

付意向に沿った個別の作付参考値を提示したもの

であります。 

  なお、この作付参考値につきましては、従来と

は異なり、強制力を伴うものではなく、農業者が

経営判断する際の参考情報となるものであります。 

  次に、②の交付金に係る変更点についてであり

ますが、10ａ当たり7,500円が交付されていまし

た米の直接支払交付金が、平成30年度から廃止さ

れるとともに、産地交付金の対象品目が変更され

たところであります。 

  また、このほか耕畜連携及び二毛作への取り組

みに係る産地交付金の枠が県から市に移ったこと

や飼料用米、麦・大豆の作付に係る県の交付単価

が見直されたところであります。 

  次に、⑵の農業生産基盤を強化する圃場整備に

ついて、順次お答えをいたします。 

  初めに、①の那須塩原市の圃場整備の現状につ

いてでありますが、平成29年５月現在、区画が

3,000㎡以上の整備面積が3,861haで、整備率が

68.2％であります。 

  次に、②の農地中間管理機構との連携について

でありますが、今後、農業従事者の高齢化の進行

に伴い、農地中間管理機構への貸し付けが増加す

ることが見込まれる中で、基盤整備が十分に行わ

れていない農地については、担い手が借り受けな

いおそれがあるため、農地中間管理機構と基盤整

備は連携して行うことが重要であると考えており

ます。 

  次に、③の６次産業化についてでありますが、

農産物の付加価値を高め、収益の向上が期待でき

る６次産業化につきましては、農業や地域の活性

化につながるものと考えるところから、６次産業
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化を検討している農業者に対しまして支援策等関

連情報の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） ①の作付参考値の内容

について、ただいま市長の答弁で、作付参考値に

ついては理解をいたしました。 

  需要と供給のバランスをとるための方策であり、

30年度以降も需要に応じた生産をしていかなけれ

ばならないと私も思っています。 

  ただ、30年度は制度の変わり目であり、いろい

ろな情報が農家に対して錯綜し、戸惑いました。

それが私がそう思っている部分で、この問題につ

いて取り上げさせていただきました。 

  続きまして、②の交付金に係る変更について、

米の直接支払交付金が廃止される、これが7,500

円ですね、それが廃止されるというのは、今から

２年前ぐらいにこれを廃止されますよということ

でありましたので、その部分については了解しま

したが、産地交付金の交付対象、また内容が変更

されるとのことだが、どのように変更するのかお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 本市として産地交付

金の考え方でございますが、平成29年度までの中

でいきますと、野菜は全品目について対象として

おりました。 

  平成30年度からは、市に産地づくりに資すると

いうところを重視しまして14品目に絞らせていた

だくという予定でございます。 

  中身としましては、市の農業振興整備計画、そ

ちらに位置づけをしている作物、それから農協さ

ん、ＪＡなすのさんが推奨をしておりますＢＢ９、

こういった作物を中心に14品目というふうな予定

になっております。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 今、14品目と話があり

ましたが、その14品目のちょっと詳しい話をお聞

きしたいと思います。これは何かという話でお願

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 具体的に何かという

ところかと思いますが、今、想定されております

のが、ネギ、ナス、ホウレンソウ、大根、ウド、

キャベツ、ブロッコリー、それからニラ、アスパ

ラガス、イチゴ、キュウリ、シュンギク、トマト、

それからカブ、花弁、花卉、花木ですね、そんな

ところを30年の産地交付金の対象としていきたい

というふうになっております。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） わかりました。 

  続きまして、⑵の農業生産基盤を強化する圃場

整備について伺いたいと思います。 

  ①那須塩原市の現状ということで、先ほど答弁

がありましたが、那須塩原市は68.2％。これを他

市と比べてみますと、大田原が59.5、那須町が

38.5、管内平均で58.2、それに県平均で67.5％で

あります。那須塩原市は、県平均をも上回ってお

ります。 

  しかし、今求められている圃場整備は50ａ以上

の大区画化になります。那須塩原市では、１つの

地域がスタートラインに立ったということだが、

大田原市では26年、27年、28年、29年で７つの地

域が手を挙げ、今、圃場整備が進んでおります。 

  そんな中、課題も見えてきました。私たちもそ

の中にあるんですが、課題については未相続地へ

の対応、相続がなかなかできていないというとこ

ろが見えてきています。相続手続の促進、また共
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有地、どこにでもこの共有地というのが存在する

とは思うんですが、共有地への対応。これは所有

者の確認及び同意徴集。また、これもまた大きな

問題なんですが、未同意者への対応、これは同意

取得に向けた説明対応ということで進まなければ

ならないのかなと思っております。また、地元負

担金の軽減策、担い手への農地集積による助成制

度の活用。 

  そこで市長に伺います。 

  １、平成30年度の市政運営方針、⑹でも伺いま

したが、地元としてはいろいろな課題、先ほど挙

げた課題が見えてきて、これもどこの地域でもあ

る問題だと思っておりますが、市として、市長と

して地域に介入し、このような問題解決を早期に

解決することはできないのでしょうか、伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 圃場整備に関して、私の考え

方についてということでご質問いただきました。 

  今現在、議員さんのお住まいの地域で進められ

ていただいておりまして、大変ご苦労をおかけし

ているという状況にあるわけでございます。 

  お話がありました未相続地の問題、それから共

有地の問題、そしてまた未同意者への対応という

ようなことで、大変なやはり作業が続くというこ

とでございます。 

  あくまでもこの圃場整備につきましては、県の

事業という形にはなるわけではございますけれど

も、我々のやはり農地、そういったものの適正化

を図っていくためには必ず必要なものであろうと

私は考えておりますので、そういった時期がまい

りましたときには、私も積極的に地元のほうに入

っていって、ご理解をいただくというふうな形で

対応ができればと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） ただいまの市長の答弁、

本当にありがとうございます。やはりこれを、圃

場整備をやろうとすると、かなりの自分たちの力

を傾け、進めているんですが、結構いろんな問題

が出てきます。今の市長の答弁で、もうその時期

が来たらということでありますので、もしその時

期が来たら、ぜひとも市長の力をかりたいと思っ

ております。 

  続きまして、②農地中間管理機構との連携につ

いて。 

  機構集積協力金の仕組みについて伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 協力金の仕組みとい

うことでございますが、基本的なお話をさせてい

ただきますと、何らかの理由、高齢化であったり

後継者がいないであったり病気であったり、いろ

んな理由はありますが、農地を機構のほうに貸し

付ける方がいて、機構のほうから農地を借り受け

る担い手がいてという仕組みになりますが、この

協力金については、貸し付けを行う方に対して支

払われるというお金でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 今の質問だったんです

が、金額は１反歩当たりどのぐらいになるとかと

いう話をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） なかなかこれもいろ

んなパターンがあるんですが、その貸し付け等を

行う面積によってもその単価というのは変わって

まいります。条件でいろんな形がありますが、10

ａ当たり５万円という１ha以下だと５万円、それ

からそれを超えますと、その金額がまた上がって
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いくと。大きなところになりますと、これは10ａ

じゃなくてそっくり経営転換の協力金なんかの場

合には１戸当たりで70万円とか、金額の幅はあり

ますが、10ａ当たりでお示しをする場合、一般に

１ha以下の場合で５万円というような金額になり

ます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） この機構集積協力金が

わかれば、貸す側でももっともっと早く、これは

集積ができるものだと私は思っております。 

  続きまして、農地中間管理機構との連携という

ことで新たな制度、農家の費用負担がなく、圃場

整備ができる仕組みについて伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 費用負担がなく、あ

るいは費用負担が軽減されるというような手法で、

具体的な少し内容でお話をさせていただきますと、

機構が借り入れている農地、農業者からの申請が

なくても機構がまとめて一定地域を借り入れた場

合に、今度、農業者の負担とか同意とかは求めな

いで実施する大区画化の基盤整備ができますよと

いう制度が平成30年度から整備されて、実施され

る予定でございます。機構が農地整備事業に直接

着手するという制度がございます。議員のご質問

については、この新しい制度ということでよろし

いでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 新たな制度が確立され

れば、この圃場整備というものが本当にほかの地

区でも、今、那須塩原市では１カ所しか動いてい

ませんが、これが大きく動くときが来るのかなと

も思います。いろいろな縛りはその中でもあると

は思いますが、ぜひともそういう方向にも向かわ

せていただければと思っております。 

  ③農業の新たな可能性、６次産業化について。 

  ６次産業化を検討する農業者に対して、支援対

策等関連情報の、先ほどの答弁ですね、提供に努

めるということだが、具体的にはどのようなこと

かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ６次産業化の支援の

内容でございますが、６次産業化でもいろんな形

がありまして、それぞれに応じた補助メニューと

いいますか支援事業がございます。県が公募型で

行う補助事業であったり、個々の農家が自分のと

ころで加工施設をつくるときの機械整備であった

り、あるいは地域で６次産業化のネットワークを

つくりましょうなんていう事業に対する補助であ

ったり、そういった各種補助をそれぞれの地域、

それぞれの農家の要望に合わせてご紹介をしたり、

それから条件の整備、状況の調査等の支援をして

いるというようなのが現在の段階でございます。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 那須塩原市には、今の

ことなんですが、個人または法人に限らず取り組

んでいる人たちはどれくらいいるのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ６次産業化に取り組

んでいる方のその捉え方というのは非常に難しい

と思いますが、何ていいますかね、法人あるいは

法人じゃなくても形として大きくやっておられる

方、代表的なものを拾いますと、私ども大きく確

立をされているのは今、事業者としては４事業者

かなと。 

  ただ、実際に６次産業化に取り組んでいらっし

ゃる方はもっとたくさんおります。例えば農家の

方が自分で作物をつくり、そこで漬物の加工をし、
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直売所、道の駅等で売っているというのも１つの

６次産業化の形であります。そういうものを含め

ますと、相当数になるというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 16番、伊藤豊美議員。 

○１６番（伊藤豊美議員） 平成30年１月22日なん

ですが、私たちの会派で那須塩原クラブなんです

が、農業の６次産業化、ユズでまちづくり、これ

は高知県馬路村、馬路村農協を視察してまいりま

して、かつては村の人口が、村ですので、人口が

3,600人ほどいたんですが、産業の構造の変化で、

現在は、この間お伺いしたときには、もう1,000

人を切ってしまったというような過疎の村であり

ます。そして、村の面積の96％が山林であり、そ

んな中で段々畑でユズ45haを栽培しています。水

稲も自分で食べるお米として13haほど栽培してい

ます。 

  那須塩原市は、水田と酪農の地域であることか

ら、それと比べることはできないんですが、そこ

の馬路村とは比べることはできないんですが、地

域愛が成功の秘訣、ユズの村おこしをキャッチフ

レーズに年商30億円を売り上げる、現在は30億円

を売り上げております。そして、今は50種以上の

ユズ製品の製造販売をしています。最近では食べ

るものではなく、ユズを化粧品にしている。それ

を研究と製造を行っているとの話でした。山村の

働く場づくりの拡大、行政と提携しながら村の活

性化に努めているということを、もうその人たち

が自信を持って話してくれました。 

  地元の農協を挙げてみると、地元のＪＡなすの

になるんですが、組合員が約２万1,000人ほどお

ります。ＪＡなすのでさえ30億円以上を売り上げ

ているものは、米と畜産物、そして野菜、果実、

花卉など全体を合わせたものが30億円以上になっ

ておりますが、ＪＡなすのでさえそういう状況で

ありますので、新たな可能性を考えると、やはり

６次産業化ということが考えられます。それに向

かってこの地域でも進んでいければと本当に思っ

ております。 

  これで私の代表質問を終了します。 

  ご清聴ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で那須塩原クラブの

会派代表質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１１分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 吉 成 伸 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、公明クラブ、24番、

吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 皆さん、こんにちは。

公明クラブ、吉成伸一です。 

  公明クラブの会派代表質問をさせていただきま

す。 

  １、平成30年度市政運営方針について。 

  １月22日、国会において安倍総理は施政方針演

説を行い、その冒頭述べられた言葉が「国の力は、

人に在り」でした。 

  本市の将来像である「人がつながり 新しい力

が湧きあがるまち 那須塩原」の実現に向けた第

２次総合計画前期基本計画にうたっている「地域

力の向上」、「魅力の創出」、「未来力の育成」、

「都市力の成長」の４つの重点プロジェクトを推

進することを君島市長は市政運営方針で述べられ
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ています。 

  「人がつながり 新しい力が湧きあがるまち 

那須塩原」の実現には、安倍総理の言葉を引用す

れば、「那須塩原市の力は人に在り」であり、本

市のすぐれたさまざまな人材を発掘し、活躍して

いただくことが重要ではないでしょうか。そのた

めには、君島市長の強いリーダーシップが求めら

れます。 

  以下について伺います。 

  ⑴平成30年度の国・県の予算案が示されていま

すが、栃木県の予算案を福田知事は「ひとづくり 

しごとづくり とちぎ創生実現予算」と表現して

います。本市の新年度予算案はどう表現するか伺

います。 

  ⑵国・県の平成30年度予算のポイントが示され

ていますが、本市の予算編成に影響した点につい

て伺います。 

  ⑶中長期財政の見通し（平成30年から平成38年

度）について、昨年新たに作成されました。今後

の歳入歳出フレーム、方向性を財政面から示した

３つのパターンの中の中間型シナリオが選択され

ています。新年度予算は、中間型シナリオどおり

編成されたか伺います。 

  ⑷平成29年度予算より、枠配分方式による各部

への予算配分をやめ、積み上げ方式で予算編成を

行っていますが、それぞれのメリット、デメリッ

トを伺うとともに、全国・県内の自治体の予算編

成の両方式の採用状況を伺います。 

  ⑸新年度の事務事業推進のキーワードを「選択

と集中」としています。これまでの予算編成以上

に事業の必要性・有効性、費用対効果の視点に力

を入れた予算であるとしています。予算編成に当

たって行政評価システム（事務事業評価）が果た

した役割と具体的な事例を伺います。 

  ⑹平成30年度より３年間かけて市単独補助金の

見直しを行いますが、具体的な内容を伺います。 

  ⑺政策５、「地域の力と交流を生み出すために」

から、市民協働のまちづくりについて、各地区コ

ミュニティから運営補助の増額の要望や自治会へ

の事業依頼が増加し、負担である等の声があるが、

今後どう応えていくか伺います。 

  ⑻政策６、「まちの活力を高めるために」では、

新規事業として新成人へのふるさと回帰米として

想い出のふるさとごはん事業があります。事業の

狙いと費用対効果を伺います。 

  また、デスティネーションキャンペーンでの二

次交通支援事業について伺います。 

  ⑼政策７「未来を拓く心と体を育むために」か

らは、地域学校協働推進本部事業の今後の展開、

芸術文化環境の充実のための歴史文化基本構想の

策定事業の具体的内容、駅伝のまちづくりプロジ

ェクトとプロスポーツチーム支援事業の狙いと事

業内容について伺います。 

  ⑽君島市長の公約事業は、着実に進んでいるも

のと認識しますが、着手済みの事業と未着手の事

業の割合及び未着手事業への今後の取り組みにつ

いて伺います。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 公明クラブ、吉成伸一議員の

会派代表質問に順次お答えを申し上げます。 

  平成30年度の市政運営方針について、まずお答

えを申し上げてまいります。 

  ⑴の新年度予算案をどう表現するかについてお

答えを申し上げます。 

  私は、全てのまちづくりは、人が基本であると

いう視点で市政運営に当たってまいりました。そ

の上で、平成30年度は、引き続き「市民優先」を

基本姿勢として、市民の皆様が安心して生活でき
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るまちづくりを行うとともに、本市の将来像の実

現に向けて力強く歩みを進めるための予算といた

しました。 

  このことから、「人とまち 安心・活力創出予

算」と表現をしたいと思います。 

  次に、⑵の国・県の予算が本市の予算編成に影

響した点についてお答えをいたします。 

  国・県の予算の影響は、各事業の実施状況に応

じて異なりますが、財政全体への影響としては、

国の予算である地方交付税において、引き続き、

まち・ひと・しごと創生事業費１兆円が確保され

たものの、交付額ベースでは、前年度に比べまし

て2.0％の減額となり、歳入で１億円弱の減額影

響を見込んでおります。 

  個別事業への影響では、デスティネーションキ

ャンペーン本番を迎え、県のＤＣ受入対策事業を

活用し、観光誘客促進事業費に周遊バスツアーに

係ります経費を計上したほか、県の取り組みと協

調をしまして、公共交通政策費にユニバーサルデ

ザインタクシー整備事業費補助を計上しておりま

す。 

  次に、⑶の平成30年度予算は、中・長期財政の

見通しの中間型シナリオどおり編成されたかにつ

いてお答えをいたします。 

  予算規模で比較いたしますと、中・長期財政の

見通しの中間型シナリオの推計額480億5,500万円

に対し、予算案総額は５億3,500万円減の475億

2,000万円であります。黒磯中学校体育館改築工

事費４億6,200万円を平成29年度に前倒しした影

響を、これを差し引きますと、おおむね「中・長

期財政の見通し」どおりでございます。 

  次に、⑷の枠配分方式と積み上げ方式のメリッ

ト・デメリット、全国・県内他団体の採用状況に

ついてお答えをいたします。 

  枠配分方式は、担当部局の主体的な予算編成に

よるマネジメント強化、全庁的なコスト意識の醸

成などのメリットがある一方で、財源配分の固定

化と枠配分対象外経費の増加、部局横断的な財源

調整の困難性、全庁的な施策の優先順位との間に

ずれが生じる可能性などのデメリットがございま

す。 

  積み上げ方式は、予算査定を財政部門に集約す

ることにより、必要性や経費の精査の徹底、部局

横断的な財源配分、全庁的な視点での優先順位づ

けができるメリットがある一方で、担当部局にお

いては、財政全体に対する意識や限られた財源の

中での工夫しようとする意識が低下しかねないデ

メリットがございます。 

  他団体における採用状況は、県内14市の中で、

枠配分方式を採用しているのが７団体、積み上げ

方式を採用しているのが本市を含めて７団体であ

ります。 

  なお、全国的な採用状況は把握しておりません

が、多くの団体で枠配分方式が採用されてきた一

方で、予算の硬直化や多額の財源不足解消などを

理由に積み上げ方式に戻すケースもあると聞いて

おります。 

  次に、⑸の予算編成に当たって行政評価システ

ム、これは事務事業評価でございますが、果たし

た役割と具体的な事例についてお答えをいたしま

す。 

  事務事業評価は、予算執行後に、事務事業の検

証及び評価を行い、その結果を各担当にフィード

バックすることで、翌年度以降の改善につなげる

ものであります。 

  予算編成においては、評価結果を踏まえ、事業

の優先順位づけや選択を行うとともに、改善が必

要な場合には、経費の抑制や削減等を行うことと

しております。 

  具体的な事例としては、見直しが必要と評価さ
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れた太陽光発電システム設置費補助と子育て応援

券事業は、それぞれ段階的廃止と対象範囲の縮小

を行うほか、優先順位づけと総量抑制が必要とさ

れました道路改良事業は、総事業費を抑制しつつ、

新南・下中野線への重点化を行うことといたしま

した。 

  次に、⑹の市単独補助金の見直しの具体的な内

容についてお答えをいたします。 

  平成30年度から第三者で構成をする補助金審査

会を設け、今年度実施している実態調査・事前評

価資料等をもとに、200件を超える市単独補助金

を１件ずつ精査し、審査結果を翌年度以降の予算

編成に反映させるとともに、市単独補助金の取り

扱い基準を策定するものであります。 

  次に、⑺の各地区コミュニティからの運営補助

に対する増額の要望や自治会への事業依頼が増加

して、そして負担である等の声に対する今後の対

応についてお答えをいたします。 

  コミュニティ運営費補助金については、十分と

は感じていない団体もあるかと思いますが、コミ

ュニティ活動の充実に向けて、公民館による連携

等側面的な支援とあわせて引き続き行ってまいり

たいと考えております。 

  また、自治会への事業依頼については、自治会

と行政それぞれの役割分担のもと、施策の企画立

案段階から参画をいただき、やり方等についても

十分に協議し、理解をいただいた上で、協働の実

践に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、⑻の想い出のふるさとごはん事業の狙い

と費用対効果について、デスティネーションキャ

ンペーンでの二次交通支援事業についてお答えを

いたします。 

  想い出のふるさとごはん事業の狙いといたしま

しては、本市産米の消費拡大を図るとともに、就

職活動期にある学生などのふるさと回帰及び定住

志向の高まりを促すものであります。 

  事業の費用対効果につきましては、現時点では

可視化することが困難でありますが、一定の期間

実施した後に、その効果等について検証をしてま

いりたいと考えております。 

  また、デスティネーションキャンペーンでの二

次交通支援事業につきましては、市観光局が実施

するバスツアー等に対する支援であります。バス

ツアーにつきましては、花や文化財などの観光ス

ポットをめぐりながら、那須塩原駅と温泉地をつ

なぎ、観光客の二次交通として利用していただく

ものとなっておりますが、ＤＣ期間終了後につき

ましても、期間を定めて運行してまいりたいと考

えております。 

  次に、⑼の地域学校協働推進本部事業の今後の

展開、歴史文化基本構想策定事業の具体的な内容、

駅伝のまちづくりプロジェクトとプロスポーツ支

援事業の狙いと内容についてお答えをいたします。 

  地域学校協働本部事業の今後の展開につきまし

ては、平成29年度にモデル地区として３地区を選

定し、本部設置に向けて準備を進めてまいりまし

た。 

  平成30年度以降は、これら３地区の設置を皮切

りに、33年度末までに市内の全ての中学校区への

地域学校協働本部設置を目指しております。 

  次に、芸術文化環境の充実のための歴史文化基

本構想の策定事業の具体的内容につきましては、

市内文化財の指定、未指定にかかわらず歴史的背

景を含め総合的に把握し、一体的な保護・活用を

図るための構想であり、文化財保護のマスタープ

ランと言えるものでございます。 

  本市では、平成29年度からの３カ年事業として

取り組んでおり、今年度は基礎資料の収集と整理

作業を行っております。 

  平成30年度からは、基礎資料をもとに地域特性
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やストーリーを導き出し、その保存・活用の考え

方について各分野の専門家による検討委員会を設

置し、策定をしてまいります。 

  次に、駅伝のまちづくりプロジェクトの狙いに

つきましては、本市の中学生から高校生、一般社

会人まで駅伝に携わる選手が多くいることを生か

して、アスリートの発掘や競技力の向上とともに、

大規模大会を開催することにより本市の魅力を対

外的に発信するものであります。 

  具体的には、小学生を対象とした県レベルの駅

伝競走大会の開催、地元中学校・高等学校駅伝部

に対してのサポート、高等学校や大学の駅伝競走

部への合宿誘致の取り組みをしてまいります。 

  次に、プロスポーツチーム支援事業につきまし

ては、県内には７つの地域密着型のプロスポーツ

チームがあり、これらのチームと連携することに

より、市民がスポーツを身近に感じる環境づくり

の取り組みに寄与することから支援を行うもので

あります。 

  プロスポーツチームが行う事業内容としては、

スポーツ教室の開催、本市イベントへの参加協力、

チームの媒体を利用した市の名称のＰＲなどを提

供いただく予定であります。 

  最後に、⑽の公約事業の着手済み事業と未着手

事業の割合及び未着手事業の今後の取り組みにつ

いてお答えをいたします。 

  着手済み事業と未着手事業の割合については、

平成29年12月末現在で約95％の事業が着手済み、

約５％の事業が未着手となっております。未着手

の事業につきましては、事業実施に向け取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  まず、初めの今回の新年度予算、君島市長はど

ういう命名をするかという質問をさせていただい

たわけでありますが、今回に関しましては「人と

まち 安心・活力創出予算」という名称というお

話でした。 

  この新年度予算が決定を見れば、広報なすしお

ばらには、４月５日の広報で多分市民の方々には

知らせるんだろうと思うんですね。 

  昨年のをちょっと見てみたんですが、昨年はキ

ーワードはことしも同じですけれども、「市民優

先」というのが最初にうたって、あとは円グラフ、

それから写真なんかもかなり入っていますし、も

う一つは家計簿風にしているということでは、非

常に見やすかったのかなと思うんですが、なかな

か那須塩原市の一般会計予算ってどのぐらいと言

われてもぱっと浮かばないですよね。予算って言

われても、なかなかぱっと来ないと思うんですね。 

  そういった観点からいくと、せっかく今回市長

は「人とまち 安心・活力創出予算」とつけたわ

けですから、ぜひその言葉をばーんと大きくうた

って、インパクトのある予算なんだということを

市民の方々に訴えていくと、市民も広報を見たと

きに、あっ、今回はちょっと違うなと感じると思

うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 新年度予算の広報への掲載と

いうことでご提言をいただきました。 

  市民の方々に興味を持っていただくということ、

そしてまたインパクトがある内容につきまして、

今後十分に検討をさせていただく。その前に、こ

の当初予算の案、議会でお認めをいただかなけれ

ばなりませんので、まずそれからということでよ

ろしくお願いを申し上げたいと。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 
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○２４番（吉成伸一議員） ちょっとやぶ蛇なとこ

ろがございましたが、しっかりと我々、議会とし

て議論を進めていきたいと思います。 

  続きまして、国・県の予算が本市に与えた点に

ついてということで、先ほど市長の答弁があった

中で、歳入では大まか１億円ほど影響が出るんじ

ゃないか、そういうお話でした。 

  昨年の中でも、予算編成の考え方というところ

でもありましたけれども、今、国のほうは特に地

方交付税、そしてもう一つ、国庫支出金について

は新たな指標を示してきているわけですね。特に

地方交付税で言えば、トップランナー方式を入れ

ていくということですから、これに関しましては、

もうトップランナーでないと、そこが基本になっ

てきますので、そこから外れてしまうと減らされ

る可能性も、これ出てくるだろうと思うんです。 

  28年度、そして今年29年度、新年30年度になり

ますが、それぞれ今回こういった業務に関して精

査をしていきますよというのが出てきているわけ

ですけれども、そのトップランナー方式、あわせ

て国庫支出金のパフォーマンス指標についての考

え方をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） まず、国の予算編成の大

きな考え方の中でトップランナー方式ということ

で交付税措置に何らかの影響が出るであろうと。 

  本市においても、最初の答弁にもありましたが、

まち・ひと・しごと創生総合事業ということで７

つのＫを中心に新たな取り組みをしているところ

でありますので、まずそういったものをしっかり

と地についた形でやっていくことで一定の評価が

されるのかなというふうに考えております。 

  それと、特に国庫補助事業に関するものにつき

ましては、本市の黒磯駅周辺地区整備事業もそう

ですが、やはり１つの事業をパッケージにという

形でその地域の活性化なら活性化に資するような

しっかりした考え方を取りまとめた上で、国・県

補助等を受け入れるというような組み立てをした

上で、やはり国等と今後調整をしていくというこ

とになろうかと思いますので、そういった点につ

きましては、各部局、調整をしながらできるだけ

受けられるように取り組んでいきたいというふう

に考えています。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） トップランナー方式か

らいえば、ここあと３年から５年ぐらいをかけて、

明確に形をつくっていくというのが今の国の考え

方なわけですけれども、もう既に例えば民間委託

であったり、それから指定管理者、それと庶務業

務の集約化とか、それから情報システムのクラウ

ド化等々がもう打ち出されているわけですね。で

すから、やはりもういち早くそういったことにぜ

ひ取り組んでいっていただきたいなと思います。 

  それから、国庫支出金に関しましても、このパ

フォーマンス指数は、これまで指数的なものが出

されていないものが、今後は国のほうが出してい

くということですから、そこもいち早く情報をつ

かまえて、やっていかないと、ひょっとすると削

られてしまう可能性もあるわけです。そこは非常

に私は大切だと思いますので、本市の、その辺は

真剣度まで試されるんじゃないかと思うんですね。

ぜひ取り組んでいっていただきたいなとそのよう

に思います。 

  続きまして、⑶の中・長期財政の見通しについ

て。 

  先ほど、市長答弁の中で、平成30年度の中間型

シナリオと最終的には今回即決扱いになっていま

したけれども、黒磯中学校の体育館の改修工事が

前倒しということで４億6,200万円ほど、それを
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入れれば、ほぼ同じだという先ほど説明がありま

した。 

  我々は、この中・長期財政の見通しの中で細か

いところまでのデータが示されていないわけです

よね。かなり大まかなデータが、数字がそれぞれ

出されているんで、ちょっと細かなところはわか

りませんけれども、例えば義務的経費と、それか

ら投資的経費、この辺の比較をした場合に、今回、

示されている全協の中でそれぞれ新年度予算の中

でこの義務的経費、そして投資的経費というのが

示されたわけですけれども、その義務的経費、そ

れから投資的経費が今回の中間型シナリオでちょ

っと比較すると多少の違いはあるんですね。特に

人件費なんかはかなり膨れてきているんじゃない

かという気がするんですが、その辺の多少の違い

がある理由をまずお聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 昨年、策定をいたしまし

た中・長期財政の見通しとの違いということでご

ざいます。 

  今、具体例として人件費関係、ご指摘いただい

たわけなんですが、特に中・長期財政の見通しを

組み立てる段階で、まず人件費につきましては、

29年度をベースということで、細かく今後の伸び

であるとか減であるとか、そういったものはなか

なかはかり得ない部分でございましたので、29年

度をベースに行っております。 

  ただし、今回の予算につきましては、初日に議

決いただきましたいわゆる人事院勧告であるとか、

そういった具体的に動いた数字を積み上げたりし

ているものですから、そういったところで中・長

期財政の見通しから比較しますと、多少なりとも

ずれが生じているということも言えるかと思いま

すし、特に今回大きなものとしては、建設事業関

係がこれまで大規模事業等もかなり行っておりま

したので、29年度をベースに組み立てております

が、今年度は特に大きなものが終了に向かってい

るというようなところもありますので、それに呼

応するようにやはり国庫補助関係が少し下がって

くる、それの財源となる、いわゆる公債費、起債

関係、それも並行する形で下がってきていると。

その辺が特に中・長期財政の見通しと30年度当初

予算との違いかなというふうに私どもは考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） どうしても予算となる

と数字が100億とか何十億とかと大きな数字にな

りますので、例えば１億円ぐらいの違いというの

が、これ家庭でいったらとんでもない話ですけれ

ども、市の予算ではそんなに差がないのかなとい

う捉え方もあると思うんですが、今回、扶助費な

んかも１億円ほど大きいわけですよね。 

  投資的経費について言えば、普通建設事業費と

いうのは、５億ほど少ないというのは先ほどの多

分黒中の体育館の件だと思うんですが、この扶助

費の１億円というのはどういった理由でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 特に扶助費関係につきま

しては、福祉部門、高齢化の進展であるとか、そ

ういったような社会構造的な影響が相当出てきて

おりますので、29年度ベースから比較しますと、

どうしても財源的に膨らまざるを得ないというの

が現実というふうに概略では我々は捉えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 了解しました。 

  この中・長期財政の見通し、中間型のシナリオ

でやっていくわけですけれども、当然、先々ある
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わけですから、修正等も必要なのかもしれません

が、今回出したということは、当然それに沿って

今後も進めていくわけですから、細かな精査とい

うのは必要だと思いますので、しっかりと取り組

んでいただきたいなと思います。 

  それでは、４の枠配分、それから積み上げ方式

の質問に移りたいと思います。 

  市長の答弁の中で、それぞれのメリット、デメ

リットというのが先ほど述べられたわけです。一

般的にそのように間違いなく言われています。 

  全国的に見れば、今でも私は枠配分方式を採用

している自治体のほうが多いんだと思うんです。

この県内においては、14市を見るとたまたま半分

だったというふうなことになるわけですけれども、

それぞれのメリット、デメリットがありますので、

中には最近は、その枠配分の枠の部分を限定して、

あとは積み上げ、シーリング方式を利用して、両

方並列させながら予算組みをやっているという自

治体も出てきているようですが、その辺の情報は

どうでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今、議員ご指摘のとおり、

枠配分という、いわゆる国のほうでもキャップを

はめながら、各省庁ごとに予算配分をしながら行

っていると。 

  本市におきましても、そういうような考え方の

もとに各部単位に一定の財源を過去の実績をもと

に配分をして、予算編成をしておりました。 

  ただ、これまでの枠配分、本市におきましては、

事業数でいくと600を超える事業を予算上位置づ

けております。過去において行ってきた枠配分に

ついては、250程度の事業です。やはり政策的な

ものであるとか、そういった部分につきましては、

やはり市長の判断であるとか、全体的な優先順位

であるとか、そういったものが必要になりますの

で、あくまでこれまで我々が行ってきた枠配分に

よる予算編成は、全体予算の中の半分以下、一部

の部分で経常的なものを行ってきたということで

ございますので、大きな考え方としては、ただい

まご指摘のあったように、２種類の方式をうまく

絡めながら予算を組んできているというのがこれ

までの状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 現在も枠配分を廃止し

たと、積み上げ方式、シーリングにしたとはいっ

ても枠配分も一部生きているという理解の仕方で

いいわけですね。 

  ですから、やはり今は間違いなく積み上げ方式

だということなわけですね。 

  私は、両方のよさをうまくマッチしたらいいん

じゃないかなということで、質問したわけですが。 

  それでは、予算編成に当たって、各部に対して

これこれこういうふうなところが今回の基本です

よということで、当然財政のほうからは各部に出

すわけですよね。その大きな柱となるような点が

ありましたら、幾つかご披露いただければと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 各部に予算編成の考え方

を示した大きな部分でいきますと、やはりキーワ

ードに示したように選択と集中ということで、や

はりこれまでのように全てに対して予算を配分す

るというのが難しい時代になってきておりますの

で、各部門ごとにそれぞれ必要性を十分勘案しな

がら、公益性、公平性、そういったものをまず考

えた上で予算の要求をしていただきたい。 

  それと、もう一点大きなものとしましては、ス

クラップ・アンド・ビルドということで、やはり
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考え方は共通するところがあるわけですが、やは

り事業の組み立ての中でそろそろ縮小または終了

してもいい事業もあるんじゃないかと、そういっ

たところを各部ごとに提案をしていただいた。ま

た、新たなビルドの事業につきましても、その必

要性、社会的要請とかそういったものも十分踏ま

えた中で上げてくださいということで特に30年度

の予算編成の中では大きな柱として各部局にお願

いをしてきたというのが現状でございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 予算編成に当たっては、

当然さまざまな、今は大きなところを部長から答

弁いただいていますけれども、もっと細かなとこ

ろも多分あるんだろうと思うんです。具体的に言

うと、一番それができればいいんでしょうけれど

も、例えば最大限の効果を得るための最少の投資

みたいなそういったことをうたっていたり、それ

から類似のやっぱり事業はしっかり見直して統合

していこうというようなことをうたっているよう

な予算編成の指示なんかも出ていたり、さまざま

出ているんだと思うんですが、それにのっとって、

今回の予算編成が、予算がそれぞれの部のほうか

ら出てきているということだと思うんですけれど

も、当然、出てきたものに対して全てがオーケー

ということはあり得ないんだと思うんですね。そ

の辺の調整というのは今回どういった形で行われ

ましたか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 各部から当初編成に当た

っての考え方を示した中で、それぞれやはり地元

に入れば地元の要望があったり、いろいろな形で

予算要求というのは出てきております。 

  そういったところを見ながら、やはり全体の予

算というものが限られていますので、多少なりと

も圧縮できるような、例えばほかの事業に組み立

てるというような集約する事業とか、経費縮減が

図れますよというような事業とか、幾つかの事業

を各部から上がってきておりまして、50を超える

ようなスクラップの事業も現実に出てきておりま

す。そういったところを活用しながら、一定の財

源を確保し、新年度予算に反映する。 

  また、具体的な事業のやり方、工法、どちらか

というと工事の仕方とか、そういったものを各部

局の中でいろいろ検討した結果、中には１億を超

える額を圧縮できるような提案もございました。 

  やはりそういったところを市職員も総体的に予

算というものを把握するような機会がだんだんふ

えてきているのかなということで、少しでも精査

をしながら、財政当局としてもその辺の意見を受

けながら、全体で調整し、反映できるものを反映

していきたいというような形で整理をしてきたつ

もりでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 最初の市長答弁の中で、

積み上げ方式のデメリットという部分の答弁があ

ったわけですけれども、その中ではどうしても限

られた財源の中で、創意工夫というのが意識とし

て低下してしまうというお話がありましたけれど

も、今の部長答弁の中ではしっかりとそういった

部分も実は部の中でも行われてきているというお

話でしたので、そこはそれで評価できるのかなと

思います。 

  他の自治体の事例ですけれども、例えばやっぱ

りこういう厳しい状況が続いていますから、予算

を全く伴わないゼロ予算の中で事業をぜひ提案し

てほしいというような取り組みをやっているとこ

ろもあったり、それから必ず１課１係、何かのア

イデアを出しなさいとか、それから部では最もこ

の事業をアピールしたいというものがあれば、そ
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のアピール事業を出せとか、さまざまそういう働

きかけをしながら、予算に対する職員の意識を高

めようというそういった工夫もしている自治体も

出てきていますが、そういった観点からはどう捉

えていますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 最初にお話のありました

ゼロ予算事業ということで、数年前まではゼロ予

算というものを各部議論しながらまとめていただ

いたことも過去にございました。それと、１課１

アイデアというようなものも含め部でのアピール

すべき事業とか。 

  実は、事務事業改善ということで、それぞれ係

１つずつ、こういう取り組みをしたことによって

事務事業が改善されたよというようなものも実は

先日、全庁的に意見を集約した中で市長を初め審

査員数名でその評価をしております。 

  中には、本当にいわゆる時間を短縮できて、事

務ができるようになったとか、見ているといろい

ろな形で職員が取り組みをしているなというのが

現にありますので、そういったものが今後の事務

執行も含め、予算という視点からもやはりその辺

の考え方は大切にしていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） ちょうどタイムリーだ

ったなという気が今のお話だとするんですが、せ

っかくそういうことをやっているんであれば、

我々にも情報としてぜひ出していただければなと。

職員の方々がせっかく頑張っているわけですから、

ぜひ今後はそういったことも検討していただけれ

ばと思います。 

  それでは、⑸のほうに移ってまいりたいと思い

ます。 

  事務事業評価に関してですが、今回、この事務

事業評価をどのように予算に反映したのかという

質問をしたわけですけれども、その中では、太陽

光発電システムの補助、それから子育て応援券事

業、これらを見直しして、段階的には廃止という

ような形も、ないしは縮小というような先ほど答

弁があったわけですけれども、当然以前の質問の

中でも答弁がありましたけれども、実施計画がこ

の事務事業評価の対象事業になるということです

ので、まず事業数をお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今回の予算編成に当たっ

て、実施計画等で位置づけられているものにつき

ましては、312というのがこれまで実施した、平

成27、28年の継続的な組み立ての事業になってお

りますので、ちょっと直近の数字、大変申しわけ

ありませんが、300を超える事業に対して評価を

行っているというふうに認識しております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） それでは、午前に引き

続きまして代表質問を行います。 

  先ほどは⑸の行政評価システム事業評価の中か

らの新年度予算のとらえ方という質問をしたわけ

ですが、この事務事業評価に関しましても、当然
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毎年300何がしの事業についての評価が出てきて、

特にその中でも見直し等々必要なものはとらえ方

自体が毎年違ってくるということもあると思いま

すので、先ほどの見直しの事業ということで２つ

ほど今回は上がってきていますけれども、それも

傾向性があるんだと思うんですね。また新たなデ

ータが、多分一番新しいデータが今後出てくるん

だと思いますから、それでまた私のほうもしっか

りと見させていただいた中で、新年度の予算に関

してもちょっと見ていきたいなと、そのように思

います。 

  それでは、時間の関係上⑹のほうに移らせてい

ただきます。 

  今年度、この第三者の方々で構成する補助金の

審査会を設置して市単独補助金の見直しをすると

いうことなんですが、今後のスケジュールをお聞

かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） お答えいたします。 

  今後のスケジュールということでございますが、

現在、市単独の補助事業について各所管する課等

に資料の提出を求めております。ある程度集約が

済んできているところではございますが、今後の

予定としては、まず来年度、30年度になりました

ら民間の方を含めた５人の方々を委員とする組織

をまず立ち上げたいと思っております。その中で

各長所等を取り上げたものをベースに、それぞれ

の視点で各補助事業をチェックしていただき、来

年の秋ぐらいを一つの目途に、３年度で二百幾つ

の事業をやりますので、まず初年度は例えば70事

業とか、そういったものを評価した中で、その評

価結果を受けて予算のほうに反映していくという

ことで、３カ年かけて現在の市単独補助金を見直

していきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） これまでも市単独補助

金の見直しというのが旧黒磯市時代であったり、

それから那須塩原市においても行われてきたわけ

です。例えば旧黒磯市の場合には、１割カットと

いう市単独補助金のカットということをされたこ

とがありました。那須塩原市になってから、私か

ら言うと基準のよくわからない見直しを一時やっ

たことがあったと思うんですね。ですから今回、

答弁の中に市単独補助金の取り扱いの基準をつく

るんだというお話がありました。これはどういっ

た基準になるか、大まかで結構ですからお願いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 現在の市補助金の取り扱

い対応につきましては、補助金の交付規則等をベ

ースにそれぞれチェックを含め対応しているとこ

ろでございますが、あくまで交付規則につきまし

ては市全体の市単独補助金に対する取り扱いにな

っておりますので、今後見直しを進めていく中で、

それぞれの補助事業に対して取り扱いの要綱的な

ものをより具体的に、事業に合わせて基準を改め

て設けて、例えば補助金の交付の仕方、また事業

の評価であるとか、実際に補助事業の額が変わる

とか、そういった場合の事務の取り扱いであると

か、そういったものを明確な形に、一つのマニュ

アル的なものを今回の見直しの中で定めていき、

具体的な内容はそれぞれの所管する補助金を交付

する担当課の中で運用していっていただければと

いうふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 市単独補助金、当然市

の色が出る補助金ですので、明確な基準て絶対必

要だと思うんですね。それも補助を受ける団体に
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してみたら、不平の出ない基準であっていただき

たいなと思いますので、しっかりとした精査をし

た中での基準をつくっていただければと思います。 

  それでは、次の⑺に移ります。 

  コミュニティの件なんですが、コミュニティの

準備をするための補助金は、これは市民協働推進

課なわけですね。宝くじを財源とした補助金に関

しましては、これは公民館を担当しています生涯

学習課ということになっているわけですね。非常

に市民にとってはわかりにくいんですよね。どっ

ちが先だったという話で、それは当然生涯学習で

しょうというのかもしれませんが、その後に市民

協働という考え方が定着してそういった形になっ

たということなんですが、これは統一ということ

は可能じゃないんですかね、難しいんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） やはり議員ご指摘のとお

り、我々も市民サイドに立てばややこしいなとい

うような意見があるのは当然のことかなというふ

うに思っているところでございます。そんなこと

からしまして、今後、関係部局のほうとしっかり

と詰めながら、今後の検討課題の一つとさせてい

ただければというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） それでは、検討してい

ただけたらなと思います。 

  それから、自治会に関してなんですが、自治会

への依頼事業というのは大体どのぐらいあるんで

しょう。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 自治会のほうへ依頼して

いる事務事業というものに関しましては75件の事

務事業を依頼しているということになります。部

署は27の部署にわたっているということでござい

ます。 

  主な内容ということで、私どもの部のものでご

説明申し上げますと、市政懇談会の地区要望の取

りまとめをお願いしたりとか、あるいは自治振興

費補助金の交付申請のお願いをしたり、さらには

委員の推薦依頼というようなところで男女共同参

画の委員さんの推薦依頼をしたり等々ということ

で、市役所全体としては75件のお願いをしている

ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 75件ということですか

ら、非常に多いなと。自治会長もベテランの自治

会長はいいんだと思うんですが、どうしても自治

会によってはもう１年で交代するというようなと

ころもあって、ほとんどわからないまま１年間過

ごしてしまうというような自治会長も現実問題い

るわけですよね。自治会の手引というのもありま

すけれども、じゃあそれ１冊で全部わかるかとい

うと、なかなかそうはいかないですよね。やっぱ

り２年、３年経験をした中で、ああ、自治会長っ

てこういう役目なんだ、役職なんだというのがわ

かってくるんだと思うんですね。そういった観点

からいくと、やはりこの75件というのは多いと思

いますので、見直せと言っても難しいのかもしれ

ませんが、新たな事業を立ち上げて、それを、ぜ

ひこれは自治会の協力を得たいというような場合

には、先ほど答弁が市長のほうからありましたけ

れども、やっぱり立ち上げ段階からしっかりと自

治会とは情報共有をしながら、ここまでだったら

自治会も協力できるよと、これ以上は無理よとい

うようなしっかりとしたコミュニケーションをと

って進めていただきたいと思いますが、再度答弁

を求めます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長（君島 寛） 確かに自治会長さんにお願い

をする部分というのは相当ございまして、今現在、

やはり自治会の役員の方々も高齢化、そして役員

のなり手がいないというような、大分切実な問題

として出てきております。我々も十分にその辺の

ところを勘案しながら、自治会長さんにお願いを

するものはお願いをする、役割分担を明確にしな

がら、余り過度な形でご負担をおかけしないよう

な、そういった体制をつくっていければというふ

うに考えております。よろしくお願いを申し上げ

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 我々議会の議会報告会

の中で、やっぱり自治会のあり方であったり、さ

まざまなテーマを設けて市民の皆さんから意見を

いただいています。自治会に入る人たちが減って

きている、加入率が下がってきているといった要

因の一つには、自治会にかなり仕事が集中してき

ているというのもあるんだろうと思うんですね。

そういった観点も含めながら今後の検討に期待し

たいと思います。 

  それでは、⑻のここでは、先ほど伊藤議員のほ

うからもありましたけれども、ふるさとごはん事

業についてなんですが、成人式の際に集中して５

キロのお米を後日配送するということで、このま

まで終わってしまうと何か大した効果は─費用

対効果は今後検証するという話がありましたけれ

ども、ないんじゃないかなという気がするんです

ね。せっかくそこで周知をして情報を得てほしい

と思うんですよ。この人はどこどこに行っている。

この方は自宅にいる云々、さまざまな情報を得ら

れると思うんですね。 

  そういうような情報を得て、そこでできれば、

せっかく今回、那須塩原ファンクラブができたわ

けですよね。エールなすしおばらでさまざまな情

報を配信しているわけです。ですから、その際、

必ずファンクラブ登録をしていただいて、そして

那須塩原市のさまざまな情報を今後流していく、

それによって、ああ、やっぱり那須塩原っていい

よなって、やっぱり帰って仕事しようかなと、そ

ういうふうなものにこの事業をつなげていくとい

うことが非常に大切なんじゃないかなと思うんで

す。もう単発でやるんであれば、本当に終わって

しまう、大した効果のない事業になってしまうと

思うんですが、所見があったらお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 議員おっしゃるとお

り、私どももお米を送って終わりというふうには

考えておりません。お米と一緒に、ちょうど就職

活動期にあるという年代だというところを含めて、

市内企業の情報であったり、それからアンケート

などを今想定しておりますが、今ご提案いただき

ましたファンクラブの入会申し込み、こんなもの

も一緒に考えさせていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） やはりこの事業を通し

て長く那須塩原市とつながっていくという、そこ

が非常に大切だと思いますので、今後検討をぜひ

ともお願いしたいと思います。 

  ＤＣの二次交通支援については、答弁いただき

ましたので了解いたしました。 

  それでは、⑼の再質問のほうに移りたいと思い

ますが、ここでは、１つは歴史文化基本構想の策

定ということで、これも了解をいたしました。 

  もう一つ、駅伝のまちづくりという点について、

先ほど答弁いただいたわけですけれども、これは

まちづくりとなると相当ビジョンを持っていない

と先に進んでいかないと思うんですね。県大会を
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やりますとか、駅伝部に支援をしますとか、そう

いう次元じゃなくて、まちづくりという言葉がつ

いているわけですから、やはり先々のビジョンが

必要だと思うんですが、そのビジョンについても

しございましたらお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど市長のほうから答

弁させていただきましたが、駅伝のまちづくりと

いうことで将来ビジョンということでございます

が、今現在、小中学校、結構レベルが高いものも

ございまして、地元の中学、高校も結構レベルが

高いということでございますので、そういう方た

ちの練習環境のサポートとか、あわせて高校、大

学合宿等の誘致とか、そういうものも行っていき

たいというふうに思っております。 

  将来的にということになりますと、いろんな全

国大会規模みたいなものを年を重ねるごとに件数

を重ねっていって知名度のアップになっていくと

いうふうになってきますと、そこへ行って走って

みたいというような環境づくりもされてまいりま

す。そうしますと、そういう重ねたことによって、

大きい大会になりますと、前日泊まっていただい

て練習をして、次の日に大会に臨むとか、そうい

うことにもなってまいります。そうしますと地域

経済の活性化のほうにもつながっていくのかなと

いうことで、私どもだけではなくて、関連してい

る部局とも今後協議をしながら、そういう大きな

大会等に持っていけるように、それを前提として

いろんな大会等に取り組んでいきたいというふう

に思っています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 那須塩原市でもハーフ

マラソンがあったり、そのマラソンなんかは全国

にさまざまな大会がありますよね、そういった中

でもフルマラソンでなくても非常に人気があると

いうのが青梅マラソンなんかがそうだと思うんで

すね、歴史もあるということもそうだと思うんで

すが。あそこは市役所のすぐ隣の街道にすばらし

いゲートがつくってあるんですね。そこに青梅マ

ラソンと。常時そのゲートがあるわけですよね。

一目見て、ああ、この町はマラソンに力を入れて、

マラソンで町おこしじゃないけれども、そういっ

たことをやっているんだなと。やはりこれはかな

りビジョンを持ってずっと進めてきたことだと思

うんですね。 

  ですから、せっかく今回こうやって駅伝でまち

づくりというテーマにしているわけですから、ぜ

ひ一度今後のビジョンというのを考えていただけ

ればなと。これは要望とさせていただきます。 

  それでは、最後の⑽市長のこれまでの公約事業

について、既に着手済み事業が95、未着手が５で

すということなんですが、主な未着手というより

も、全体としてこれ幾つの事業があるかというの

をまず聞かないとわからないですね。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市長公約事業の全体数と

いうことでございますが、こちらにつきましては

159の事業があるということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） そうすると、159です

から相当の事業が着手をしてきているということ

だと思います。その中でも未着手ということもあ

るわけですから、どんな事業が未着手かお聞かせ

ください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 159のうち95が着手とい
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うことでございますので、先ほど答弁が不丁寧に

なってしまったものですから、159のうち151事業

が着手済み、そして８事業が未着手ということに

なっているということでございます。 

  ８事業の未着手のうちの主なものということで、

私ども企画部の所管のものをお話しさせていただ

きますと、まず１つ目は、地区公民館における行

政手続等に係る調査研究というものが１つござい

ます。あともう一つは、本庁、支所、公民館等々

のそれぞれのあり方に関する調査研究、こちらが

未着手の公約事業ということになっております。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 既に着手している事業

が95ということですので、未着手の部分もこの先

しっかりと市長のリーダーシップのもと着手され

るんだろうと期待をして、この項の質問を終わり

ます。 

  それでは続きまして、２の働き方改革について。 

  国は働き改革として、誰もがその能力を発揮で

きる柔軟な労働制度とする狙いから、労働基準法

を70年ぶりに抜本改革することを目指しています。

栃木県においても、職員の働き方改革に伴い、事

業の廃止や縮小、統合を行い、職員の負担軽減と

新たな課題への対応力向上を目指すとしています。

本市の働き方改革への取り組みについて伺います。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の働き方改革についてお答

えをいたします。 

  本市の働き改革への取り組みの主なものといた

しまして、昨年12月に勤務管理システムを導入し、

現在、試行運用を開始しております。 

  本システムは、ＩＣカードでタイムレコーダー

に出退勤時間を記録し、庁内ネットワークでデー

タを管理するほか、時間外勤務、休暇及び旅行命

令などの承認申請を電子化するものであり、労務

管理上のコンプライアンス向上及び事務負担の軽

減を目的としております。 

  また、特定事業主行動計画に基づき、長時間の

時間外勤務を行った職員のいる部署の所属長ヒア

リングや、ノー残業デーを継続的に実施している

ほか、管理職を対象にした働き方改革に関する講

演会や育児休業職員とその所属長を対象にした子

育て支援制度説明会を開催しております。働きや

すい職場環境を整え、職員のワークライフバラン

スの推進に努めているところであります。 

  なお、新たな行政需要などにより業務量の増加

による部署におきましては、事務補助として臨時

職員を有効に活用することにより正規職員の負担

軽減を図っております。 

  今後におきましても、職場の仕組みづくりと職

員の意識改革の両方の観点から、働き方改革の推

進に取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） それでは、初めに、時

間外労働のここ数年間の推移をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 本市職員にあっての時間

外労働ですけれども、ここ数年伸びているという

のが現実でございます。１人当たり何十時間とか

何百時間ということではありませんが、全体とし

ては伸びております。 

  ただし、特に今年度につきましては、現時点で

私ども資料を見ている限りでは、７から８％減に

なっているということで、ただいま市長から答弁

したような部分が少しずつ効果としてあらわれて

いるのかなというふうには思っております。 
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○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 昨年12月から勤務管理

システムを導入したということですから、それは

今後また生きてくるんだろうとは思うんですが、

これまでの管理者の講演会とか、それから育休の

職員であったり、所属の職員に対する子育て支援

制度の説明会とか、そういったものがという話で

すよね。よく言われるのは、やはり上司の部下に

対してのマネジメントですね、その辺のことが非

常に大切だと。もう残業やって当たり前みたいな

感覚というのはどこにもないとは思うんですよね。

ないとは思うんですが、そういったこともまだあ

るかもしれませんし、それから気になるのは、会

議なんかがすごく長いような気がするんですね。

そういったこともやはり短くするとか、そういう

先ほど以外のものでの工夫というのはされていま

すか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 勤務管理システムを導入

してということなんですが、それ以外の部分でた

だいまの議員からご意見のあった会議の持ち方で

あるとか、そういった部分については企画部を中

心に全庁的に調査をかけて、その実態把握に努め

ているとか、あと、２カ月続けて60時間以上時間

外勤務を行っている職員がいる部署の所属長につ

いては、私どものほうでヒアリングをとらせてい

ただいて、その結果を部長会議等で報告をさせて

いただいております。やはり職員の管理という部

分も含めて、管理者側もしっかり意識を持つと、

そういうような機会づくりも行っているというよ

うなところです。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） まだまだちょっと聞き

たいことはあるんですが、時間の関係上、最後の

１点に絞りたいなと思います。 

  公務員は当然法律で決められていますから、副

業をやったり、利益を得るような仕事というのは

できないわけですよね。でもこのところ、他自治

体の事例を見ると、ボランティア的なものに対し

て副業として従事をしているというような事例が

出てきつつあるんですね。そうしながら、本人の

キャリアアップであったり、そういったことにつ

なげるのに役に立っているんだというような報告

なんかもあるわけです。ですから、やはりこの働

き方改革ってさまざまな側面から改革があって、

見ていく視点というのがあるんだなということを、

改めて今回この質問をするに当たって少し調べた

らそういったことも出てきているわけです。 

  そういう観点からのこの働き方改革というのは、

先ほどの答弁以外で今考えているとか、今後検討

していきたいとか、そういったことはありますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 先ほどの答弁、当初の答

弁にもありましたが、やはり働き方の中で組織と

してのまず仕組みづくりですね、こういう働き方

をしましょうとか、そういったものと、もう一点

は、やはり個々人の意識の問題というのが大きく

あるんだろうと思っております。先ほど副業につ

いてのお話もありましたが、全国的には民間事業

者なんかは逆に副業を入れることでスキルアップ

しようとか、そういったのも大分動きがあると。

そういう中で、まだ具体的にはなっておりません

が、本市としても一般論的な部分はありますが、

例えばゆう活というような形でフレックスタイム

を導入しながら働き方と仕事と個人の生活、その

辺のバランスをとれるような仕組みづくりについ

ても今後検討していきたいというふうに考えてお

ります。 
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○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） やっぱりワークとライ

フとそれらもうまく組み合わせると、そういった

観点から検討を進めることは非常に大切だと思う

んですね。よく我々議員はさまざまな成功事例だ

ったり、そういったことを言いますけれども、や

はり那須塩原発の事例が生まれることに期待を寄

せて、次の項に移らせていただきます。 

  それでは、３の地域包括ケアシステムの取り組

みについて。 

  第７期那須塩原市高齢者福祉計画（平成30年度

から32年度）が策定されています。計画の中で高

齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと

で可能な限り住みなれた地域で生活を継続するこ

とができるような包括的な支援・サービス提供体

制の構築を目指す地域包括ケアシステムの構築は

計画の大きな柱となっています。 

  地域包括ケアシステムは地域によってさまざま

な形態があり、厚生労働省の先進事例も紹介され

ています。以下について伺います。 

  ⑴第６期那須塩原市高齢者福祉計画（平成27年

度から29年度）で地域包括ケアシステムの整備が

重点事業として計画に組み込まれましたが、これ

までの進捗状況を伺います。 

  ⑵本市に不足している介護保険サービスは何か。

また、高齢者の健康づくりと介護予防事業の推進

をどう進めているか伺います。 

  ⑶介護療養型医療施設（介護療養病床）から介

護医療院への転換は進むのか伺います。 

  ⑷地域包括ケアシステムでは関係機関の横のつ

ながりが重要となります。その役目を担っている

地域包括ケア推進会議は機能しているか伺います。 

  ⑸先進事例にはワンストップ福祉総合相談支援

体制の取り組みやワンフロアに行政・社会福祉協

議会・看護・包括の４つの多職種連携により総合

支援を行っているところなど、さまざまな取り組

みが行われています。本市の地域包括ケアシステ

ム構築に向けた他市の参考事例をお聞かせくださ

い。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３の地域包括ケアシステムの

取り組みについて、順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の第６期那須塩原市高齢者福祉計画

に重点事業として組み込まれた地域包括ケアシス

テムの進捗状況についてお答えをいたします。 

  進捗状況としては、地域ケア会議、協議体、地

域包括ケア推進会議を設置し、地域包括ケアシス

テムの推進体制を整え、地域における課題解決に

ついて取り組んでおります。また、現在、本市、

大田原市及び那須町と共同で那須地区在宅医療・

介護連携支援センターの設置に向け準備を進めて

いるところであります。 

  次に、⑵の本市に不足している介護保険サービ

スは何か、高齢者の健康づくりと介護予防事業の

推進をどう進めるかについてお答えをいたします。 

  本市に不足している介護保険サービスは、増加

する認知症高齢者に対応するための認知症対応型

共同生活介護や訪問介護と訪問看護が一体的に連

携し対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

等と考えております。 

  また、高齢者の健康づくりと介護予防事業につ

きましては、地域づくり型介護予防事業として自

治会等が主体となって実施をする「いきいき百歳

体操」の支援をさらに推進してまいります。 

  次に、⑶の介護療養型医療施設から介護医療院

への転換は進むのかについてお答えをいたします。 

  介護療養型医療施設については、制度上、平成

35年度末で廃止されるということになっておりま



－88－ 

すが、介護医療院へ転換するかどうかにつきまし

ては、法人の意向によりますので、現在把握して

おりません。 

  次に、⑷の地域包括ケア推進会議は機能してい

るかについてお答えをいたします。 

  地域包括ケア推進会議は平成28年12月に設置し、

平成29年度は３回開催をしております。内容とい

たしましては、地域包括ケアシステムの構築方法

等について協議をしておりますので、このシステ

ムを推進させる会議として機能しているものと考

えております。 

  最後に、⑸の他市の参考事例についてお答えを

いたします。 

  本市では、地域包括ケアシステムの構築に向け、

先進地のさまざまな情報を収集し、研究してまい

りました。参考例といたしましては、医療と介護

の連携関係で視察をいたしました。医療・介護従

事者等の在宅ケア相談窓口を開設しております山

形市の在宅医療・介護連携室等がございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） それでは、まず最初に

基本的なことをお伺いしたいと思います。 

  ⑴の答弁にもありましたけれども、地域ケア会

議、それから協議体、そして地域包括ケア会議、

それぞれの役割をお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） それでは、それぞれ

の役割についてご答弁いたします。 

  まず初めに、地域ケア会議につきましては、地

域包括ケアセンターというところが主催をいたし

まして、地域から出ました高齢者や障害者などの

福祉の支援が必要な方の問題を市社会福祉協議会、

医療関係者、介護事業者の方、民生委員、自治会

の方がみんなで解決策を検討して地域福祉の充実

を図っていくという組織でございます。 

  続きまして、協議体につきましては、先ほどの

地域ケア会議が公的機関が中心であったのに対し

まして、こちらは住民が主体で、自分たちの地区

にある福祉の問題について、これについては自分

たちで解決できるのかどうかというものを検討し

ていって、地域福祉を充実するというものでござ

いまして、こちらのほうは地域福祉の推進という

ことでリードしていくのが社会福祉協議会という

ことになってきております。 

  最後の地域包括ケア推進会議につきましては、

先ほどの地域ケア会議と協議体、２つの会議がご

ざいますが、こちらで話し合った結果問題が解決

できればいいんですが、なかなか解決できない場

合もあります。行政で新しい仕組みをつくったり

とか、制度をつくったりしないと解決していけな

い問題、これについては今の段階では自分たちで

解決できないんで、こちらのほうで検討してくだ

さいということで、そういった問題を検討いたし

ますのが地域包括担当者会議ということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 第６期の高齢者福祉計

画の中で初めて地域包括ケアシステムに対する考

え方がなってきたわけですね。この７期というこ

とで３年が過ぎました。この３年間で、先ほど答

弁ありましたから、少しずつ進んできているのは

間違いないと思うんですが、これ自体が国は2025

年問題、団塊の世代の方々が75歳以上になると、

高齢者が一気にふえるということで、地域の中で

生活をしながら介護医療、生活、全てをその地域

で行えるシステムづくりを今後進めましょうとし

てきているわけですね。ですから非常にハードル
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の高い事業だと思うんですね。そうなった場合に

は、やはり行政として一つ一つ丁寧に積み上げて

いかないと、一挙にできるシステムじゃありませ

んので、この３年間で最も力を入れたその点につ

いてお聞かせをください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） ３年間で力を入れた

点ということについてお答えいたします。 

  地域包括ケアシステムにつきましては、議員ご

指摘のように一朝一夕ではいかないというもので

ございまして、まず３年間の中では、重点的に構

築したものにつきましては、先ほど言いました地

域ケア会議、地域包括推進会議、これの体制の整

備というのが中心になってきていたということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 今回の７期の計画をつ

くるに当たって─今回出されていますから私も

目を通しました。その中では、ケアマネジャーへ

のアンケートであったり、それから利用者に対す

るアンケートであったり、さまざまな観点から今

後３年間の計画を立てましょうということで、ベ

ースになるデータがあるわけですね。それで⑵の

ほうに移りますが、本市が今やはり足りていない

ということでは、先ほどの答弁でありますと日常

のグループホームというのが１つ上がっていまし

た。現在グループホーム自体はどのぐらいあって、

定員がどのぐらいになっているんですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） グループホームの数

につきましては、市内で13、定員のほうは、１つ

の箇所が９名が定員でございますので、９掛ける

13で117ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 結局、この認知症対応

型の共同生活介護ということでグループホームな

わけですけれども、これはワンユニット、ツーユ

ニット、ユニットがそれぞれあると思いますので、

定員数としては170ぐらいあるんじゃないかと思

うんですが、その中でも今回このグループホーム

が足りないということですので、本来であればど

のぐらいのニーズというか、入りたい希望者とい

うのはいらっしゃるんですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 答弁の前に、先ほど

の117というのを訂正させていただきます。９名

の箇所と18名の箇所がございまして、171でござ

います。ワンユニットが９、ツーユニットが５で

ございます。 

  今の手持ち資料ではちょっと希望者は把握して

ございません。申しわけございません。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） どのぐらいいらっしゃ

るかというの、後でお知らせ願いたいなと思いま

す。 

  ただ、本市にとって今不足しているサービスと

いうことで今回通告をさせていただいた中での一

つが、この認知症のグループホームということで

したので、数字のほうをちょっと聞いてみました。 

  それからもう一つ、非常にハードルの高い、先

ほど市長答弁の中にありましたけれども、定期巡

回・随時対応型の訪問介護と看護と。これについ

てはもう24時間ですよね、365日、随時まで入る

わけですね。ですから、これを整理するというの

は本当に難しいことだと思うんですが、今回の第

７期の計画の中では平成32年度を目途として１施

設つくりたいということなんですが、これは希望
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的観測ではなく、できるという確信のもとに上げ

た計画でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） できるかどうかとい

うことでありますが、できるという計画のもとで

上げたものでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） そうなりますと、相手

方というのも既にそういった協議等があってのこ

とだということですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） これにつきましては、

事業所等にアンケートをとりまして、この事業に

ついて参入できるかということでとったものがご

ざいますので、そういったことから載せたという

ことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） やはりその介護に関し

ましては、この施設があるなしでは大きく変わっ

てきますので、たとえ１カ所であってもそういっ

た希望をアンケートで上げた施設があるというこ

とですので、今後、協議をしっかり進めていって

いただきたいなと思います。 

  ということは、夜間型の訪問介護サービス、こ

れは今回の計画の中では載ってないですね。項目

としてはあったんですが、残念ながら計画の中に

は含まれておりません。これもアンケートをとっ

て、残念ながら手を挙げる施設がなかったという

ことなわけですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 夜間型のものについ

てということなんですが、こちらにつきましては

アンケートというわけではございませんが、今言

いました定期巡回・随時対応型訪問介護看護で賄

えるというものでございますので、これは計画に

入れなかったということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） その点は了解をいたし

ました。 

  本当になかなか24時間、365日、１つでも施設

で手を挙げてくれたところがあるだけでもありが

たいなと思いますので、ぜひ行政としてもしっか

りとした対応を今後していきながら、立ち上げに

協力をしていただければなと、そのように思いま

す。 

  それでは、⑶の再質に入りますが、この介護医

療院に関しましては、当然対象となる医療機関で

あったり、施設がどう考えるかということが一番

根本にあるわけですから、簡単に行政指導が入る

ようなことでないことはわかるんですけれども、

これも国はずっと進めるとしながら、なかなかそ

の期限を設けてこなかった。ここに来てやっと期

限を設けて変えていきましょうということなんで

すけれども、その一番の理由としては、やはりこ

れまで介護療養病床として2006年当時は13万弱ぐ

らいのベッドがあったわけですけれども、もう現

在は、その２分の１ですよね、６万ベッドぐらい

しかなくなってきているわけですね。そういうこ

とを踏まえて今回、国のほうは極力介護医療院に

変えていっていただきたいということになってき

ているわけですけれども、全く本市のほうでは情

報を得ていないんですか。本市の状況としての情

報はどうでしょう。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 情報があるかないか

ということなんですが、申しわけございませんが
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情報は得ておりません。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） わかりました。 

  それでは、次に移らせていただきます。 

  ⑷ですけれども、地域包括ケア推進会議、これ

まで３回の会議を持ってきていますということな

わけですけれども、年間３回ということになるわ

けですが、今後、新年度になってこの会議の持ち

方としては、もう少し回数をふやしながら情報交

換をしていくのかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 地域包括ケア推進会

議の開催についてですが、この会議につきまして

は先ほども申し上げておりますように、地域包括

ケアシステムを構築していく重要な会議というこ

とで捉えておりますので、議員ご指摘のように、

今後は回数をなるべく多く持ちたいということで

考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 簡単にシステム自体は

構築しませんので、やはり地道な努力をしながら

積み上げていっていただきたいなと思います。 

  それでは、最後の⑸他市の参考事例ということ

で、先ほど市長のほうから山形市の在宅医療、そ

して介護連携室のお話があって、そこを視察した

ということだったわけですけれども、そのほかの

視察というのは具体的にはないんですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 山形市以外の視察に

ついてはございません。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 今回の山形市の視察に

行ったのは、先ほどもちょっと説明がありました

けれども、那須町、それから大田原、那須塩原、

今回それらの３市町によって今後センターができ

るわけですけれども、それらを念頭に置いて当然

視察をされたということだと思うんですけれども、

我々公明クラブも、今回１月に視察をしたんです

が、その視察の一つのテーマとして、地域包括ケ

アシステムの先進事例をということで、厚生労働

大臣賞を取っています静岡県の掛川市に行ってま

いりました。静岡県掛川市というと、私のイメー

ジは生涯学習というイメージが非常に強いんです

けれども、地域包括ケアシステムも非常に進んだ

地域で、びっくりしたのは、ワンフロアに行政の

職員の方がいて、隣に社協の職員の方がいて、包

括の方がいて、そして保健師の方がいて、ほとん

どそこでワンストップで、ある相談を受けても対

応はできる。そういったシステム、「ふくしあ」

といいますけれども、それを県内に幾つもつくっ

ているんですね。これすごいことだなという感想

を持ちました。 

  じゃ、なぜそういうものをつくろうとしたのか

という質問をしたところ、実は掛川市はお医者さ

んの数が非常に少ないんだと。全国平均が10万人

当たり242人というのが医師の数なんですが、こ

の掛川市は117人しかいないんだと。そういう観

点からいって、もうとにかくよそよりも早くこの

システムを構築しようという考えで進んできたと。

これは首長のトップダウンだったそうですけれど

も、首長がやれということで進めてきて、平成22

年からスタートしたという話をしていましたけれ

ども、本市の10万人当たりのお医者さんの数とい

うのは把握されていますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 本市の10万人当たり

のお医者さんの数ということですが、掛川市が
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117人で、那須塩原については、ちょっと最新の

数字かどうかわからないんですが、何カ月か前に

私ちょっとホームページのほうで調べましたとこ

ろ200人に満たない人数だったかなということで

記憶してございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 掛川市、すみません、

141人でしたね。本市はそれよりも多いというこ

となわけですね。でも、全国平均から見ればやは

りまだ足りていないという現状があると。当然、

地域包括ケアシステムがお医者さんだけという話

ではないですけれども、やはり非常にお医者さん

の人数というのは関係してくると思いますので、

そういった観点を考えて掛川市がいち早く、当時

まだこういうシステムというふうに呼ばれていな

い時代から構築をしていきているということなわ

けですよね。 

  この名称を言うと、掛川市地域健康医療支援セ

ンター「ふくしあ」というんですね。このふくし

あは５つの特徴を持っていて、１つが、先ほども

言いましたように、執務室がワンフロアだと。そ

れから多職種連携をとっていると。あと、アウト

リーチに非常に力を入れていると。垣根のない支

援ができる。それから、予防的視点を重視した支

援を行っているという５つの特徴があるというこ

とでありますので、今後、本市でも視察の機会が

あったらぜひ一度視察をしていただければ大変に

参考になる事例だと思いますので、お伝えをして

おきます。 

  繰り返しになりますけれども、地域包括ケアシ

ステムはどこの自治体でも今取り組んでいる最中

です。とはいっても、その地域性がありますから、

それぞれ取り組み方は、また形態は違うんだと思

うんですね。いち早く那須塩原市、また地域包括

ケアシステム構築のために全力で今後も取り組ん

でいっていただくことをお願いして、この項の質

問を終わります。 

  それでは、４、最後の質問になります。 

  肝炎の重症化予防対策について。 

  ウイルス性肝炎は、国内最大の感染症と言われ

ており、肝炎ウイルスに感染している人はＢ型、

Ｃ型を合わせると約300万人と推計されています。

感染時期が明確でないことや自覚症状がないこと

が多いため、適切な時期に治療を受ける機会がな

く、気がつかないうちに肝硬変や肝がんへ移行し

ている感染者が多く存在することが問題となって

います。 

  そこで、本市における肝炎の重症化防止対策の

取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ４の肝炎の重症化予防対策に

ついてお答えをいたします。 

  本市では、肝炎ウイルス感染の早期発見のため、

40歳以上を対象としました肝炎ウイルス検診を実

施しております。 

  今年度の受診者は、１月末現在で1,184人であ

り、この検診で陽性と判定された方には、検査結

果の送付に合わせまして精密検査の受診勧奨を行

っているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 今年度１月末で1,184

人の方が肝炎ウイルス検査を受診されたというこ

となわけですが、そんな中で、実際に肝炎ウイル

ス検査を受けるのは40歳以上ということなわけで

すけれども、集団検診でやって、それから節目検

診ということで行われていると思うんですが、そ

の詳しい内容をお聞かせください。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 検診の内容につきま

しては、節目検診と節目外検診というものがござ

いまして、節目検診につきましては41歳から５歳

刻みで受けていくというもの、節目外検診につい

てはそれ以外の方が受けるというものでございま

して、ちなみに28年度につきましては節目検診が

1,161人、節目外検診で40人受診されまして、合

計1,201人の受診があったというものでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 人数的には少ないほう

ではないと思います、県内見るとですね。そこそ

この方は受けているのかなという気はいたします。 

  そこで、実際に受診をされた方の中で陽性の方

というのは当然いらっしゃるんだと思うんですね、

その数はどのぐらいですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 受診の結果陽性であ

った方につきましては、本年度につきましては、

受診された方が1,184人中、陽性であった方が合

計12人、28年度につきましては16人ということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） ここで大切になってく

るのが、陽性反応を示された方のフォローアップ

等の事業になってくるわけですね。これは昨年の

９月８日現在ということで栃木県の資料なんです

けれども、フォローアップ事業、県内25の市町あ

るわけですけれども、その中で、この段階で行っ

ていないというのが５市町あって、そのうちの１

市が那須塩原市ということなんですが、このデー

タは間違いないですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） フォローアップ検診

等の実施状況につきましては、検診結果で陽性に

出た方については、まず、うちのほうで、陽性で

すので精密検査を受けてくださいというような手

紙を出します。その後、先進事例では精密検査を

受けましたかという再勧奨をいたします。それが

再勧奨でありまして、その後精密検査を受けた後、

さらにお医者さんにかかっておりますかというも

のがフォローアップ事業でありますが、本市につ

いては、申しわけありませんが、その再受診の勧

告とフォローアップについては行っておりません。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） それでは、今後はこの

フォローアップ事業は組み込んでいくのか。先ほ

ども言いましたけれども、県内では本当に５市町

だけなんですよね、フォローアップ事業やってい

ないのが。できない事業では全くないからほかは

やっているんだと思うんですが、いかがですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 再受診の勧告とフォ

ローアップ事業につきましては、議員ご指摘のよ

うにできない事業ではございません。今後につき

ましては、肝炎ウイルスにかかった方については

早期治療というのがまず大事ですので、こういっ

たことを考えますと段階的に再勧奨、フォローア

ップ事業の準備を積極的に進めていきたいという

ことで考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 積極的に進めていきた

いという答弁をいただきましたので、あわせてこ

のフォローアップ事業自体が平成27年からスター

トしていますので、それ以前の陽性者というのは
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当然いるわけですよね。そういった方々にもやっ

ぱりフォローアップ事業の通知を出していただい

て、早期に治療のほうに入っていただくという働

きかけも一緒にしていただけるとありがたいんで

すが、いかがですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 吉成議員からお話がございま

した。対象となる人数がそんなに多いわけではご

ざいません。今までもなぜやらなかったのかなと

いうところがないではないわけですが、ぜひとも

これは、私からもきちんと指示をしまして対応を

図ってまいりたいと思います。 

  それから、28年度以前のそういった対象となら

れる方々についても、もう一度精査をさせていた

だくということはお約束していただきたいという

ふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 24番、吉成伸一議員。 

○２４番（吉成伸一議員） 今思いがけず市長のほ

うから力強い答弁をいただきましたので、関係部

のほうも今の言葉どおり進めていただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

  国の新年度予算の中で─まだもちろん決まっ

てはいませんけれども、ことしの12月からこの肝

炎に対して、入院をして高額医療が発生して４カ

月以上に年間でなった場合には、高額医療費を一

律１万円まで下げますよという、肝炎対策は国に

おいても力を入れつつある事業になってきていま

すので、ぜひ、先ほどの市長の答弁を信じており

ますので、今後の肝炎対策をいま一歩、二歩と進

めていただくことをお願い申し上げまして、公明

クラブ会派代表質問を終了させていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で公明クラブの会派

代表質問を終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 眞 壁 俊 郎 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、志絆の会、17番、

眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 皆さん、こんにちは。 

  会派代表質問３人目ということで、市政運営、

予算ともに若干重複する部分が出てくるかと思い

ますが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、志絆の会を代表しまして会派代表質

問を実施いたします。 

  １、平成30年度市政運営方針について。 

  君島市長におきましては、市長就任以来、一貫

して市民優先の市政運営、国や県、近隣市町とも

絆で結ばれた市政運営、公平公正で健全な市政運

営を旨に、昨年策定された第２次総合計画前期基

本計画における地域力の向上、魅力の創出、未来

力の育成、都市力の成長の４つの重点プロジェク

トを強力に推進し、県北の中心都市にふさわしい

まちづくりに取り組むことから基本姿勢について

伺うものであります。 

  ⑴地域力向上プロジェクトの誰もが安心して生

活できるつながりのあるまちづくりについてお伺

いをいたします。 

  ⑵魅力創出プロジェクトの地域資源が輝き産業

が元気なまちと交流が生まれ人が元気なまちづく
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りについてお伺いをいたします。 

  ⑶未来力育成プロジェクトの未来を拓く子ども

が生まれ育つまちづくりについてお伺いをいたし

ます。 

  ⑷都市力成長プロジェクトの県北の中心都市に

ふさわしいまちづくりについてお伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 志絆の会、眞壁俊郎議員の会

派代表質問、平成30年度市政運営方針について順

次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の地域力向上プロジェクトの誰もが

安心して生活できるつながりのあるまちにつきま

しては、人と人がともに手を取り合い、支え合う

地域づくりを推進することにより、誰もが住みな

れた地域で安心して暮らせるサポート体制や、自

分たちの住む地域を災害から守るための体制を充

実させるとともに、人と人とをつなげる地域の担

い手育成を支援することなどにより、地域生活に

おけるつながりを構築してまいります。 

  次に、⑵の魅力創出プロジェクトの地域資源が

輝き産業が元気なまちと交流が生まれ人が元気な

まちにつきましては、農業生産基盤の強化や安定

した雇用環境の整備などにより地域経済の活性化

を図るとともに、本市の特産品や観光資源などに

代表される豊かな地域資源を磨き上げ、その魅力

を市内外に発信することにより認知度の向上と交

流人口の増加を図ってまいります。 

  次に、⑶の未来力育成プロジェクトの未来を拓

く子どもが生まれ育つまちにつきましては、出会

いの場の創出を支援するための結婚サポート体制

の構築を初め、ライフステージに応じた切れ目な

い子育て支援などにより、誰もが安心して子ども

を産み育てられる環境を整備するとともに、教育

環境の整備や生涯にわたり学ぶことができる場の

提供に努めてまいります。 

  最後に、⑷の都市力成長プロジェクトの県北中

心都市にふさわしいまちにつきましては、新庁舎

を初め、那須塩原駅周辺地区や幹線道路の整備を

行うとともに、国や県、近隣市町との連携を一層

強化し、県北地域における中心的役割を担う県北

の中心都市としてふさわしい拠点づくりを推進し

てまいります。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） それでは、順次再質問

をしていきたいと思います。 

  平成30年度の市政運営方針でございますが、市

長が県北の中心都市、そして栃木県の北都、この

まちづくりを取り組んでいくと力強く言われてお

ります。市長が考える県北の中心都市、栃木県の

北都、これはどのようなものなのか、まず市長に

お伺いしたいなと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が考える県北の中心都市、

栃木県の北都ということで申し上げたいと思いま

す。 

  本市は多彩な産業や広域的な交通網が十分に形

成されているなど、恵まれた地域資源を有してお

りまして、これらの地域資源を活用することによ

り本市の魅力をさらに高め、名実ともに県北の中

心市となるべくまちづくりを進めているところで

ございます。 

  具体的には、本市の持つさまざまな資源を最大

限に活用しまして、生活基盤や都市基盤あるいは

観光拠点の整備などを行っていくとともに、本市

が中心市である那須地域定住自立圏で取り組んで
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いる事業も含めまして、本市が中心的役割を担い、

国や県と連携し近隣市町と一体となった施策を実

施していくことこそが県北の中心都市、栃木県の

北都としての姿であるというふうに考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） まさに那須塩原市、今

市長からありましたように、たくさんの資源を持

っております。そういう面で非常に恵まれている

市なんだろうと私も思います。 

  そんな中で、やはり県北の中心都市という形に

なりますと、やはり人口も今ふやすというのは非

常に難しいと思うんですが、この魅力を今市長が

言ったようにどんどん出していただいて、やはり

ふえるようなまちづくりをしていただきたいなと、

このように思いますので、その辺を要望しておき

たいなと思います。 

  それでは、次に地域力向上プロジェクトの再質

問でございますが、人と人をつなげる地域の担い

手育成を支援する市民活動支援センターが４月１

日から設置、運営を行うということでございます。

この事業についての具体的な内容、そして体制に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市民活動センターの内容

についてのお尋ねでございます。市民活動センタ

ーにつきましては、市民の皆さんの社会貢献活動

を支援させていただきまして市民との協働のまち

づくりといったものを推進することを目的に、先

ほど議員おっしゃったとおり、来年度の４月１日

から大原間の旧除染センターの跡地に設置するも

のだということでございます。 

  こちらでは、市民活動の推進に必要な情報の収

集・発信あるいは相談・支援、さらには交流ネッ

トワークの機能といったものを持たせまして、い

ろんな作業ができるスペースだとか、会議ができ

るスペース、そういうものを配置いたしまして、

市民の皆さんがみずから考え実践する協働のまち

づくりといったものを推進する拠点として整備す

るということでございます。 

  あと、体制については、今のところセンター長

と、あとは常勤、非常勤の臨時職員というような

ところで対応していきたい、３名で原則対応して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 協働のまちづくりに利

用するんだということだと思います。その中で、

まさに協働のまちづくりですんでＮＰＯやいろん

な団体と協働してやっていくんだろうと思ってお

りますが、この支援センター今度でき上がるんで

すが、その方たちにどんなＰＲをして─当然い

ろんな会議をしていただいてよくしていくという

のがこの目的だと思いますが、その辺の体制とい

うか、ＮＰＯや団体に対してどんなＰＲをしてい

るのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 関係するまちづくり団体

に対してどういう周知を行っていくかということ

だと思いますが、当然我々、市の広報紙あるいは

ホームページ等で広く発信するのはもちろんでご

ざいますが、それ以外にも協働のまちづくり推進

協議会ということで、こちらについてはやっぱり

ＮＰＯ法人等々、まちづくりに関係する団体、30

程度の構成員で組織している団体でございます。

こちらが我々の協働のまちづくりの推進母体とい

うことで私どもは認識しておりますので、こちら

としっかりとタイアップする中で、こちらの協議

会からも関係者のほうに向けて利用促進あるいは
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協働のまちづくりが今度はこの拠点でできますよ

といったようなところをしっかりとＰＲしていた

だければというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 今までそういうことで

ＰＲもしてあって、しっかりしたスタートが私は

できるのかなと思いますので、これについては期

待したいなと思っております。 

  続いて、魅力創出プロジェクトの関係でありま

すが、先ほどもありましたが、那須塩原市は豊か

な地域資源があります。これを築き上げて人口増

加を図っていくということであると思います。や

はり私どもも視察なんかに行ったときには、那須

塩原市は、まさに生乳生産は本州一だということ

は必ず言ってまいります。 

  その中で、今回プロジェクトの中でもこの生乳

生産本州一、まちづくりですからこれを生かした

地域活性化の推進事業、このようなものは入って

おりますが、これについてどのようなものなのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 生乳生産本州一を生

かしたまちづくりということでございますが、１

つには、畜産酪農業自体をしっかり支えるという

視点、それから、それを生かして交流が生まれる、

それから地域資源を磨き外にアピールできる、両

方の視点から進めていく必要があるというふうに

考えております。 

  具体的に29年度の取り組みといたしましては、

まず大きなところでは９月２日が那須塩原市牛乳

の日ということで、これを記念日登録いたしまし

て、那須塩原駅前において記念のイベントを開催

した。それから、高校生との共同企画事業、那須

拓陽高校の生徒さんとともに取り組んだキスミル

の製造・販売、こちらのほうは拓陽高校由来の乳

酸菌、これは既に発見をしておったわけですが、

29年度、依頼しておりました小山高専のほうから

安全性試験について結果が出て、利用可能という

評価が出たというところまで来ております。今後、

この乳酸菌を生かしてさらに発展させることがで

きればというふうに考えております。 

  また、那須清峰高校の生徒さんとは、ミルクバ

ーと称して、どこでも牛乳が飲めますよ牛乳蛇口、

そんなものも開発しながらＰＲに取り組んできた

というところでございます。 

  また、これはまだ計画段階で、実施には至って

おりませんが、新たな牛乳蛇口のオブジェであっ

たり、４月からのＤＣを見据えたグッズの作製、

これなんかも高校生の皆さんと一緒に今取り組み

を始めているというところでございます。 

  もう一つ、ミルク街道というのは従前からあっ

たわけですが、このミルク街道、やはりこの地域

に合った名称であるし、取り組みであるなという

ふうなことで、今「ミルク街道」の名称を商標登

録を出願しております。こちらのほうも年度内に

は登録ができ、このミルク街道の名称をつけまし

た牛乳が年度明けぐらいには発売になるかなとい

うようなところで進めております。こちらのほう

も、このミルク街道の登録を記念しまして、ＤＣ

の期間に合わせてスタンプラリーなども計画して

いるというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） いろんなことをやって

おりまして、特に拓陽高校、清峰高校という形で

連携をしているというのは、大変すばらしいと思

います。当然余りお金がかからないので非常にい

い政策だと思っておりますので、ぜひ、若い人の

考え方をしっかり捉えて、それをＰＲしていく、

これは非常に重要なことだと私は考えております
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ので、引き続きやっていただきたいなと思ってお

ります。 

  あと、ミルク街道の話がちょっと出ましたが、

ミルク街道というところの町というか、その街道

というのはどの辺を指すのかお伺いしたいなと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ミルク街道の場所で

すが、通称横断道路というふうに言っております

県道ですね、矢板那須線沿いのところがメーンに

なります。エリア的には那須町まで含めてミルク

街道という形で称しております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） まさに私のうちの前の

街道でございます。本当にミルク街道というのは

よくわかります。酪農屋さんがたくさんあるとこ

ろでありますが、こちら県道になっているかと思

うんですが、特に関谷から私どもの高林に抜ける

道が余りよくないなというようなイメージがある

んですが、特に観光客の方も、来たときにやはり

におったり、雨が降ると非常に排水が悪いという

ような状況も見られますので、その辺は県道なん

で、なかなかここでどうしろという話にはならな

いんですが、ぜひそんなこともご参考にお願いし

たいなと、このように思います。 

  次に、魅力発信ということでありますので、プ

ロモーション課、現在もございまして積極的にプ

ロモーション推進事業をやっていると思いますが、

これからこれはどのように推進していくのか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） シティプロモーション推

進事業についてのお尋ねだと思います。 

  シティプロモーション推進事業につきましては、

昨年度策定いたしました那須塩原市シティプロモ

ーション指針といったものに基づきまして、市外

に向けましては本市の魅力はもとより、本市の各

種施策、７つのＫの施策をまとめて情報発信する

ことによって、本市への移住者の獲得といったも

のに努めているということでございます。 

  また、中に向けましては、市民が本市に対して

誇りを感じていただいて愛着を深めていただける

よう、住み続けたいまちと思っていただけるよう

な取り組みといったものを進めているということ

でございます。 

  具体的には、市外に向けては小山市との広域連

携によるシティプロモーション推進事業、そして

中に向けましては、昨年11月に発足いたしました

那須塩原ファンクラブの皆さんが主体となったシ

ティプロモーション活動を推進しているというこ

とでございます。これは推進していますし、来年

度も同じような事業展開をしていくというような

ことで考えております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） ただいま那須塩原市の

ファンクラブのお話が出ましたが、どのぐらいの

人数が加入なされているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今ちょっと手元に細かい

資料まではないんですが、おかげさまで発足当時

は200くらいというところだったんですが、今現

在は400を超えたところまで来ているというよう

なところでございます。ちょっとすいません、細

かい数字はご勘弁ください。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 最初200から400という
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ことで順調にふえているのかなと思っております。

まだ私ちょっと入っていないんで、考えておきま

す。 

  それと、シティプロモーションの関係なんです

が、仮称で那須塩原市シティプロモーション連携

会議というのがちょっとこっちのプロモーション

指針のほうにあるかと思うんですが、こちらの進

みぐあいというか、そんなところをお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） シティプロモーションの

連携推進会議というものでございますが、こちら

につきましてはファンクラブの中のコアメンバー

による企画立案会議ということでございますので、

こちらについてはもう既に成立しておりまして、

ファンクラブの面々の皆さんと、あとは我々市と

事務局といったところの３者の中でいろいろな今

企画立案をしながら、来年の事業をどうしましょ

うかとかといったところについて協議をしている

というところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  これからこれはどんどん進んでいくものだと思

っておりますので、ぜひしっかりやっていただき

たいなと思っております。 

  また、シティプロモーションでまさにこれは定

住促進を事業するということでありますので、そ

の定住促進事業についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 定住促進事業、そして移

住促進事業、こちらについては私どものまちのま

ち・ひと・しごと創生総合戦略にうたい込んでい

るとおり、外から人を引っ張って中の人が外に出

てもらえないようなそんな施策を講じていきまし

ょうということで、人口減少に歯どめをかけて本

市の元気度をアップしていきましょうという目的

でまち・ひと・しごと創生総合戦略を展開してい

るということでございます。 

  その中で、もう議員もご存じのとおり、７つの

Ｋといったものを掲げまして、その７つのＫに基

づいて重点事業をぶら下げまして、それらを部局

横断的にやっているということでございます。こ

れらに基づいて、今言った、要は人口減少といっ

たものに歯どめをかけて、我がまちをより元気に

していくといったところを目指しているというこ

とでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 定住促進計画につきま

しては、まさに日本の中でも最初につくった計画

でありますので、しっかり進めていただきたいな

と、このように思います。 

  続いて、未来力育成プロジェクトの関係であり

ますが、これにつきましては当然結婚のほうの事

業が入っていますので、３番目で私質問しますの

で、こちらにつきましては再質問はありませんが、

この人口減少社会におきまして結婚・出産・子育

て・教育とまさに切れ目のない支援が大変重要に

なってくると思っております。那須塩原市におき

ましては、この内容につきましては、まさに子ど

も未来部の設置や、教育のほうではＡＬＴの常時

配備など先進的な取り組みを行っていると思って

おります。ぜひ、引き続きこれにつきましては施

策をしっかり進めていただきたいと、このように

要望したいと思います。 

  この項の最後になりますが、都市力成長プロジ

ェクトの県北の中心都市にふさわしいまちづくり

について再質問をさせていただきます。 

  県北の中心都市にふさわしいまちにつきまして
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は、新幹線開通以来、那須塩原駅西口、そして北

口の区画整理事業、このようなものを進めてきた

わけでありますが、多分、私たちが描くようなま

ちにはなっていない状況であると私は強く感じて

いるところであります。今回、拠点づくりの中心

であります新庁舎整備、ここら辺が今回の予算に

も計上されてきているというような中で、やはり

これ那須塩原市の大変重要な、そして大きな事業

ということでございますので、この新庁舎建設事

業についてお伺いしたいなと思います。 

○議長（君島一郎議員） 眞壁議員に申し上げます。

新庁舎の何を聞きたいのかを聞かせていただかな

いと答弁できないかと思いますので、新庁舎につ

いて伺うだけでは、ちょっと何の答弁かは判断し

かねると思いますので、補足をしていただきたい

と思います。 

  17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 市長がもちろん新庁舎

整備につきましては選挙の公約で、オリンピック

以降にというお話、これはもちろん我々も知って

いるところであります。 

  そんな中で、やはり今回、この新庁舎につきま

しては初めて予算もかかってきているというよう

な中で、これからどのように進めていくのかとい

うところをお聞きしたいというところなんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 新庁舎の建設についてと

いうことで、来年度どのような事業をやっていく

のかといったところでお答えをさせていただきた

いと思います。 

  新庁舎の建設につきましては、もう既にご案内

のとおり来年度の４月１日から企画政策課内に新

庁舎建設準備室というものを再設置いたしまして、

本格的な再開に向けてまいるということでござい

ます。 

  具体的には、市民懇談会というものを設置させ

ていただいて、広く市民の皆さんのご意見を賜り

ながら、また議員の皆さんのご提言等々をいただ

きながら新庁舎建設の基本計画の策定に向けてま

いるというのが平成30年度の事業だということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 来年度において市民検

討懇談会を設置していくということでありますの

で、ちょっとその辺のメンバーとか、設置をいつ

ごろしていくんだというところをお聞きします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市民検討懇談会について

は、年度が明けたら早々の立ち上げを予定してい

るということでございます。メンバー等について

は現在人選中だということで答弁させていただけ

ればと思います。 

  そんな中で、やはり公募の委員さんという部分

は重要だと思っていますので、そちらについては、

もう３月５日号の広報で募集をかけてまいりたい

なというふうに思っているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 今、公募のお話が出た

んですが、公募人数と、私、やはり若い人が入っ

てこの懇談をしっかり進めるべきかなと思ってい

るんですが、その辺どのようにお考えになってい

ますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 公募の人数については、

今まだ最終的な詰めをしているところでございま

すので、この場で何人というようなところはちょ
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っと差し控えさせていただきたいと思いますが、

今議員おっしゃったとおり、若い人あるいは女性

の視点というのは、我々も非常に重要なものだと

思っていますので、そういうところはしっかりと

押さえながら懇談会の構成を考えていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  当然、この新庁舎整備につきましては市民の方

の理解が一番重要であると私も思っておりますの

で、しっかりこれから説明会とかそういうものも

あると思いますので、市民の理解を得られるよう

な運営をしていっていただきたいと思います。 

  議会のほうでも、今回の議会で特別委員会を設

置しまして新庁舎につきましてはしっかり対応し

ていきたいなと私も思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  以上で平成30年度の市政運営方針についての項

目を終了したいと思います。 

  それでは、２、平成30年度当初予算編成につい

て。 

  平成30年度は第２次総合計画前期基本計画の２

年目であり、厳しい財政状況の中にあっても将来

を見据え、財政の健全化に配慮しつつ、那須塩原

に住み生活する皆様を一番に考えるを基本姿勢と

して、将来像の実現に向けた施策を的確にスピー

ド感を持って推進するとしています。 

  事務事業推進のキーワードを「選択と集中」と

し、必要性や有効性、費用対効果の視点から事業

を選択するとともに、公約を着実に実現する事業

のほか、第２次総合計画前期基本計画の重点プロ

ジェクト事業を中心に未来に向けた投資を集中的

に行い、事業の早期完了、成長力の確保、市民生

活の安全安心の向上に取り組んでいくための予算

編成であることからお伺いをするものであります。 

  ⑴事務事業推進のキーワード「選択と集中」に

ついてお伺いいたします。 

  ⑵未来に向けた投資についてお伺いをいたしま

す。 

  ⑶事業の早期完了、成長力の確保、市民生活の

安全安心の向上の取り組みについてお伺いいたし

ます。 

  ⑷事業のスクラップ・アンド・ビルドについて

お伺いいたします。 

  ⑸歳入の主な状況についてお伺いをいたします。 

  ⑹歳出の主な状況についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 平成30年度当初予算編成につ

いて順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の事務事業の推進のキーワード「選

択と集中」についてお答えをいたします。 

  中長期的には生産年齢人口の減少による税収の

落ち込み、高齢化の進展に伴う社会保障費の増加

等が予測され、財政状況は一層厳しさを増してい

くものと考えられます。 

  そのような中、限られた財源の中で私の公約事

業や重点プロジェクトに位置づけられた事業を中

心に、活力ある未来に向けた投資を集中的に行う

ためには、あれもこれもではなく、あれかこれか

という選択が必要不可欠と判断し、平成30年度の

事務事業推進のキーワードを選択と集中として予

算編成を行いました。 

  次に、⑵の未来に向けた投資と⑶の事業の早期

完了、成長力の確保、市民生活の安全安心の向上

の取り組みについては、関連がありますのであわ

せてお答えをいたします。 

  未来に向けた投資の主な内容は、黒磯駅周辺地

区都市再生整備計画事業費約24億8,000万円、く
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ろいそ運動場整備事業費４億1,000万円、小中学

校エアコン整備事業費約３億3,000万円、放課後

児童クラブ整備事業費約１億7,000万円などであ

ります。これらを集中的に行うことにより事業の

早期完了を図り、まちの魅力や成長力の確保、市

民生活の安全安心向上などの事業効果をできるだ

け早く市民の皆様にお届けしたいと考えておりま

す。 

  次に、⑷の事業のスクラップ・アンド・ビルド

についてお答えをいたします。 

  具体的な事例としては、事業のスクラップでは、

事務事業評価で見直しが必要と評価された太陽光

発電システム設置費補助と子育て応援券事業は、

それぞれ段階的廃止と対象範囲の縮小を行うほか、

優先順位づけと総量規制が必要とされました道路

改良事業は、総事業費を抑制しつつ、新南・下中

野線への重点化を行うことといたしました。 

  事業のビルドでは、先ほど申し上げましたよう

に投資的経費のほか、継続的に実施をする新規ソ

フト事業として、新成人にふるさと回帰米を配布

する想い出のふるさとごはん事業、市民活動セン

ターの設置及び運営、企業立地促進奨励金であり

ます。 

  次に、⑸の歳入の主な状況についてお答えをい

たします。 

  歳入は、前年度当初予算と比べまして、総額で

９億5,000万円の減額で、主な状況は、市債が５

億4,000万円の増、地方交付税が２億4,000万円の

増となった一方で、農業経営基盤強化促進事業費

に係る農業費補助金などの減により、県支出金が

８億円の減、共英学校給食共同調理場改築事業費

に係る教育総務費負担金の皆減などにより国庫支

出金が約３億3,000万円の減、家屋の評価替え等

による固定資産税の減額により市税が約３億

1,000億万円の減、子ども未来基金繰入金の皆減

により繰入金が約２億3,000万円の減であります。 

  最後に、⑹の歳出の主な状況についてお答えを

いたします。 

  歳出は、前年度当初予算と比べ、歳入同様、総

額で９億5,000万円の減額で、主な状況は、黒磯

駅周辺都市再生整備計画事業費の増額などにより

土木費が約７億6,000万円の増、那須塩原クリー

ンセンター管理運営費の増などにより衛生費が約

２億1,000万円の増、民間保育施設運営支援費の

増などにより民生費が約１億8,000万円の増とな

った一方で、農業経営基盤強化促進事業費の大幅

減などにより農林水産業費が約11億円の減、共英

学校給食共同調理場改築事業費の大幅減などによ

り教育費が約８億8,000万円の減ということにな

ります。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） それでは、順次再質問

を行いたいと思います。 

  平成30年度の当初予算につきましては475億

2,000万円、平成29年度の当初予算に比較しまし

て９億5,000万円の減ということで、２％減とい

うことでありますが、先ほどちょっと主な内容で

という形で出ておりました。減額になったことは

非常にいいことだなとは私は思っておりますが、

この辺、もう一度ちょっとどのような考えでこう

いう形になったのかお伺いしたいなと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 前年度との比較で９億

5,000万円ほど減になったということでございま

すが、予算編成の方針にあります選択と集中とい

うことで、財政状況が厳しくなるという大きな背

景のもと、やはり全ての事業に予算をつけるとい

うのはなかなか厳しいと。そういった中で、やは
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り必要性であるとか、そういったものを重点的に

選びながら、30年度こういった事業に取りかかろ

うということで、一つの考え方をもとに編成した

結果が今回のような数字になったということでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  積極的に事業を見直し、先ほども吉成議員の中

でそんなお話がありました。これについては全体

的には評価したいなと思っております。 

  そんな中で、事務事業の推進のキーワード「選

択と集中」でございますが、これまで以上に必要

性、また有効性、費用対効果の視点から事業選択

をしたということでございますので、先ほどもち

ょっと太陽光とか、子育て応援券ということであ

りましたが、全体でこの選択をしてありますが、

ちょっと下に行っちゃうんですが、スクラップ・

アンド・ビルドの関係の見直しということで55件

ほどあったかなと思うんですが、この辺について

ちょっとお伺いしたいなと思います。金額で１億

217万円の財源が確保されたということでありま

すので。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） スクラップ・アンド・ビ

ルドという一つの大きな方針のもとに予算編成を

しております。特にスクラップ、各部課から提案

のあったものが55件ということで、今議員おっし

ゃったとおり、１億217万円の財源が確保できた

ということでございます。大きなものは先ほど申

しましたように再生可能エネルギーの対応の見直

し、また子育て応援券の一部年齢の見直しという

ことでございます。 

  そのほかもろもろ55の事業でございますので、

特にこれはということですと相当ボリュームがあ

りますので、細かいところは差し控えさせていた

だきますが、大きなところでいきますと道路関係、

この辺も総量を抑制しながら重点的に持っていき

ましょうということでございますので、例えば防

災安全交付金事業でいう道路整備については、前

年度などと比較しながらいきますと２億からの減

の提案が出てきているとか、そういったもろもろ

の事業を積み上げたものでございまして、特にス

クラップの中で意見として出ているものでは、ま

ず廃止案件ということで、事業を見直した中で廃

止するものが12件ほど出ております。そのほか統

合ということで、他の事業と組み合わせることで

の効率化ということで５件、そのほか経費の縮減

を図ったというものも30件を超えているというよ

うな状況で、全体的には先ほど申し上げた額にな

るということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） スクラップ、ビルドの

取り組みにつきましては、今部長のほうからあり

ましたように、廃止するというのはなかなか難し

いんですね、これね。私も民間企業にいますが、

なかなか仕事を廃止するというのは難しいんです

が、今12件ほどもう廃止するというようなお話が

ありました。どんな事業を廃止するのかお伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 具体的な例で申し上げま

すと、例えばシティプロモーション関連事業で地

域おこし協力隊の募集に関する事業でございます

が、これは今まで行っていたものを直営で対応す

るとか、改めて内部の努力でこれまでのものをな

くしていくというものもございます。 

  そのほか廃止ですと、総務関係でいきますと行

政手続の支援システムというのが実はあるわけな
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んですが、そういったシステムもやはり廃止をし

て内部の取り組みで対応していければというよう

なところで、額的には大きくありませんが、そう

いったところも取り組んでおります。 

  それと、再三出ております太陽光発電につきま

して、再生可能エネルギーの補助金の廃止という

ことで、こちらにつきましては29年度と比較して

2,000万ほど減にしているというような事業も具

体的にございます。 

  そのほか、細かい事業たくさんあるんですが、

産業観光関連、農観商工連携推進事業の中で地域

活性化アイデアコンテスト、こういったものもこ

れまで何年間か続けてきましたが、こういったも

のは事業展開をまた別な形で検討するということ

で総額廃止にしているというようなものもござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  スクラップ・アンド・ビルドの推進につきまし

ては、当然、行財政改革推進計画にのっとってや

っているのかなと私も思っております。そんな中

で、新規事業について出口戦略として撤退戦略、

この辺はしっかり明確化していく。また、事業を

見直す組織づくりを実施していくんだというよう

なことが示されております。この辺についてちょ

っとお話をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 行財政改革の一つの考え

のもとに、最後のところで組織づくりも含めて事

務の見直しを行うというようなことでございます。

特に今までスクラップの部分を申し上げてきまし

たが、逆にビルドという視点でいきますと、例え

ば庁舎整備というものが改めて再開するに当たっ

ては、組織上、庁舎建設の室を新たに設けるであ

るとか、また国体が2022年にございます、そうい

った中で本市は５つの競技を実施するに当たって

は、やはり一定の組織を持って計画的に事業を進

めるということで、やはりスポーツ振興課内に国

体事務室を設けると、そういうような喫緊のビル

ドに対しても組織との調整を図りながら事業を組

み立てているというのが現状でございます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） それでは、再質問に入

りたいと思います。 

  歳入の関係でちょっとお伺いをしたいと思いま

す。 

  市税につきましては186億9,530万円ということ

で、対前年比３億1,348万円の減少という形にな

っておりますが、これについてどのような内容な

のかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 特に市税での減額計上に

なっておりますが、特に大きなものは固定資産の

評価替えの年に当たりますので、そこが一番大き

くなっています。そのほか、一番はたばこ税の関

係で、いわゆる紙巻たばこから電子たばこに移行

しているということで、減額を見込んだところで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 
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○１７番（眞壁俊郎議員） 当然自主財源が減って

きているというような状況なのかなと思っており

ます。そんな中で自主財源を確保する施策、こう

いうものをどういうふうに考えているのかお伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 自主財源の確保という施

策でございますが、やはり一番大きいのは市税が

ウエートを占めておりますので、やはり今回の予

算の中でも産業団地の造成とか、そういった形で

雇用を創出する事業等も組み立てておりますので、

そういった中で雇用の確保、結果的には人口増で

あるとかそういった部分を進めながら、やはり市

税という一番大きなものについて、少しでも多く

の額を入れていければというような考え方が一番

大きなところになろうかと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） まさに自主財源の確保、

重要になってくると思います。国の交付税、間違

いなくこれから減ってくるんだろうとこれは考え

られるところですので、工業団地も今回造成をし

ていくんだということでやっているわけでありま

すので、その辺しっかり期待していきたいなと思

っております。 

  自主財源の比率については、ちょうど下野新聞

で他市町のものが今回いろいろ出ていました。そ

の中で、ちょうど那須塩原市自主財源率50.2で、

ちょうど新聞を私も見ていたんですが、他市町を

比べて真ん中程度なのかなと、自主財源率につい

ては思ったわけなんですが、その辺の自主財源の

比率について、市としてはどのような考えがある

のか伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 当初予算の、前回の議員

全員協議会で概略を説明させていただいた結果

50.2％というような自主財源の比率があるわけで

すが、他の自治体によっても、やはりそれが60行

っているところもあれば、40とか自治体によって

それぞれ違いがあろうかと思いますが、やはり少

しでも自主財源を確保する、結果としては中には

不交付団体であるとか、相当自主財源の比率の高

い自治体もございますので、少しでもそういった

ところを伸ばしていくというのが今後のまちづく

りの中でも重要なポイントになろうと思っており

ますし、財政力指数でいきますと大体80％という

んですか0.8で本市は推移しておりますが、これ

が少しでも上がっていくというようなことを、今

後やはり先ほどの繰り返しになりますが、定住促

進、雇用の創出、そういったところを中心に市全

体で取り組んでいければというふうに考えていま

す。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  今まさにそのとおりでありますので、ぜひ自主

財源の確保については、しっかりこれからも取り

組んでいただきたいとこのように要望したいと思

います。 

  最後の項目になりますが、ちょっと歳出の関係

でありますが、答弁とは若干違う方向なんですが、

扶助費、これにつきましてはやはり高齢化という

ことで、年々増加している状況で、30年度におい

ても対前年比3.4％増の104億600万円というよう

な形になっているかと思います。これについて、

市としてはどのように捉えているのかお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） １点まず訂正をお願いい
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たします。 

  自主財源率なんですが50.5ということで、ちょ

っと私もすみません、コンマ３ほどずれてしまい

ました。 

  それと扶助費的な部分、特に民生費関係で、や

はり高齢化の進展、そういったものを考えますと、

これからやはり当面は伸びていくものというふう

に考えておりますので、そういった部分、先ほど

の答弁にもありましたが、元気の100歳体操とか

そういったいわゆる元気老人、そういったものを

１人でも多く本市としても取り組んでいくことに

よって、いわゆる扶助費、医療費そういった経費

を抑えていくような取り組みを全庁的に行うべき

というふうには考えております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 全庁的に経費を抑えて

いくということで理解したいと思います。 

  もう一点だけ申しわけないです。 

  市債についてであります。 

  これについては前年比５億3,640万円増の56億

3,950万円ということで増加しております。市債

残高が平成18年度末の見込みで376億7,500万円で、

少しずつちょっと増加傾向にあるのかなというよ

うな形がありますが、この市債についてはどのよ

うに捉えているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 市債につきましては360

から370億というような形で現在推移しておりま

す。特に、いわゆる借金の部分になってまいりま

すので、健全な財政運営を行うに当たっては少し

でも圧縮していくというのが基本ということで

我々は考えておりますが、中長期財政の見通しで

もお示しをしたように、なかなか市民サービスを

維持しながらまちを発展していくということにな

ると、どうしても財源とて市債は確保しなければ

ならない。そういった中で、臨時財政対策債であ

るとかそういったものは、これまでと比較をして

数億円しっかり確保していかなければ、予算自体

が組み立てられないというか組み立てづらいとい

うこともありますので、そういったところは総量

規制ということで単年度で多少上がるときもあれ

ば、複数年で見れば平準化されるとか、そういっ

た考え方をもって、トータルではできるだけ圧縮

をしながら借金は減らしていくというような考え

方で今後は予算編成に反映したいと思っています。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） ぜひそのように対応し

ていただきたいと思います。この項目につきまし

ては終了したいと思います。 

  ３.結婚サポート総合戦略について 

  那須塩原市においては、他市町に先駆けて少子

高齢化の進展や生産年齢人口の減少、地域のにぎ

わいの創出などの課題に対し、将来を見据えた速

やかな対応を図るため、平成27年３月に定住促進

計画を策定いたしました。その後、定住促進計画

を那須塩原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

改定し、戦略に掲げる４つの基本目標を達成する

ための重点施策の一つである結婚、出会いから結

婚までのサポートについて、統一的な方向性のも

と、結婚支援施策を効果的かつ効率的に実施する

ために、結婚サポート総合戦略を平成29年３月に

策定し、結婚を希望する未婚の男女が明るく夢の

ある将来像を描きながら、理想とする相手と巡り

合い、結婚して家庭を築いて、地域社会の担い手

として活躍していくことを期待して、結婚支援の

ための施策に取り組んでいることからお伺いする

ものでございます。 

  ⑴機運づくりの推進についてお伺いいたします。 

  ⑵人づくりの推進についてお伺いいたします。 
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  ⑶出会いづくりの推進についてお伺いいたしま

す。 

  ⑷総合的な結婚支援の推進についてお伺いいた

します。 

  ⑸栃木県との連携についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３の結婚サポート総合戦略に

ついて、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴機運づくりの推進についてお答えを

いたします。 

  地域社会が一体となって未婚の男女を応援する

機運づくりにつきましては、市広報紙やホームペ

ージを活用し、市を挙げて結婚支援に取り組んで

いくことを広く周知するとともに、市内企業、団

体を訪問し、結婚支援に関するＰＲ活動も行って

おります。今後も機運づくりの推進に向け、継続

的に取り組みを行ってまいります。 

  次に、⑵の人づくりの推進についてお答えをい

たします。 

  結婚を支援する側の人づくりについては、現在

８名の結婚サポーターが結婚を望む男女に対し、

親身になって結婚支援に取り組んでおりまして、

県が実施する研修会や情報交換会等に参加し、お

のおののスキルアップを図っております。 

  また、結婚を望む側の人づくりについては、こ

れからの婚活の一助となるようみずからスキルア

ップを図れる機会として、身だしなみやコミュニ

ケーション能力の向上を目的に、婚活セミナーを

実施しております。 

  今後も支援する側、望む側双方の人づくりに努

めてまいります。 

  次に、⑶出会いづくりの推進についてお答えを

いたします。 

  結婚を望んでいる男女が安心して出会いの場に

参加できるよう、市主催の婚活イベントの開催や、

民間が主催する婚活イベントの支援などを行って

おります。 

  今後についても企業や団体等と連携を図りなが

ら、男女の出会いの場の創出に努めてまいりたい

と考えております。 

  次に、⑷の総合的な結婚支援の推進についてお

答えをいたします。 

  結婚施策を総合的に進めていく推進拠点として、

昨年の７月６日に那須塩原市結婚サポートセンタ

ーを開設いたしました。センターでは、お見合い

形式で出会いの場を提供する縁結び事業や婚活セ

ミナー、婚活イベントの実施、結婚に関する情報

提供などを行っております。 

  今後についても、結婚を望んでいる男女の幸せ

づくりのお手伝いとして、総合的な結婚支援に努

めてまいります。 

  最後に、⑸の栃木県との連携についてお答えを

いたします。 

  市民への結婚支援のさらなる充実を図るため、

この３月７日から結婚サポートセンターの事業と

して、とちぎ結婚支援センターの結婚支援管理シ

ステムを利用したとちぎ結婚支援事業を開始する

ほか、結婚サポーター等の研修や各種結婚に関す

る情報の共有など、結婚支援の推進に向けた連携

を図ってまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） それでは、結婚サポー

ト総合戦略について、順次再質問をいたします。 

  機運づくりの推進につきましては、企業や団体

を訪問し、ＰＲ活動を行っているということでご

ざいますが、企業、団体が具体的にどのようなと

ころなのか。また、今までに何件ぐらい訪問して
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いるのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 市内の企業訪問ということで、

一昨年から企業を訪問させていただいておりまし

て、その訪問した企業の状況、そういったものを

含め、その中で結婚について私どものほうからぜ

ひともというようなことでお話をさせていただい

ております。企業訪問をしました件数は、今現在

で20社をちょっと超えているかと思いますが、な

お今後ともそういった形で、若い方たちがたくさ

ん勤務をされている企業も多くございますので、

そういった中で積極的に私どもの結婚サポートセ

ンター等々のＰＲを含めて頑張ってまいりたいと

思っております。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 企業の情報をもらいな

がら結婚サポートのほうもお願いしているという

すばらしいことだと思います。 

  その中で、このサポートセンターというか結婚

支援の関係で、企業側がどのような反応とか、協

力体制をとってくれるのかなというようなそんな

イメージがありましたらお願いしたいんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 企業側を訪問してＰＲし

た際の相手方の対応ということでございますが、

先ほど市長のほうも企業訪問の際ＰＲをしていた

だいているということでございますが、私どもも

担当の職員が直接企業に訪問いたしまして、ＰＲ

をしているというようなことがございます。その

中で相手方も大変好意的に受けとめていただいて、

早速縁結び事業の登録、あるいは各種イベントへ

の参加ということで社員あるいは職員を差し向け

ていただいているといった状況がございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 始まったばかりの事業

なんでこれからだと思っております。ぜひ、企業、

重要だと思いますので、今後とも引き続きお願い

したいと思います。 

  また、先ほど企業内の結婚サポーターというの

がこの計画の中に入っているんですが、この辺は

どのようになっていますか、お願いします。 

○議長（君島一郎議員） 企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ただいまご質問いただき

ました企業内の結婚サポーター、こちらについて

は、そういうものを設置して登録しておきますよ

というような事業を戦略の中に掲げているという

ようなところでございますが、現時点ではまだ設

置、登録の運びにはなっていないというのが実態

でございます。今後、企業の皆さんと相談をしな

がら、本当にニーズがあって、実効性があるとい

うようなことがお互い認め合えるようであれば設

置に向けて検討を進めていくということになるん

だというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） まさにこれからの事業

だということで期待したいと思います。 

  次に、人づくりの推進についてでありますが、

先ほど結婚サポーター、現在８人いるということ

であります。県の研修会や情報交換、またスキル

アップを図って、結婚支援に取り組んでいるとい

うことでございますが、この結婚サポーターのち

ょっと具体的な活動内容についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 結婚サポーター８名の方

の具体的な活動内容ということでございますが、

サポーターの皆様には縁結び事業の仲介役を担っ
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ていただいているということでございます。そん

な中で、ちょっと具体的なお話をさせていただき

ますと、まずは登録を希望された方と面談をして

いただいて、縁結び事業の内容あるいは個人情報

の取り扱い等々について説明をし、理解をいただ

いた上で登録をしてもらうことになります。そう

すると、登録後はその人の担当の結婚サポーター

になっていただくと。登録を受けた人の担当サポ

ーターになっていただくということになりまして、

月１回結婚サポーター会議で希望に合った相手方

をお互いマッチングするということになります。

そんな中で、お互いが引き合わせを希望した場合

には、両方の結婚サポーターが立ち会いのもとに

お引き合わせをさせていただくということになり

ます。その後は必要に応じてあるいは相手の求め

に応じてフォローアップをしていっているという

のが実態だということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） まさに、結婚していく

ときに、このサポーターの活動が非常に重要にな

るのかなと思っております。多分、民生委員の方

がやっているのかなと思います。 

  今後、このサポーターをふやしていくのかどう

か、この辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今後、サポーターの増に

ついてどう考えているかということでございます

が、実際に縁結び事業の登録者数というものもふ

えてきているということでございまして、それに

伴ってやはりマッチング作業というようなところ

で、今の８名の方が相当の受け持ちを持って、お

互いマッチングの打ち合わせなんかをやったり、

実際またマッチングをさせたりということで、業

務的にはかなり混んできているところがございま

す。そんな中で、サポーターさんのほうからはぜ

ひ何名かふやしていただきたいというような要望

が寄せられているという実態がございますので、

我々としても状況をしっかり見きわめながら、要

望にかなう範囲で努力してまいりたいなというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  やはり結婚サポーター、これから県との連携も

ありまして、かなりふえてくるんだろうと思って

おりますので、なるべくなっていただけるような

政策をしていただきたいとこのように思います。 

  それで、この中で結婚支援の取り組みについて、

結婚サポーターの皆様からどんな要望が、先ほど

人数をふやしてくれという要望があったというこ

とを聞いていますが、この支援の取り組みについ

てサポートの皆様からどんな意見とか要望とか、

また感想、こんなものがあればお伺いしたいなと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 要望については、先ほど

言ったとおり増員要望をいただいているというと

ころでございます。それ以外については、今のと

ころ特に意見もいただいているといったところは

ないということでございます。 

  ただ、そんな中でやはりかなり一生懸命やって

いただいているというのは我々肌で感じています

ので、できるだけいろいろとお話を聞く中で、少

しでも負担の軽減とかそういうものにつながるこ

とは、お手伝いできることがあればそういうこと

に関しては積極的にやっていかなくちゃならない

かなというふうに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 
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  非常に重要なサポーターさんなんで、いろんな

ご意見を聞いていただいて、丁寧に対応していた

だきたいなとこのように思います。 

  それでは、結婚を望む側のほうの関係でありま

すが、結婚セミナーを実施しているということで

ありますが、これまでにやった回数と参加人数に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 婚活セミナーの実施状況

でございますが、平成29年度につきましては３回

実施したということでございまして、参加者は全

員で53名、うち男性が26名、女性が27名という状

況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  ３回実施で53名、女性のほうが多いというのは

ちょっとびっくりしたんですけれども、多分男性

のほうが今厳しい状況が続いているのかなという

ようなイメージがありましたんですが、やはり女

性のほうが積極的なんでしょうね、そんな感じは

いたしました。ありがとうございました。 

  その中で、セミナーを受けて、参加者からどの

ような感想、またどんな反応があるのかお伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） セミナーとイベントに参

加した方々からの感想ということでございますが、

事後アンケートというものをとらせていただいて

おります。その中で、おおむねの方がイベント内

容について満足をいただいたというような結果が

出ているということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  おおむね理解しているということで、どんなセ

ミナーをやっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今回のセミナーは、まず

大きなテーマといたしまして婚活での第一印象と

見た目力アップといったところを大きなテーマと

して３回やっているということでございます。 

  まず、１回目はファッションを知って印象アッ

プというサブテーマ、２回目はメイクをして印象

アップ、３回目はコミュニケーション能力アップ

といったところで、３つのテーマを３回に分けて

やったというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  好評を受けているということですので、引き続

きやっていただきたいなとこのように思います。 

  次に、出会いづくりの推進でありますが、さま

ざまな出会いの機会の提供でありますが、現状ど

のような取り組みをしているのか。また、今後ど

のような取り組みを考えているのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 出会いの機会の創出のた

めの取り組みということでございますが、こちら

につきましては、先ほど市長がお話ししたとおり、

縁結び事業による引き合わせの機会の創出といっ

たことと、あとはもう一つ婚活イベントといった

ものも市の主催でやっているということでござい

ます。今後につきましても、縁結び事業につきま

しては、やっぱり結婚サポート支援の一番主とな

るような事業だというふうに考えておりますので、

引き続き登録者の増に努めまして、やっぱり実効
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性のある結果を出してくるように頑張ってまいり

たいというように考えております。 

  またもう一つ、婚活イベントにつきましても、

参加者の意向を踏まえる中で、少しアイデアに富

んだ趣向を凝らしまして、イベントそのものにい

っぱい参加していただいて、こちらについても最

終的にカップリングされるカップルの数というの

もふやせるというようなところで実効性を高めて

まいりたいというふうに考えているところです。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） 縁結び事業ということ

でありましたが、縁結び事業に登録している人数

とマッチングの件数、また成婚件数が１件という

お話を聞いておりますが、その辺お伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 縁結び事業の登録者数と

マッチング件数でございますが、こちらにつきま

しては、２月末現在ということになります。２月

末現在で登録者数が139名ということになってお

ります。ちょっと男女の内訳ということでお話し

させていただくと、100人が男、そして39名が女

性ということでございますので、ちょっと男性の

ほうに偏りがあるというようなところで、少し女

性の登録者を獲得しなくちゃならないというのが

課題だということになっているような状況でござ

います。 

  そんな中で、マッチング件数は今までに、２月

末現在で37件のマッチングを行っておりまして、

議員ご指摘のとおり、昨年の11月に１組の成婚カ

ップルが生まれたというような状況になっていま

す。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） １件生まれたというこ

とで、大変うれしいことだと思います。 

  私も男３人なんですが、今の登録件数を聞いて、

ちょっと非常に厳しいなと、100人に対して女性

のほうが39人、マッチング37人ということはほと

んど女性のほうはマッチングしているのかなとい

うことで、女性の登録をふやすことが非常に重要

になってくるんだろうと期待しております。 

  最後になりますが、栃木県との連携についてで

ございますが、とちぎ結婚支援事業がこの３月７

日から開始されるということ、大変うれしいこと

でございます。答弁にありました結婚支援管理シ

ステム、これの具体的な内容についてお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 結婚支援管理システムの

具体的な内容ということでございますが、こちら

を使ってマッチングをする一連の流れといったと

ころでちょっとご説明をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

  まず初めに、本市の結婚サポートセンターに来

庁していただくことになります。その上で、シス

テム上で自身のプロフィールなどを入力して、会

員登録を済ませていただきます。そして、システ

ムのタブレット端末というものが用意してありま

すんで、そちらからお相手探しの閲覧を行ってい

ただいて、お引き合わせを希望する方３名まで確

保することができるということでございます。そ

の後、お引き合わせの日時等を相手方が承諾して、

日時等が決定すれば登録者のアドレスに連絡が入

って、引き合わせが行われ、順調に行けばおつき

合いが始まるというような流れになるということ

でございます。 

  こちらについては、なかなか口でご説明しても

わかりづらいところがあるということで、３月１
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日に議員の皆さんにお時間をいただいて、デモン

ストレーションという形でご紹介をさせていただ

くという予定になっておりますので、お時間があ

ればぜひ５階までお伺いいただければ大変ありが

たいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） ３月１日にお披露目が

あるということなんで、ぜひ見させていただきま

す。よろしくお願いします。 

  この県のシステムの関係でありますが、このシ

ステムに登録している人数またマッチング、引き

合わせ件数、そして成婚件数、もしわかりました

らお伺いしたいんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 県のシステムの登録人数

とマッチング件数、そして成婚組数ということで

ございますが、こちらについては１月末現在とい

うことになります。登録者人数は全体で1,806人、

そしてお引き合わせ件数は779組、成婚組数は４

組ということになっております。ちなみに本市の

このシステムへの登録者は53名ということでござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 17番、眞壁俊郎議員。 

○１７番（眞壁俊郎議員） もう少し多いのかなと

思いましたが、こちらもまだ始まったばかりの施

策でありますので、今後本当に期待していきたい

なと思っております。特に、県のほうは多分会費

のほうが１万で２年間でしたっけ、登録料がかか

るということでありますが、市のほうは当然登録

料がかからないということでありますので、県と

市がやっているこのシステムというか連携という

か、ちょっとわかりづらい部分もありますので、

ぜひ登録者の方にはいろんな説明をしていただい

て、しっかり取り組んでいただきたいなとこのよ

うに思います。この項につきましては以上であり

ます。 

  今回、平成30年度の市政運営方針、そして当初

予算編成、そして結婚サポート総合戦略について

お伺いをいたしました。市政運営方針また当初予

算編成で示された施策について、しっかり取り組

んでいただき、将来像である「人がつながり 新

しい力が湧きあがるまち 那須塩原」と栃木の県

北の中心都市、栃木県の北都が名実ともに実現す

ることを期待しまして、志絆の会を代表しての質

問を終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、志絆の会の会派

代表質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齋 藤 寿 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、フロンティアなす

の20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 皆さんこんにちは。議

席番号20番、フロンティアなすの齋藤寿一です。 

  事前通告書に基づきまして、会派代表質問を始

めさせていただきます。 

  １.平成30年度予算編成の基本的な考え方と市

政運営方針について。 

  平成30年度は、第２次総合計画前期基本計画が

２年目を迎えますが、厳しい財政状況の中にあっ

ても、将来を見据え、財政の健全性に配慮しつつ、

引き続き「那須塩原市に住み、生活する皆様を一

番に考える」を基本姿勢として、将来像の実現に

向けた施策に的確にスピード感を持って推進して

いくとし、事務事業の推進のキーワードを「選択

と集中」として、平成30年度一般会計当初予算総
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額を475億2,000万円といたしました。 

  主要事業として、政策１．「豊かな自然と共に

生きるために」、政策２．「まちの安全安心を守

るために」、政策３．「誰もが生き生きと暮らす

ために」、政策４．「快適で便利な生活を支える

ために」、政策５．「地域の力と交流を生み出す

ために」、政策６．「まちの活力を高めるため

に」、政策７.「未来を拓く心と体を育むため

に」、政策８.「まちの持続的発展のために」と

し、また第２次総合計画の２年目に当たり、地域

力の向上、魅力の創出、未来力の育成、都市力の

成長の４つの重点プロジェクトを強力に推進して

いくとしています。 

  そこで、以下の点についてお伺いをいたします。 

  ⑴平成30年度の事務事業のキーワードを「選択

と集中」とした基本姿勢についてお伺いをいたし

ます。 

  ⑵第２期最終処分場整備事業についてお伺いを

いたします。 

  ⑶消防機能の充実、強化のため、公約事業であ

る黒磯消防署整備事業についてお伺いをいたしま

す。 

  ⑷安心して子どもを産み育てるための妊産婦支

援事業や、新生児、乳幼児家庭訪問事業について

お伺いをいたします。 

  ⑸空き家等対策事業についてお伺いをいたしま

す。 

  ⑹新成人へのふるさと回帰米として、「想い出

のふるさとごはん事業」についてお伺いをいたし

ます。 

  ⑺企業立地支援事業についてお伺いをいたしま

す。 

  ⑻本番を迎えるデスティネーションキャンペー

ンの成功と終了後の観光局との連携支援事業につ

いてお伺いをいたします。 

  ⑼小中学校へのエアコン、トイレ洋式化事業に

ついてお伺いをいたします。 

  ⑽アートを活かしたまちづくり推進事業につい

てお伺いをいたします。 

  ⑾駅伝のまちづくりプロジェクトや県内で活動

するプロスポーツチームへの支援事業について。

また、スポーツ施設整備事業や国体等準備事業に

ついてお伺いをいたします。 

  ⑿那須地域定住自立圏構想共生ビジョン推進事

業、また国・県・関係機関との連携事業について

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） フロンティアなすの齋藤寿一

議員の会派代表質問、平成30年度予算編成の基本

的な考え方と市政運営方針について、順次お答え

をいたします。 

  初めに、⑴の平成30年度の事務事業推進のキー

ワードを「選択と集中」とした基本姿勢について

お答えをいたします。 

  中長期的には税収落ち込みや社会保障費の増加

等が予測され、財政状況は一層厳しさをましてい

くものと考えられます。平成30年度は限られた財

源の中で、私の公約事業や重点プロジェクトに位

置づけられた事業を中心に、活力ある未来に向け

た投資を集中的に行うために、事務事業推進のキ

ーワードを「選択と集中」とし、事業の早期完了、

成長力の確保、市民生活の安全安心の向上に取り

組むものであります。 

  次に、⑵の第２期最終処分場整備計画について

お答えをいたします。 

  第２期最終処分場整備事業につきましては、平

成29年度は施設整備計画設計業務、生活環境影響

調査業務、測量地質調査業務を実施しております。



－114－ 

平成30年度は施設整備計画設計業務、生活環境影

響調査業務を引き続き実施する予定となっており

ます。 

  次に、⑶の黒磯消防署整備事業についてお答え

をいたします。 

  黒磯消防署整備につきましては、那須地区消防

組合により事業を進めておりますが、移転先の用

地取得が完了し、平成30年度から詳細設計、土地

の造成、そして庁舎、建設に着手し、平成31年度

末の完成予定としているところであります。 

  次に、⑷の安心して子どもを産み育てるための

妊産婦支援事業や新生児乳幼児家庭訪問事業につ

いてお答えをいたします。 

  妊産婦支援事業は妊娠中の身体的、精神的、経

済的な不安及び産後の育児不安の解消を目的に、

妊娠後期相談、妊娠健康診査費助成などのほかに、

新たに産後ケア事業を実施いたします。 

  また、新生児乳幼児家庭訪問事業は、出産後に

地域の中で安心して育児ができるよう支援する目

的で、助産師や保健師による家庭訪問事業、母子

健康推進員による乳児家庭全戸訪問事業などを引

き続き実施いたします。 

  次に、⑸の空き家等対策事業についてお答えを

いたします。 

  本事業は空き家バンクを通じて空き家を取得し、

定住する方を対象に、建物リフォーム補助、子育

て世帯転居補助、契約媒介手数料補助などを引き

続き実施いたします。 

  また、新規事業といたしまして、市内に空き家

等を所有する方にアンケートを実施し、今後の活

用方法等の調査を行い、さらなる空き家等の利活

用を促進するほか、特定空き家等解体費補助を実

施し、生活環境の保全を図ってまいります。 

  次に、⑹の想い出のふるさとごはん事業につい

てお答えをいたします。 

  この事業につきましては、新成人に対して本市

産のお米を配布することで、その消費拡大を図る

とともに、就職活動期にある学生などのふるさと

回帰及び定住志向の高まりを促すものであります。 

  次に、⑺の企業立地支援事業についてお答えを

いたします。 

  昨年４月に制定した企業立地促進条例による初

めて奨励金の交付を見込むほか、高林地区の産業

用地の測量、地質調査を行うものであります。 

  また、本格的な産業用地の造成に向け、産業団

地造成事業特別会計を設置し、土地利用計画、基

本設計、実施設計を行い、さらなる企業立地促進

への取り組みを進める予定であります。 

  次に、⑻の本番を迎えるデスティネーションキ

ャンペーンの成功と終了後の観光局との連携支援

事業についてお答えをいたします。 

  本市といたしましては、本番を迎えるデスティ

ネーションキャンペーンを成功させるため、地元

食に着目した市独自のキャンペーンや宿泊プラン、

二次交通等の充実と告知宣伝の強化を図ったとこ

ろでございます。 

  また、終了後につきましても、アフターＤＣと

その後を見据えた観光地としての磨き上げや品質

管理、効果的なプロモーションに、観光局と連携

して取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、⑼の小中学校へのエアコン、トイレ洋式

化事業についてお答えをいたします。 

  エアコン事業につきましては、小学校は12校の

設置工事を、中学校は10校の設計業務を予定して

おります。 

  また、トイレ洋式化事業につきましては、小学

校３校、中学校１校の工事を予定しております。 

  次に、⑽のアートを活かしたまちづくり推進事

業についてお答えをいたします。 

  アートを活かしたまちづくり推進事業につきま
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しては、今年度策定していますアートを活かした

まちづくり戦略に基づき、平成30年度は地域のア

ート資源調査やアート作品の展示、市民とアーテ

ィストが交流できる参加型・体験型のアートイベ

ントの開催、既存のアートイベントの支援などを

予定しているところであります。 

  次に、⑾の駅伝のまちづくりプロジェクトや県

内で活動するプロスポーツチームへの支援事業に

ついて、またスポーツ施設整備事業や国体等準備

事業についてお答えをいたします。 

  駅伝のまちづくりプロジェクトにつきましては、

小学生を対象とした県レベルの駅伝競走大会や地

元中学校、高等学校駅伝部に対するサポート、高

等学校、大学の駅伝競走部への合宿誘致に取り組

み、アスリートの発掘や競技力の向上を図るもの

であります。 

  県内で活動するプロスポーツチームへの支援事

業につきましては、市民がスポーツを身近に感じ

る環境づくりの取り組みとしてチーム支援を行う

もので、プロスポーツチームからはスポーツ教室

の開催、本市イベントへの参加協力、チームの媒

体を利用した市の名称のＰＲなどの事業提供をい

ただく予定であります。 

  スポーツ施設整備事業につきましては、今議会

に上程をしております那須塩原市スポーツ施設整

備計画に基づき、平成34年度開催のとちぎ国体会

場の整備を最優先に取り組んでまいります。国体

等準備事業につきましては、平成30年度よりスポ

ーツ振興課内に国体準備室を設置し、事業を進め

てまいります。また、平成30年度は大会運営の実

施主体となる実行委員会設置に向けた準備委員会

の設置を予定しております。 

  最後に、⑿の那須地域定住自立圏構想共生ビジ

ョン推進事業と、国・県・関係機関との連携事業

についてお答えをいたします 

  那須地域定住自立圏につきましては、４市町の

連携を図りながら、公共交通、観光、環境の分野

を重点的課題とし、共生ビジョンに掲げた12の事

業について、鋭意取り組みを進めてまいります。 

  また、国・県・関係機関との連携事業につきま

しては、国県道の整備促進や重要施策などについ

て、私みずからが率先して要望活動を行うほか、

国への職員派遣や栃木県との人事交流により、国

や県との連携を図ってまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは、再質問をさ

せていただきますけれども、今回の質問、この平

成30年度の予算編成並びに市政運営方針について

は、もう既に３会派の代表が質問に立っておりま

すので、相当重複をしておりますので、そういう

ところは飛ばして再質問をさせていただきたいと

思います。 

  ⑴でありますけれども、先ほど眞壁議員のほう

にも答弁がありましたように、中長期あるいはそ

ういうことの税の落ち込みが予想される中で、先

ほど答弁あったように集中してあれかこれかを選

択と集中としたというようなご答弁がございまし

たので、この⑴に関しましては十分にご理解をし

ましたので、次の⑵に移らせていただきます。 

  ⑵につきましては、第２期最終処分場整備事業

について。この事業については先ほど伊藤豊美議

員のほうからるる細かいところは質疑、質問が出

ておるわけでありますけれども、私のほうからは

33年度に供用開始、当然これは平成32年度に埋め

立て終了となる見込みから、33年度に使用開始と

いうふうに向けてのことでありますが、これに関

しましての入札、また本体工事等は今後どのよう

に予定されているのかお聞かせを願いたいと思い

ます。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 第２期最終処分場の

建設工事の予定でございますが、建設工事自体は

平成31年、32年の２カ年を予定しております。た

だ、工期を丸々２年間必要としますので、施工業

者の決定につきましては平成30年12月に入札を実

施いたしまして、平成31年３月議会で工事請負契

約の議決をいただきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、次に供用開始に向けての地元説明会

に関しましては、今後どのようにさらに進めてい

くのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 地元説明会、関係周

辺自治会が３自治会、それから自治会に入ってい

ない別荘地に住んでいる方を中心に、その方たち

に対する説明を、実はおととし、基本構想ができ

た後に説明会を一度実施しているところでありま

すが、今後は今策定中の施設整備の基本計画、こ

の基本計画が30年６月議会に上程をさせていただ

く予定でございますので、その後に７月ごろにな

ると思うんですが、地元の自治会の説明会を開催

していきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０１分 

 

再開 午後 ４時１１分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） ただいまの答弁で、６

月に議会に諮った後に、予定では７月ごろに地元

説明会をまた第２回目を開くということで、こう

いう施設に関しましては、やはり地元住民の方々

が非常に神経過敏になる部分でありますので、じ

っくりとした説明、安全面なんかを特に説明をし

ていただければというふうに思います。 

  それでは、次に第２期最終処分場整備事業に関

しての予算または補助金等はどのようになってい

るのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） まず、補助金の関係

でございますが、この第２期最終処分場の整備に

当たりましては、国の環境省の循環型社会形成推

進交付金というものが対象になります。交付額に

つきましては、対象事業費の３分の１が補助にな

るというところでございまして、これを全体の事

業費に当てはめますと、29年度以降、建設工事を

含めて、概算になりますけれども約38億3,000万、

そのうち約12億7,000万が交付金の該当になると

いう見込みで予想しております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 総額の38億3,000万の

うちの交付額が12億7,000万というところでよく

わかりました。これに関しましては了解をいたし

ましたので、次の⑶に移らせていただきたいと思

います。 

  消防機能の充実、強化のための公約事業である

黒磯消防署整備事業についてでありますけれども、

これも先ほどの伊藤豊美議員の代表の答弁で、る

る細かいところまで答弁をいただいたのでよくわ

かりました。 
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  それでは、整備の費用総額が約18億9,000万円

を用地を抜いて見込んでおりますが、１つ確認で

ありますけれども、この用地に関しましては、全

額那須塩原市が負担するということでよろしいん

でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 議員おっしゃるとおり、

本市が全て予算を賄うということになります。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） わかりました。 

  先ほど、今後に関しましては、市長の答弁の中

にもありましたように、那須塩原市、大田原市、

那須町で負担金としてかかわっていくということ

で了解をいたしましたので、この⑶の項目も終了

させていただきたいと思います。 

  続きまして、⑷に移らせていただきます。 

  安心して子どもを産み育てるための妊産婦支援

事業や新生児乳幼児家庭訪問事業について、お伺

いをいたします。 

  まず、妊産婦支援事業から、今日までに妊産婦

の相談件数とその内容についてお伺いをいたした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） それでは、妊産婦相

談事業についてお答えいたします。 

  妊産婦相談事業につきましては、妊娠後期相談

ということで、対象の方が妊娠28週以降の妊娠し

ている方ということで、この方たちの精神的、身

体的、経済的な不安に対する相談を行うというも

ので行っておりまして、相談実績につきましては、

28年度につきましては874件、29年度につきまし

ては１月末現在ですが737件でございます。主な

相談内容につきましては、上位３つを申し上げま

すと、家族の協力についての相談が、これは重複

しております436件、２番目といたしましては、

妊婦の方、自分の休養のとり方についてのご相談

が318件、３番目といたしましては、産んでから

子どもをどう育てようかということで育児の相談

につきまして275件ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今、妊産婦に関しまし

ての相談件数と内容をお聞きいたしましたところ、

やはり家庭の協力あるいは休養のとり方、そして

一番不安になるところでありましょうけれども、

育児の仕方というのがやはり最初にこういう不安

がくるんだろうなというふうに思います。今後も

こういう事業を進めていただいて、不安を取り除

いていただければというふうに思います。 

  それでは、次に家庭訪問事業から再質問をさせ

ていただきます。 

  直近の家庭訪問件数と内容についてお伺いをい

たします。多分重複するんではないかなと思いま

すけれどもお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） それでは、家庭訪問

事業について、ご答弁を申し上げます。 

  家庭訪問事業については３つ種類がございまし

て、まず１点目は助産師による新生児産婦家庭訪

問事業というものがございます。こちらにつきま

しては、産まれておおむね60日以内の訪問という

ことで、新生児の方の母子の心身状況や養育環境、

健康管理、育児支援を行うものでございます。訪

問状況につきましては、28年度116件、29年度は

１月末現在で188件でございます。 

  第２番目の訪問事業としましては、保健師によ

る訪問事業ということで、こちらの訪問事業につ

きましては、母子に対しての何らかの支援が必要
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な方の相談ということで、具体的に申し上げます

とお母さんが精神的な不安を抱えている方とか、

あと養育に問題がある方のところに訪問するもの

でございます。こちらにつきましては、新生児か

ら子育て期まで訪問するということで、28年度に

つきましては821件、29年度につきましては、こ

れも１月末現在で1,129件ということでございま

す。 

  最後に３番目といたしまして、母子保健推進員

による乳児家庭の全戸訪問事業というのがござい

ます。この事業につきましては、生後４カ月まで

の乳児のいる家庭に全戸訪問をすると、母子保健

推進員さんという方が市内に77名おりまして、そ

の方が全戸訪問をするということで、目的につき

ましては、育児に対する不安を傾聴すること、母

子保健推進員さんから見まして、お母さんの様子

や養育環境などを見まして、ちょっと問題がある

なという方につきましては、保健婦のほうにつな

いで、新たな支援をするというものでございまし

て、こちらの訪問件数につきましては、28年度

943件、29年度これも１月末現在で727件というも

のでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今、答弁をいただいて、

全戸に対して77名体制で全戸訪問をしているとい

うことで、件数に関しましては結構件数があるん

だなということで、そこで問題がありそうな妊産

婦においては、保健婦に連絡しての連携をとって

いるということで、非常に安心をしましたけれど

も、やはり育児ノイローゼとかこの辺で発生をし

ていくのが全国のニュース等で流れていますので、

さらなる強化をしていただければというふうに思

います。 

  それでは、最後に病院あるいは子ども・子育て

総合センター、保育園等の連携についてはどのよ

うにされているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田代正行） 連携について申し上

げます。 

  この妊産婦の事業につきましては、目的が母子

が健やかに過ごしてくれるようにすることが目的

でございます。訪問したときに、やはり健康増進

課というところで家庭訪問は対応しているわけで

すけれども、そこでは手におえないような場合に

ついては、経済的困窮であれば社会福祉課、子育

てについて問題があるようであれば子ども・子育

て総合センターないし児童相談所、あとは養育に

ついて問題があるようであれば医療機関など関係

機関につないでいる状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  本市においては市長のお考えもあり、この平成

28年度からこういう絵本のプレゼント等の事業も

実施しているということで、非常に手厚い乳幼児

等にもしている市だなというふうに実感をしてお

ります。  

  妊婦または出産というのは、女性にとって人生

を左右するほどの大仕事でありますから、不安に

思うことも多いわけで、妊婦に対する心理的負担

のほかにもホルモンバランスが崩れることによっ

て精神が不安定になるマタニティブルーに陥るこ

ともあり、妊婦、出産、育児はまさにこの時期が

子育ての入り口であり、この時期に対しての市の

これらの事業は心の支えになっていることと思い

ます。これらの事業に対してさらに市の事業に関

しまして敬意を表し、この項の質問を終わらせて

いただきます。 

  続きまして、⑸の空き家等の対策事業について、
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再質問をさせていただきたいと思います。 

  本市の空き家の現状についてまずお伺いをした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） それでは、ご質問の

空き家の現状についてお答えいたします。 

  平成28年８月から９月にかけて空き家実態調査

を市のほうで実施いたしました。その結果、調査

建築物、調査をした建物が７万8,343件、うち空

き家と確認できたものが3,073件、率としては

3.9％ほどでございました。また、その中で腐朽

破損のある特定空き家に該当すると思われるもの

が約500件ほどございました。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  本当に率的に3.9％でありますけれども、もう

3,073件という空き家が発生して、今後ますます

この率はふえてくるんだろうなというふうに予想

されるわけであります。また、今答弁をいただい

たように、対象者の補助に対する件数はどれくら

いかお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） こちらの空き家関係

の補助としましては、現在のところ市のほうで空

き家バンクという制度を設けております。この空

き家バンクというのは、空き家を売りたい人、ま

た空き家を利用したい、買いたい人がこのバンク

に登録しまして、栃木県宅建協会などの不動産協

会に加盟する業者が媒介をして、空き家を有効活

用するというような制度があります。 

  その中での補助がございます。 

  まず一つは、空き家バンクの登録建物リフォー

ム補助というのがございます。こちらにつきまし

ては、空き家バンクを利用した空き家購入者がリ

フォームする場合の補助、こちらについては利用

実績が１件ございます。また、空き家バンクを利

用した場合に、当然そういった栃木県宅建協会等

の加盟した、あっせんをした業者には媒介手数料

を支払うことになるわけなんですが、こちらの媒

介手数料の補助制度がございます。こちらのほう

の実績としては２件ほどございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、先ほどの答弁の中にアンケートの実

施をしていくということがございましたけれども、

その対象者はどのような人たちなのかお伺いをし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） 今後の空き家対策に

活用するために、空き家を所有している方の考え

方といいますか意向を、平成30年度調査をしたい

ということで、アンケート調査を予定しておりま

す。調査対象者は空き家実態調査での空き家、先

ほど3,073件ということでご回答いたしましたが、

こちらを対象にアンケート調査を実施したい、こ

のように考えております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、この空き家とされる3,073件に対し

てのアンケート調査をするということで、それで

は特定空き家等の解体費の補助の補助率について

お伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 基） 平成30年度から新た
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に導入予定の特定空き家解体費補助という制度が

あります。平成30年度から導入したいというふう

に考えております。 

  こちらの中身としましては特定空き家、つまり

腐朽破損が進んで危険だというような空き家に対

して、それを解体することによって危険な空き家

をなくしていくとこういう目的でございます。 

  補助につきましては、解体に要した工事費の２

分の１を補助すると。上限がございまして、通常

の場合ですと限度額50万円、ただ那須塩原市立地

適正化計画、この３月議会に上程しております那

須塩原市立地適正化計画の居住誘導区域に入って

いるところについてはかさ上げ処置がございまし

て、70万円の限度額とこういった制度であります。 

  以上であります。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  近年の人口減少、さらに加速されると言われて

おりますが、今後ますます空き家がふえることが

予想され、その対策と利活用が課題となってきて

おります。本市においても定住者への活用支援等

も含め、ますます取り組みをしていくことを望み、

この項を終わらせていただきたいと思います。 

  それでは、次に⑹の新成人へのふるさと回帰米

の「想い出のふるさとごはん事業」についてお伺

いをいたします。 

  先ほど、吉成議員からもこの質問に対して、対

象者に送るだけではなくて、何か方法がないかと

いうことで答弁があったように、地元の企業等の

紹介とかそういうものを入れて発送するんだよと

いうことで理解をいたしました。 

  それでは、私からは１つ提言をさせていただき

たいというふうに思います。この本市においては、

市長の公約でありました子どもに対しての初めて

のふるさとごはん事業、そして今回の成人者に対

しての「想い出のふるさとごはん事業」ときたな

らば、連動性を持って、高齢者に対しての何何ふ

るさとごはん事業というような展開をしたらどう

かというふうに思いますけれども、見解をお聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ご提言をいただきまして、１

歳６カ月、初めにお米を提供したという、今度は

成人者ということで、今度はご高齢の方々にとい

うお話でございますんで、これにつきましてはち

ょっと検討をさせていただければなというように

思います。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） ただいま急に振って提

言をさせていただきましたけれども、こういう段

階を踏んで、那須塩原市はこのすばらしいごはん

をつくっているんだということを知りながら、ま

たこのごはんに対しての認識、そして感謝を込め

て、こういう連動性があってもいいのかなという

ふうに思いまして、ご提言をさせていただいたわ

けであります。この事業に関しましては、相当

「初めてのふるさとごはん事業」を初めてごはん

を口にする方、そして今まで何気なく口にしてい

た成人が、改めて家を離れてみて、あるいは家か

ら社会人になってみて、こういう米のありがたみ

を感謝していくんだなというふうに思っておりま

す。⑹のこの項を終了して、次の⑺に移らせてい

ただきたいと思います。 

  次に、企業立地の支援事業についてであります

けれども、先ほど答弁をいただきました。昨年４

月に制定した企業立地促進条例で、初めての奨励

金との答弁をいただいたわけでありますけれども、

何件でどれくらいの予算を見込んでいるのかお聞

かせを願いたいというふうに思います。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 件数といたしまして

は指定が３件でございます。予算で見込みました

のは1,100万円ほどでございますが、この奨励金

はご案内のように一度固定資産税として納めてい

ただいた後に補助金として支出をするということ

になりますので、指定した３件のうちの２件分が

今年度の当初予算で見込んだものでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  納めていただいたところから固定資産税等にあ

れしていくというようなお話で、今年度予算に計

上されておりますけれども、この項に関しまして

は了解をいたしました。 

  それでは、特別会計を設置して、どのようなこ

とを計画してやっていくのかお伺いをしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 平成30年度特別会計

で計上させていただきました主な内容といたしま

しては、用地を土地開発基金で購入をしておりま

すので、その用地の買い戻し、それから産業団地

の造成の設計等に入っていくというような中身で

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、この事業に対しましては、12月議会

において議決をしたわけでありますけれども、今

後どのようなＰＲあるいは売り方をしていくのか

お伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 今後の予定でござい

ますが、まず初めに市内の企業の皆様にアンケー

ト調査を実施いたします。用地の購入に対しての

アンケートと含めて、雇用の状況等を含めて市内

の企業の皆様にアンケートを行い、市内企業の皆

様の中であの用地を使いたいというような希望が

あれば、選考して協議を行う予定でございます。 

  その後、市内の企業さんだけであの用地を使い

切れない、もしくは希望がないという場合には、

広く県の内外にＰＲを行うという予定になります。

既に栃木県の東京事務所さんであったり、関係す

る機関、団体等に対して、情報の提供、それから

金融機関さんと情報提供した打ち合わせを行いま

して、今後の対応等についてスケジュールを調整

しているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  この事業に対しましては、やはり企業立地をし

ていただいて、さらなるこの市においての活性を

図っていただきたい。先ほどの答弁においてはま

ず地元企業から、そして県内、県外にも広めてい

くというような段階を踏んでいくんだということ

で了解をいたしました。 

  それでは、次に⑻のＤＣキャンペーンのことに

ついての再質問をさせていただきたいというふう

に思います。 

  本デスティネーションキャンペーン、ＤＣにお

いては改めて今回いちごとみるくフェアや朝食イ

ッピン物語ということでうたってきましたけれど

も、実際何社ぐらい参加があったのかお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） キャンペーンごとに

参画施設数が異なりますが、いちごとみるくフェ

アでいいますと、若干の施設、ふえたり減ったり
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はいたしますたが、１月でまとめましたところで、

いちごとみるくフェアが67施設、それから利き酒、

地酒物語が41施設、朝食イッピン物語については

42施設、巻狩鍋フェアが34施設というところでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今、新たにできた催し

に関しましては、ある程度の参画が見られたんだ

なというふうに今の数字から見ると思います。こ

れに関しましても、今後ともまた力を入れて、こ

のＤＣに力を入れていただきたいというふうに思

います。 

  それでは、先月の２月９日に開催されましたデ

スティネーションキャンペーンの総決起大会がご

ざいましたけれども、この反響と成果についてお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 大変議員の皆様にも

お世話になりまして、２月９日に総決起大会が開

かれました。総決起大会は非常に幅広い業種の方

にお集まりをいただき、そして新聞、雑誌、ラジ

オ、テレビ、各メディア関係の方にもお集まりを

いただいたと。結果として、新聞やラジオ等で報

道されてということは、それは大きなＰＲ効果が

あったというふうに考えておりますし、業種の違

う市内の関係者の皆さんが一堂に会して、これか

らのＤＣに取り組もうという機運の醸成も図れた

ということで、スタートダッシュに向けての準備

は整いつつあるなというふうに感じております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今、答弁があったよう

に、私もこの決起大会によって、いろいろな方々

がＤＣということに関心を持ち、そして効果があ

ったんではないかというふうに思います。今年度

の本ＤＣに向けてのスタートをうまく切れたんで

はないかなというふうに思います。 

  それでは最後に、３月24日にＪＲの上野駅で、

あるいは４月１日に県庁でＤＣ開幕を告げるセレ

モニーがあります。また、６月30日にＪＲ那須塩

原駅でグランドフィナーレのイベントで締めくく

るというふうになっておりますけれども、本市の

かかわりについてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それぞれのイベント

に本市も参加をするということにはなります。特

に、最後の那須塩原駅でのフィナーレは、大きな

イベントフィナーレが本市で行われるということ

は、この期間終了後にまたつながるものだなとい

うふうに考えておりまして、もともと本市並びに

観光局がＤＣ期間中だけではないんですよと、こ

の後が大切なんですよというお話をしてきたと思

うんですが、まさにそこに今後つなげるこのフィ

ナーレが新たなスタートになるなというふうに思

っております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） この間の総決起大会で

も当市の木下観光局局長の講演の中にも、今おっ

しゃったようにこのＤＣが本ＤＣあるいはアフタ

ーＤＣが終わって終わりではなくて、これが出発

点で行くんだよというような講演をいただいて、

なるほどというふうに思いますので、これを起爆

剤にして進んでいっていただきたいというふうに

思います。 

  ４月から６月に開催をするＪＲグループの大型

観光企画「本物の出会い 栃木」デスティネーシ

ョンキャンペーンは、昨年のプレＤＣ114企画を

磨き上げ、さらに新たな観光素材を掘り起こして、

ことしに本ＤＣでは、県全体で276企画でおもて
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なしをするわけでございます。花、食、温泉、自

然、歴史、文化といった栃木の魅力を十分に楽し

めるイベントがめじろ押しであります。本市の魅

力を十分にＰＲし、誘客につなげることを望み、

この項の質問を終わりにしたいと思います。 

  続きまして、⑼の小中学校へのエアコン、トイ

レ洋式化の事業につきましては、先ほど設置学校

等をるる伊藤豊美議員の質問にありましたので、

私のほうからは再質問をしませんけれども、１点

だけ。このエアコン運用に当たってでありますけ

れども、これに関しての使用留意点というものは

つくられているんでしょうか。お聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 使用の留意点ということ

でございますが、平成29年７月に運用指針という

ものを策定いたしまして、各学校のほうに示させ

ていただいたところでございます。 

  考え方としますと、一遍にエアコンスイッチを

各教室に入れますと、電力量がぐんとはね上がっ

てしまいます。そうしますと、電気料の計算とい

うのは、そのはね上がったところを確保するとい

うことで、１年間それが基礎となって計算になっ

ちゃうもんですから、タイムラグで５分間を置い

て、ちょっと次の教室がかけるとかそんなところ

で、デマンドを抑えるというんですか、そんなよ

うなことを各学校のほうには説明をしてありまし

て、ピークを迎えるちょっと前には職員室のほう

に警報が出るようなシステムも入れてございます

ので、ある程度電気料を抑えるというような形の

指針ということで示してあります。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） エアコンの使用にもこ

ういういろいろなことをしないとなかなか難しい

んだなというのは初めて知りました。こういうこ

とで各教室といいますか、そういう連携をとって

使用しているんだなというふうに思います。 

  この事業に関しましても、本当に子どもたちに

とってはいい施設で、環境のもとに勉強をしてい

るんだなというふうに実感をさせていただきまし

た。 

  この⑼に関しましては、以上で終わりにしたい

というふうに思います。 

  それでは、次の⑽のアート活かしたまちづくり

推進事業について、再質問をさせていただきたい

と思います。 

  まず、アートを活かしたまちづくり戦略の計画

期間は何年かお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 戦略の計画期間について

のお尋ねでございます。戦略の計画期間につきま

しては、平成30年度から平成33年度までの４年間

を計画期間としているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 30年度は初年度となる

わけでありますけれども、その取り組みについて

は先ほど答弁をいただきましたけれども、最終目

標というのはどのようにお考えかお伺いをいたし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 戦略の中に３つのテーマ

を設けまして、それぞれのテーマについて事業を

掲げているというようなところでございます。そ

れらの事業を４年間の計画期間の中でやっていく

ということになるわけでございますが、最終年度

で目指すところといたしましては、まず戦略の展

開シナリオといたしましては、この戦略の計画期
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間内では板室街道沿いを中心に施策を展開してい

きたいというふうに考えておりますが、将来的に

はこの戦略期間の後の戦略期間ではやっぱり市内

全域へ展開がなされるように。そして、さらには

那須地域のアート資源を結びつける広域的な展開

といったものにも結びつくような仕掛けをしてい

きたいなというふうに考えております。 

  また、事業的なところでは、戦略の最終年度に

はプロジェクトの集大成ということで、官民合同

によります那須塩原市のアートフェスティバルと

いったものの開催にこぎつけていければなという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解しました。 

  それでは、答弁の中に既存のアートイベントの

支援というふうにお答えしたかというふうに思い

ますが、これは具体的にどのようなものがあるの

かお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 既存イベントの支援とい

うことになりますと、今現在こんなイベントとカ

ップリングをしてみたいなというふうに考えてい

るところのイベントいたしましては、「つながる

ひろがるアート展ｎａｓｕ」というものが、こち

らは体がご不自由な方々のアート展ということに

なります。これと、あとは黒磯文化協会のほうで、

やはりそれぞれギャラリー等を見つけて、そちら

で展示会をやっているというようなイベントもご

ざいます。さらには、ギャラリーバーンというこ

れは民間のギャラリーでございますが、こちらで

も定期的な催しをやっておりますので、こういう

ところとうまく連携しながら、市のアートイベン

トとカップリングしていければなというふうに考

えているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会の提言にお

ける黒磯駅前のコンセプト「旅人が温泉・アー

ト・食と出会うゲートシティ」を受け、黒磯駅周

辺地域に整備されるなか交流センターと駅前図書

館にアート機能の導入が予定をされておりますけ

れども、アートの活用に向けた環境が整いつつあ

る本市であります。今後の取り組みに期待をして、

次の項に移らせていただきたいと思います。 

  それでは、⑾の駅伝のまちづくりプロジェクト

についての再質問をさせていただきたいというふ

うに思います。 

  先ほど吉成議員もこの質問をしておりますので、

ある程度の答弁はいただいておるわけであります

が、それでは県大会の開催ということであります。

さらに聞きたいと思います。 

  大会会場あるいは大会要綱については何か決め

ているものがあるのかお聞かせを願いたいという

ふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在考えておりますのは、

小学生の県レベルの大会を考えております。会場

につきましては、千本松のところにあります那須

野が原公園ということで今現在考えているところ

でございます。 

  あわせまして、県大会への今栃木市のほうで行

っております小学生レベルの大会がございますが、

一般的にはクラブチームの参加というのが大会要

綱になっているかと思います。現在、私どもが体

協の陸上部のほうと協議している中では、プラス

として学校単位をそこにプラスしてはどうかとい

うことですから、クラブチームプラス各学校の単

位のチームということで大会の要綱等を考えてい
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きたいなというふうに今現在は考えているところ

であります。 

  以上です。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議時間の延長 

○議長（君島一郎議員） ここでお諮りいたします。 

  議会会議規則第９条では、会議の開催時間は午

後５時までと定められております。今後の日程の

都合上、本日の議事が全て終了するまで、会議時

間を延長したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 異議なしと認めます。 

  よって本日は議事が全て終了するまで会議時間

を延長いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは、今回の特徴

としては、今答弁をいただいたようにクラブチー

ムだけではなくて、学校単位も左右するような大

会で特徴があるということで了解をいたしました。 

  それでは、このことについての今後の展望につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在、中学校の県大会も

那須野が原公園で実施されております。郡のほう

の大会と大田原、那須とやっている大会も那須野

が原公園ということでございます。ということで

ございますので、やはり小学生も中学校で走れる

同じようなコースで走れたほうがいいのかなとい

うふう一つ思っておりますし、そういう大会を今

後たくさん重ねていって、全国規模のほうにでも

つなげていきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは、次にプロス

ポーツの支援についての内容についてお伺いをし

たいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） プロスポーツチームへの

支援についてということでございますが、市長の

答弁にもありましたように、プロスポーツの選手

を身近に見て、指導等を受けて感じて、そういう

ことによって、レベルアップとかそういうことに

図っていけるということで、ある程度そういう環

境をつくっていって、支援を行って、アスリート

の育成とか競技者の育成など、本市のスポーツの

振興につなげていきたいというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、次に支援をする団体についてお伺い

をしたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 栃木県には、県内には７

つのプロスポーツチームが現在ございます。今、

私どものほうで考えておりますのは、本市をホー

ムタウンとして活躍しているチームがございます

ので、そちらを来年度支援していきたいというふ

うに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 多分、地元でホームタ
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ウンとしているプロスポーツは想像つきます。わ

かりました。 

  県内にはサッカーの栃木ＳＣ、あるいはバスケ

ットボールのリンク栃木ブレックス、アイスホッ

ケーの栃木日光アイスバックス、自転車の宇都宮

ブリッツェン、そして自転車の那須ブラーゼン、

公式野球の栃木ゴールデンブレーブス、モーター

スポーツのル・ボーセ モータースポーツがある

わけでありますので、この辺県内自治体としても

相当支援をしている自治体が出てきているわけで

ありますので、本市もいよいよこういうところの

地元のプロスポーツチームに支援をしていくとい

う考え方に非常に感銘をしております。 

  それでは、スポーツ施設整備事業で、今後整備

予定の黒磯運動場テニスコート及び青木サッカー

の整備についての概要についてお伺いをしたいと

いうふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 黒磯運動場のテニスコー

トにつきましては、現在12面が整備されておりま

す。そこに来年度８面のコートを整備するという

ことで、全部で20面ということになります。栃木

国体におきまして、その20面を使ってソフトテニ

スの大会を開くというようなことになってござい

ます。それから、テニスコートにつきましては、

砂入りの人工芝コートということになります。そ

のほかにある夜間照明とか、現在の計画ではあと

は駐車場の整備というのを行う予定というふうに

なってございます。 

  青木サッカー場につきましては、日本サッカー

協会の公認ということで、人工芝グラウンド、現

在は天然芝になっているＢグラウンドでございま

すが、そこを人工芝のグラウンドに張りかえをす

るという工事を予定しているというところでござ

います。また、外に古いトイレがありますもので

すから、そういうものの改修等を行っていきたい

というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは最後に、国体準備室の体制については

どのような業務内容になるのか。また、人員予定

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） スポーツ振興課の中に国

体準備室というのを課内室として設置をする予定

でございます。業務内容につきましては、競技施

設に関すること、それから関係機関との連絡調整

に関すること、それから開催準備に関すること、

大きく３つの事務分掌に分けてございます。事務

分掌については大綱的に書いてありますので、大

きく３つに書いてございます。 

  それから、平成30年度には、先ほどご答弁にあ

りましたとおり準備委員会を設立するということ

で考えてございます。 

  人員体制につきましては、人事のほうの絡みも

ございますが、うちの栃木国体につきましては５

種目の協議を開催するということで、先進地等の

視察なんかをした者の話を聞きますと、一競技に

大体一担当ということで充たっているのが現状だ

ということでございます。そのほかに、その上の

課長とか対外的に交渉をする対外交渉役とか、そ

ういうものが要ると思いますので、今後の人数に

つきましては人事部局のほうと調整してまいりた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 準備室に関しましては
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各競技に１人の担当を充てていく考えてで、成功

に向かって行くというような答弁でありがとうご

ざいました。 

  2020年の東京オリンピック・パラリンピック開

催後の２年後に、2022年のときにこの国体が栃木

県にやって来るわけであります。本市においても

スポーツ施設あるいは整備また準備等に全力を上

げて、この５種目誘致しておりますので、成功に

上げていただくことを望んで、この項を終わりに

したいというふうに思います。 

  それでは、最後の⑿になりますけれども、那須

地域定住自立圏の共生ビジョンについてでありま

す。時間もありませんので再質問をさせていただ

きますけれども、市長が先ほど率先して要望活動

を行うというような答弁がございました。重要施

策などの要望活動はどんなものであったのかお聞

かせを願いたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が昨年来、国、県のほうに

要望に行きましたのは幾つかございます。 

  まずは学校施設の整備補助、これにつきまして

は国、文部科学省のほうへお邪魔をさせていただ

きました。あとは、国交省の絡みでございますけ

れども、やはり私どものほうの市道改良、あるい

はまた国・県道の早期完了につきまして要望をお

願いをしたというような経過がございます。 

  また、あるいは文化庁にお邪魔をさせていただ

きまして、担当者のほうにお願いに行きましたの

が日本遺産の関係の登録申請をしておりましたの

で、そちらのほうの関係でもお願いに上がったと

いうような経過がございまして、そのほか栃木県

の安心安全な道づくりの関係の役員もしておりま

すので、全体的な流れの中で、栃木県内の道路改

良についてもお願いに上がったという経過がござ

いまして、そんなところが一応要望ということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 市長みずから率先して、

いろいろな要望活動をして、本市のために先陣を

切ってやっていただいているというようなことが

よくわかりました。これに関しましても了解をし

たところでございます。 

  連携を図るために、国への職員派遣というもの

もこのビジョンの連携の中に入っておりますけれ

ども、国への職員派遣や栃木県との人事交流を行

っているわけであります。これは具体的にはどの

ような部署と交流を行っているのかお聞かせ願い

たいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 国・県との人事交流とい

うことでございますが、まず国についてでござい

ますが、市のほうから厚労省に１名、そして総務

省のほうに１名派遣しているということでござい

ます。また、県との交流ということになりますと、

総合政策部の市町村課というところ、あとは産業

労働観光部の産業政策課といったところ、あとは

大田原土木事務所の用地２課といったところにそ

れぞれ１名の職員を実務研修として派遣している

ということでございます。 

  一方、栃木県のほうからは、産業観光部商工観

光課に１名の職員を受け入れているということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解しました。 

  我が国は今後、総人口の減少及び少子化、高齢

化の進行が見込まれ、特に地方においては大幅な

人口減少と急速な少子高齢化が見込まれておりま

す。定住自立圏は地方圏で安心して暮らせる地域
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を各地に形成し、地域圏から三大都市圏への人口

流出を食いとめるとともに、地方圏への人の流れ

をつくるため、総務省が全国的に推進している施

策であります。これまで中心市の要件は昼間の人

口が夜間の人口を上回るとされておりましたが、

平成25年定住自立圏構想推進要綱の改正に伴い、

本市も中心市としての要件を満たすことになりま

した。これからも２市２町の中心市としてリーダ

ー性を発揮していただき、これで１の質問を終了

させていただきたいと思います。 

  続きまして、大きな２番、学校教育の現状につ

いて。 

  学校現場では、教育はもとより、いじめ、不登

校等、児童生徒指導上の諸問題への対応、特別支

援教育の充実、外国人児童生徒への対応など、複

雑かつ多様な課題に対応することが求められてい

ます。また、社会全体の高学歴化が進行する中で、

教員の社会的地位の一層の向上を図ることの必要

性も求められていることから、以下の点について

お伺いします。 

  ⑴児童生徒の現状について 

  ①本市の不登校の現状についてお伺いをします。 

  ②宿泊体験館メープルの利用状況についてをお

伺いをいたします。 

  ③不登校対策についてお伺いをいたします。 

  ⑵教員の多忙化解消について 

  ①学校現場における本市教員の勤務実態につい

てお伺いをいたします。 

  ②教員の多忙化によるストレス等の実態につい

てお伺いをいたします。 

  ③教員の多忙化を解消するための取り組みにつ

いてお伺いをいたします。 

  ④教員にとって時間のゆとりができやすい午前

５時間制について検討してはどうかと思いますが、

見解をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の学校教育の現状について

のご質問につきましては、教育長から答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

  私も総合教育会議を招集する立場でございます

ので、一言申し上げさせていただきたいと思いま

す。 

  学校現場では、現在いじめや不登校の問題への

適切かつ丁寧な対応や、特別な支援を必要とする

児童生徒へのきめ細やかな対応を始め、児童生徒

にたしかな学力を身につけさせる授業づくりなど、

多くのことが求められております。 

  本市の教職員はそれらの課題に対応するため、

昼夜を問わず、使命感を持って児童生徒のために

献身的に職務を遂行しております。私も教育につ

いては重要なものであると日ごろから考えており

ますので、さまざまな教育環境の整備には力を入

れているところであります。 

  そのような状況の中、多忙化の解消を含めた学

校における働き方改革は、教職員のためであるこ

とは当然のことながら、児童生徒のためにも重要

な課題であると捉え、推進してまいりたいと考え

ております。 

  それでは、教育長から答弁をさせていただきま

す。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） では、２の学校教育の現

状につきまして、私のほうから順次お答えをさせ

ていただきたいと思います。 

  初めに、⑴の児童生徒の現状についてお答えい

たします。 

  まずは①の本市の不登校の現状についてでござ

いますが、平成28年度児童生徒の問題行動、不登
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校等、生徒指導上の諸課題に関する調査におきま

して、本市の全児童生徒数に対する不登校児童生

徒の割合は、小学校で0.33％、中学校で3.78％と

なり、平成27年度より低下をいたしました。本市

におけるさまざまな不登校対策の効果のあらわれ

とこのように考えております。 

  次に、②の宿泊体験館メープルの利用状況につ

いてですが、メープルの利用効果が認められてき

ておりまして、利用者数は年々増加傾向にござい

ます。今年度利用者の１月末までの延べ人数につ

きましては550人ということで、前年度月比で約

1.6倍となっておりますが、児童生徒一人一人に

適したプログラムを作成し、きめ細やかな支援に

努めていることから、継続的な利用につながって

おり、この結果として学校への復帰率の向上が図

られているということでございます。 

  次に、③の不登校対策についてでございますが、

不登校対策は新たな不登校児童生徒を生まないた

めの取り組みと、不登校になってしまった児童生

徒の学校復帰に向けた支援の大きく２つに分かれ

ることができます。 

  まず、新たな不登校を生まないための対策でご

ざいますが、各学校ではｈｙｐｅｒ-ＱＵ検査を

活用し、児童生徒にとって居心地のよい学級づく

りを進めております。また、各種アンケートや教

育相談を実施し、不登校傾向にある児童生徒のい

わゆる早期発見・対応に努めているところであり

ます。 

  次に、不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援

でございますが、各学校では不登校対策委員会で

対応方針を決定し、関係教職員が役割を決めて対

応しているところでございます。 

  また、サポートセンターやスクールソーシャル

ワーカーの活用、関係機関との連携、保護者との

情報交換を行い、不登校児童生徒の支援を図って

いるというようなことであります。 

  今後も学校と市教育委員会が連携をいたしまし

て、不登校の減少に努めてまいりたいとこのよう

に思っております。 

  次に、⑵の教員の多忙化解消についてお答えを

いたします。 

  まずは、①の学校現場における本市職員の勤務

実態についてでございますが、昨年９月に教職員

一人一人の勤務時間を把握するための調査を行い、

今月初旬には一人一人の勤務状況等を把握するた

めのアンケートを実施したところでございます。

昨年９月の調査では、平日の平均退勤時刻は小学

校が19時10分、中学校が19時30分でありまして、

平日の終業時刻後の時間外労働時間はおおよそ２

から３時間というような結果となっていることが

明らかになりました。今回のアンケートでも同様

な結果が得られているところであります。 

  次に、②の教員の多忙によるストレス等の実態

についてでございますが、今年度の市内小中、義

務教育学校の教職員を対象としましたストレスチ

ェックを結果によりますと、ストレスチェックを

実施している事業所の全国平均を100としたとこ

ろ、本市に健康リスクは72ということでございま

して、全国平均を大きく下回る結果となっていま

す。 

  次に、③の教員の多忙化を解消するための取り

組みについてでございますが、昨年12月に教育委

員会と校長会への代表者による教職員の働き方改

革に係る検討会議を開催いたしまして、ＩＣカー

ドを使った勤怠管理システムの導入や、学校閉庁

日の設定、部活動指導員の導入などについて話し

合いを行ったところでございます。今後も校長会

と協議をしながら進めてまいりたいとこのように

考えております。 

  最後に、④の教員にとって時間のゆとりができ
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やすい午前５時間制についての検討につきまして

は、全国的な動向を見ますとまだまだ実践では多

くないのが現状でございますが、午前５時間制は

教員の放課後の時間が確保できる一方で、その分

登校時間を早めたり、休み時間を短くしたり必要

があり、子どもたちの午前中のスケジュールにゆ

とりがなくなるといったデメリットも考えられま

す。 

  本市といたしましても、新学習指導要領の完全

実施に向けまして、時間割編成の工夫は大変大き

な課題であるとこのように捉えておりますので、

ほかの取り組みも含めまして、総合的に研究をし

てまいりたいとこのように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） ⑴の児童生徒の現状に

ついては①から③まで関連がございますので、数

字的な統計をお聞きしたわけであります。１点だ

け、宿泊体験館メープルを利用した者の学校への

復帰率等あるいは復帰人数についてお伺いをした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 直近の数字で申し上げま

すと、今年度ですが、今年度はまだ終わっており

ません。１月末現在ということでございますが、

利用者が44人おりまして、そのうち復帰者は38人

となっております。ちなみに、平成28年度であり

ますと34人利用しまして、32人が復帰をしたとい

うことでございますので、94％となる復帰率を昨

年度は上げているというような状況にございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 復帰率を見ても、かな

りの大きい数字で復帰をしているということで、

この効果があらわれているんだろうなというふう

に思っております。 

  ⑴は終了させていただいて、⑵の多忙化につい

てでありますけれども、１点だけお聞きをさせて

いただきたいと思います。 

  先ほど、時間の統計はお聞きしましたけれども、

この勤務終了時刻というものは決まっているもの

なんでしょうかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 教員につきましても労働

時間というのはきちんと決まっておりまして、１

日７時間45分というようなことがございますので、

終業時刻をどこにするか若干学校によっては差は

ございますが、おおむね小学校ですと４時40分、

それから中学校ですとちょっと早目に始まる学校

が結構多いので４時半というのが一応勤務時間と

いうことで設定となっております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、②移りまして、教員の多忙化による

ストレス等の実態についてでありますけれども、

先ほど答弁をいただきました。 

  １点、高ストレス者へのケアあるいは対応につ

いてはどのようにされているのかお伺いをしたい。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 結果的に高ストレスとい

うふうに判定をされた方につきましては、専門医

師による面接指導というものを通知を差し上げて

いるというようなことで、面接の勧奨をしている

というようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） この高ストレス者への

ケアでありますけれども、個人情報保護法によっ

て、なかなか高ストレス者の有無は把握できない
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わけでありますけれども、本市にとっては面談が

受けやすくなったりという環境を整えていってい

るというふうに思いますけれども、この辺の配慮

を今後ともしていただいて、こういう教員のスト

レスに関しましては対応していただければという

ふうに思います。 

  続きまして、③に移らせていただきます。 

  教員の多忙化の解消のための取り組みというこ

とで、１点お聞きをしたいというふうに思います。 

  働き方改革の中で、検討会議の中で働き方改革

における主な協議事項の実施期間、実施時期はい

つごろになるのかお伺いをしたいというふうに思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、ＩＣカードを利用

した勤怠管理についてでございますが、これは試

行期間といたしまして、この３月から４月直前ま

で実施をして、正式には新年度から使用していき

たいというふうに考えているところであります。

また、学校閉庁日の設定でございますが、これに

つきましては国のほうからも項目としては上がっ

てきておりますので、本市におきましては、これ

まで学校の長期休業中等の学校閉庁日については

設定しておりませんでしたが、次年度につきまし

ては校長会等と協議する中で、適切な日にちの設

定を検討してまいりたい、このように考えており

ます。 

  また、部活の指導員につきましては、導入に向

けて今準備をしていたりするところでございます

ので、合わせて今年度から部活動の休養日を設定

するというようなことも進めておりますので、こ

ういったものを総合的に、平成30年度からは動き

出していくものとこのように思っております。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは了解をいたし

ました。 

  これは2017年12月26日に文部科学省が教員の働

き方改革を進める中で、緊急対策について公表し

た、教員が有給休暇を取得できるようにするため

の施策もひとつ含まれているんだろうなというふ

うに思います。 

  続きまして、④に移らせていただきますが、教

員にとってのゆとりの時間ができやすい午前５時

間授業でありますけれども、実は先月の２月２日

に会派フロンティアなすの行政視察を鳥取市に午

前５時間制を導入している鳥取市美和小学校を視

察してまいりました。この中で、こういう５時間

制をとっているんでありますが、先ほどるる検討

をして、いろいろな事例を参考にというようなお

話がありました。この統計を見てみますと、ちょ

っと時間がないので全部は発表できませんが、主

に何が言えるかというと、さっきの⑴からも関連

をするんですが、非常に不登校児あるいは保健室

登校が半減をしている、実施しているどの学校も

この辺が大きな特徴に上がっているわけでありま

す。あるいは、子どもたちの授業が集中ができた

とか、あるいは教員にゆとりができた、８時以降

に仕事をすることがなくなってきた、あるいは家

庭への持ち帰り仕事が減った、多忙化の解消につ

ながっているというふうに思うとか、あるいは宮

城県の北部の登米市は３校実施しておりますけれ

ども、教員の８割が多忙化が解消されたように感

じる、あるいは朝食をしっかりとってくる家庭が

ふえてきたというような事例がございますので、

さらなるご検討をしていただいて、この項を終了

させていただきたいと思います。 

  続きまして、大きな３のふるさと納税に対する

本市の状況について。 

  ふるさと納税は、地方自治体への寄附を通じて、
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地方創生に参加できる制度のことで、自分の生ま

れ故郷だけではなく、好きな自治体に寄附金を送

ることができ、そのお礼として特産品や名産品が

返礼品としてもらえることなどから、年々増加傾

向となっています。また、その反面、返礼品の過

熱ぶりが問題視されていることから、次の点につ

いてお伺いをいたします。 

  ⑴本市におけるふるさと納税に係る寄附受入額

と個人住民税の控除額の状況についてお伺いをい

たします。 

  ⑵本市のふるさと納税返礼品についてお伺いを

いたします。 

  ⑶使い道の指定、使途分野と寄附金額、また活

用事業についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３のふるさと納税に対する本

市の状況について、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の寄附受入額と個人住民税の控除額

の状況についてでありますが、寄附受入額は平成

26年10月からインターネットでの受け付けを始め

たことなどによりまして、平成28年度は県内１位

の２億2,560万1,000円の寄附をいただいておりま

す。平成29年度は12月末現在で、２億1,563万円

の受入額となっております。他市などへの寄附に

伴う個人市民税の控除額につきましては、平成29

年度課税分で3,944万2,000円であり、対象人員は

1,055人となっております。 

  次に、⑵の本市のふるさと納税返礼品について

でありますが、本市の特産品である乳製品や肉、

果物などの農産物のほか、温泉旅館のペア宿泊券

など100件以上の返礼品をとりそろえております。

返礼品については、その過熱ぶりが問題視されて

おり、昨年４月には総務大臣から通知があったと

ころでありますが、本市では通知以前から３割以

内の返礼率にとどめており、今後もふるさと納税

制度の趣旨を踏まえた適正な運用を心がけてまい

ります。 

  最後に、⑶の使い道の指定、使途分野と寄附金

額、活用事業についてでありますが、使い道の指

定につきましては、寄附者の希望に応じて６項目

から指定できるようになっております。１分野ご

との寄附金額につきましては、平成28年の状況を

申し上げますと、自然環境に関することが2,511

万2,027円、生活環境に関することが356万9,264

円、教育文化に関することが1,717万3,464円、産

業観光に関することが1,056万6,452円、保健福祉

に関することが1,281万8,869円、市長にお任せが

１億5,070万3,104円となっております。 

  また、主な活用事業につきましては、市レッド

データブックの作成、ＬＥＤ防犯灯の設置補助、

小中学校のＬＡＮ設備等の整備、観光施設の修繕、

公共施設のＡＥＤの更新、博物館収蔵資料の収集、

保全などの事業の財源として活用をさせていただ

いております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは、28年度県内

１位でありました２億2,560万1,000円寄附をいた

だいて、29年度他市への個人の控除額について、

29年度課税分で3,944万2,000円でありますけれど

も、これについては個人市民税からも控除される

ということでありますので、市の減収ということ

の考え方でよろしいのかお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 市長からの答弁にありま

す3,944万2,000円につきましては、基本的に減収
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ということになりますが、こちらについては交付

税措置がありますので、全てが減ということでは

ございません。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは、交付税措置

があるということでありますけれども、これに関

しましてはどれくらいの交付税措置がされるのか

お伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 地方交付税につきまして

は、基準財政収入額という一の計算方式がござい

ますが、その中でいわゆる個人市民税の減収分に

対しては75％が算入されるという制度になってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、⑵の返礼品についての再質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

  平成28年度県内１位の寄附額だったというわけ

でありますが、これは本市を応援する考えはもち

ろんだというふうに思います。しかしながら、

100以上の返礼品が取り扱っているのも要因のひ

とつだというふうに思いますが、ベスト５ぐらい

で結構ですのでお知らせをいただきたいというふ

うに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 返礼品のベストファイブ

についてということでございますが、こちらにつ

きましては平成29年度の分でということで、平成

29年12月末時点でどうなっているかというお話を

させていただきたいと思います。また、そのベス

トファイブは売り上げではなくて、件数ベースで

のお話をさせていただきたいと思います。 

  まず、ベストワンでございますが、商品名を言

わせていただきますが、贅沢ダブルチーズケーキ、

これが684件あります。 

  第２位が新鮮野菜詰め合わせ、これが467件、

３位が極生プリンと半熟ふわとろチーズケーキセ

ット、こちらが420件。４位は那須の森ナチュラ

ルチーズセットこちらが391件、そして第５位が

塩原温泉ペア宿発券１泊２食コース、これは竹コ

ースですから真ん中のコースです。こちらが389

件あったというような状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今、ベストファイブを

聞いたわけでありますけれども、５番目に他市に

はなかなか例を見ない温泉のペア宿泊券が人気の

中に入っているということで、今の数字を聞きま

すと28年度が298件でありますので、ペアであり

ますので倍として596名、そして29年が845件であ

りますので1,690名が宿泊に関与してきていると

いうことで、このふるさと納税の返礼品の中でも

やはり観光誘客に非常につながっているんだなと

いうふうに結果から見て私の感想であります。 

  それでは、これに関しましては、今聞いたよう

に、今後ともこの返礼品については国のほうでも

過熱ぶりということでありますけれども、本市は

３割以内にずっととどめている返礼品を続けてお

りますので、今後ともそのようにしていただきた

いというふうに思います。 

  続いて、⑶の使い道指定、使途分野であります

けれども、先ほどの中で市長にお任せの寄附が圧

倒的に多い状況でありますけれども、具体的にど

のような事業に活用しているのか、さらにお伺い

をしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市長にお任せの具体的な
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充当事業ということでございますが、こちらにつ

きましては、平成29年度ということでお答え申し

上げます。 

  まず、博物館収蔵資料収集調査事業費のほか、

共英学校給食共同調理場改築事業、黒磯駅周辺地

区都市再生整備計画事業、そして三島ホール管理

運営費ということで、こちらはトイレの改修工事

です。さらには、西那須野運動公園の管理運営費

ということで、こちらはプールの改修、こういう

ものに活用しているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） それでは、最後にこの

活用事業について、指定をされた寄附者に対して

の公表はどのように行っていくのかお伺いをした

いというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 寄附者への公表というこ

とでございますが、全国津々浦々、浄財を本市の

ほうに寄せてくれる方がいらっしゃるということ

で、その人数も１万人を超えているということで

ございますので、なかなか１対１という形で個人

にこういう事業に充当しましたという通知を差し

上げるのは難しい状況にありますので、ホームペ

ージを活用しまして、そちらのほうで公表を行っ

ているというのが実態でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。

寄附者によっては、こういうものに使用していた

だきたいということで、それは市のホームページ

等で公表するということで了解をいたしました。 

  それでは、最後の質問になりました。 

  大きな４番、鳥野目浄水場からの水道水異臭発

生について。 

  日本の水道水は、国が定めた安全基準に基づき、

水道水を供給するように義務づけられています。

水質チェックが行われているおかげで、私たちは

安全に飲むことができるわけであります。 

  今回、残念ながら鳥野目浄水場からの水道水異

臭発生がありましたことから、次の点についてお

伺いをいたします。 

  ⑴鳥野目浄水場から配水している水道水を供給

している地域また戸数についてお伺いをいたしま

す。 

  ⑵今回の異臭発生に対しての問い合わせ件数は

どれくらいかお伺いをいたします。 

  ⑶今回の異臭発生による原因は何かお伺いをい

たします。 

  ⑷今回の異臭発生による住民への対応について

お伺いをいたします。 

  ⑸今回の反省点を踏まえ、今後の対策について

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 初めに、このたびの水道水の

異臭発生によりまして、市民の皆様方に対しまし

て大変なご迷惑とご心配をおかけしましたことを

深くおわび申し上げます。 

  それでは、４の鳥野目浄水場からの水道水異臭

発生について、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の鳥野目浄水場から配水している地

域と戸数についてお答えをいたします。 

  地域につきましては黒磯地区及び鍋掛地区の大

部分と東那須野地区の一部でありました。また、

給水している戸数ということでございますが、地

域内には事業所等もありますので、給水件数でお

答えをいたします。２月10日の異臭発生の時点に

おいて１万7,931件であります。 

  次に、⑵の今回の件に関する問い合わせ件数に
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ついてお答えをいたします。 

  問い合わせや苦情につきましては、2月10日に

は鳥野目浄水場におきまして約30件受け付けを行

いました。黒磯庁舎の日直等でも約40件受け付け

をいたしました。翌11日には鳥野目浄水場、黒磯

庁舎及び西那須野庁舎で約900件受け付けをいた

しました。そのほかに、黒磯消防署においても、

2月10日から12日にかけて約60件の問い合わせが

あったと聞いております。 

  次に、⑶の今回の原因についてお答えをいたし

ます。 

  ２月９日金曜日の21時30分ごろから翌朝５時に

かけて、原水中のアンモニアの濃度が上昇してい

ることを確認いたしました。このことは原水の取

水口より上流部において、アンモニアを含む何ら

かの原因物質が流入したものではないかと推測を

しております。原水中にアンモニアが存在します

と、消毒用の次亜塩素酸ナトリウムの効果が減少

してしまうことから、浄水場では通常より多く注

入して対応をしておりました。また、寄せられた

苦情には塩素くさいというものが最も多く、つい

で異臭、中には下水臭というものもありました。

これらの状況から、異臭苦情の原因は次亜塩素酸

ナトリウムの由来の塩素臭またはアンモニアに由

来する臭気であったと考えております。 

  次に、⑷の今回の住民への対応についてお答え

をいたします。 

  市民の皆様へは、水道水の異臭発生と飲用に用

いないことを周知するため、みるメールや市のホ

ームページを用いてのお知らせや、広報車２台を

使用しての広報活動を行いました。また、10日深

夜から12日朝にかけて臨時給水所を４カ所設置し、

市民への給水に当たりました。 

  最後に、⑸の今回の反省点を踏まえた今後の対

策についてお答えをいたします。 

  今回の事故を受けまして、浄水の各工程につい

て検証をし、管理体制をより適切なものへと改め、

引き続き安全な水道水の供給に努めております。 

  さらに、危険的状況に直面した際に、職員一人

一人が機敏に対応できるよう危機管理マニュアル

の改定。あるいは現在、再構築を進めております

水道マッピングシステムの活用により、迅速な現

場対応を図ってまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） ⑴につきましては件数

についてお伺いして、１万7,931件ということで

了解をして、これを踏まえて⑵からの再質問とさ

せていただきたいというふうに思います。 

  今回のこの緊急事態に関しまして、まず連絡に

関してでありますけれども、それぞれ計算をして

みますと３日間で1,000件以上の問い合わせがあ

ったわけであります。その中でも、黒磯消防署に

おいても約60件の問い合わせがあったというふう

に答弁がありましたけれども、水道水の問い合わ

せに対しての緊急時連絡組織体制はどのようにな

っているのか、まずお伺いをしたいというふうに

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） それでは、水道水に

関する問い合わせの緊急時連絡応援体制について

のご質問ということでございますが、休日や夜間

の場合は鳥野目浄水場にて問い合わせを受け付け、

必要に応じ水道課の職員へ連絡が入り、対応を行

っております。 

  大規模な漏水、これは本管の漏水というそうい

ったものでございますが、そういった緊急時には

施設管理係長や水道課長へ順次連絡が入り、その

指示により職員を増員して対応する体制をとって
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おります。 

  今回の問い合わせへの対応につきましては、11

日に本庁日直の電話対応の応援として、職員１名

を午前中から配置し、さらに水道料金業務を委託

している株式会社日本ウオーターテックスからも

契約に基づきまして、西那須野庁舎に社員３名を、

午前８時30分から午後５時15分まで配置し、本庁

舎には同じく社員２名を午前８時30分から翌朝８

時まで配置をしておりました。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） その連絡に関しまして

は、了解をするところでありますが、黒磯消防署

の緊急連絡の問い合わせがあると言うことで、今

回は健康被害というか、そういう救急の出動がな

かったからこういう事態でよかったと思うわけで

ありますけれども、今後この辺に関しましては、

やはり消防署員の対応でありますと、なかなかそ

ういうきちんとした説明ができないものもありま

すし、緊急出動が多く出た場合には、そういう体

制も専門のこちらからの職員の配置というものも

考えなければならないというふうに思いますが、

その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 消防署への問い合わ

せがたくさん入ってしまったということなんです

が、まずこれは市役所の留守番電話、そちらのほ

うは緊急時とか戸籍の問い合わせは消防にしてく

ださいとそういう案内がされてしまうんです。そ

ういったことで、今回は消防署にたくさんの問い

合わせが行ったのだろうとそのように推測をして

おります。 

  また、ご指摘のそういった場合に消防署への職

員の配置ということにつきましても、今後検討し

てまいります。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。

この辺も検討していただければというふうに思い

ます。 

  それでは２月９日午後９時30分から翌朝５時に

かけての原水中のアンモニア濃度が上昇したため

に、消毒用の次亜塩素酸ナトリウムを多く注入し

たわけであります。このアンモニア濃度が上昇し

た理由についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） アンモニア濃度が上

昇した理由についてということでございますが、

アンモニアは主に動物の排せつ物が分解されるこ

とで発生すると言われております。断定するもの

ではございませんが、取水口より上流部において、

そのようなものが相当量流入したのではないかと

考えております。また、どこでどのように流入し

たかについても特定することができておりません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 原因がなかなか特定が

できないということであります。一つの考え方と

して、現在の施設を上流地域に設置するとか、ま

たそのほかの考え方は考えられないのでしょうか、

お伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 現在の取水地点の変

更やその他対策がないかというご質問だと思いま

すが、原水におけるリスク低減という観点からは、

取水地点を現在の場所から上流側に移設をすると

いうのは有効な改善方法の一つであるというふう

に考えております。 
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  また、新たに井戸を掘って、自前の水源を確保

するという方法や、現在水道用水の供給を受けて

いる県営北那須水道の受水施設を増強し、受水量

をふやすという方法も考えられます。 

  いずれの方法も多額の費用と時間を要します。

しかしながら、水道にとって安全は最重要課題で

すので、まずは現有施設において今回のような事

案が生じないよう取り組んでまいりたいとそのよ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 当然、３つの答弁で方

法があると、上流に施設を移す、あるいは新たな

井戸を掘って、自前の水を確保するとか、北那須

水道の受水量をふやしてという答弁がありました。

これに関しましては、やはり多額な金額がかかる

ということで、今後、当然現有施設で対処するの

がもちろんだと思いますけれども、そういうもの

もひとつ頭に入れる必要があるんではないかなと

いうふうに思います。 

  次に、⑷に移らせていただきますけれども、異

臭発生により、飲用に用いないなどの周知を行っ

たということでありますが、飲水してしまった等

による健康被害等の苦情はなかったのかお伺いを

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 飲用してしまったこ

とによる健康被害や苦情についてということでお

答えをいたします。 

  飲用したことに対するお問い合わせ、苦情もあ

りましたが、健康被害といったものはございませ

んでした。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今回の応急処置は、  

みるメール等で配信しましたけれども、配水管か

ら自宅取水までの水を出し水などで対応していた

だきたいという指導をしたわけでありますが、そ

の水道水に係る補償は考えているのか、また事業

所等への対応はどのように考えているのかお伺い

をしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 水道水に係る補償に

ついてのご質問ということで、お客様にみずから

出し水をして対応していただくようなお願いをし

ましたことから、対象地区のお客様に対しまして

は、出し水相当分の水道料金は請求をしないこと

として、現在準備を進めております。 

  また、このことについては、対象地区のお客様

へ直接通知をする予定です。なお、水道事業にお

いては断水、濁り水等に関する損害賠償につきま

して、水道事業体の故意、過失または水道施設の

瑕疵に起因する場合でなければ、基本的には損害

賠償責任は生じないとされておりますので、今回

の事案が賠償の対象となる事案であるかどうか、

現在顧問弁護士に相談をしているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 対処法については、今

対象者に直接通知をする予定であるということで、

店舗に関しましてはいろいろ補償金というものが

生じるわけでありますので、顧問弁護士等に相談

をして、今後準備を進めていくということで了解

をいたしました。 

  それでは、今回４カ所の設置場所で、水の供給

の対応をしたというふうに思いますけれども、そ

の他の応援支援はあったのかお伺いをしたいと思
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います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） その他の応援、支援

ということですと、全国の水道事業者で構成する

日本水道協会、そういったものがあるわけなんで

すが、災害時には会員相互で応援する取り決めを

行っております。今回もその取り決めに基づき、

10日深夜からは大田原市、翌11日は矢板市、那須

町及び那珂川町から給水車と職員を派遣していた

だきました。さらに、那須町からはペットボトル

水を提供していただきました。また、水道料金業

務を委託しております株式会社日本ウオーターテ

ックスからも給水車と人員の応援をいただきまし

た。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 本当にこういう緊急事

態が発生したときの近隣の応援というのは、非常

にありがたいものでありまして、感謝をこの場で

本当に申し上げたいというふうに思います。 

  この発生に関しましては、みるメールの配信状

況、私みるメールをずっと見ておりましたけれど

も、第１回が２月10日の21時13分に異臭発生のお

知らせが流れてから、ずっと２月12日の第12回目

の配信で、朝の８時の間には全ての給水所の開設

をしましたよというお知らせがあったりしてきた

わけでありますが、最後には全ての給水所が閉鎖

というようなみるメールで閉じているわけであり

ます。 

  それでは、最後の５番に移らせていただきます。 

  今回の浄水の各工程について検証し、管理体制

をより適切なものに改めるという答弁がありまし

たが、その内容についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 浄水工程における管

理体制の見直しについてということでお答えをい

たします。 

  今回のように、アンモニア濃度の上昇が確認さ

れた場合の対応としまして、取水を中止する基準

を引き下げるとともに、運転を継続する場合でも、

塩素剤濃度を含めた水質測定回数を多くするなど

の見直しを行い、既に実施をしております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それで、先ほどの答弁の中に、現在反省点を踏

まえて再構築を進めているというふうな答弁があ

ったように思いますが、どのように進めていくの

かお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 現在、再構築を進め

ているというのは水道マッピングシステムという

ものでございます。これは、配水管や制水弁、消

火栓など水道施設の情報を電子地図上で整理して

利用するというものでございます。現在のマッピ

ングシステムでは、現場で利用する場合には、事

務所に戻って印刷して、紙ベースですね、それで

持ち出す必要がありますが、新しいシステムでは

モバイル端末によって、直接現場にデータを持ち

出して活用することができます。さらに、新しい

システムでは、水道水の流速や配水管内での滞留

時間を把握することができますので、万が一今回

のような事案が発生した場合に、影響する範囲を

速やかに特定して、その範囲を最小限に抑えるた

めの計算もできるようになるということでござい

ます。 

  以上でございます。 
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○議長（君島一郎議員） 20番、齋藤寿一議員。 

○２０番（齋藤寿一議員） 今、水道マッピングシ

ステムというものはこういうものだということで、

今聞きますと、万が一今回のような事故が発生し

た場合には、ある程度影響する範囲が速やかに特

定できるということで、このシステムを有効に活

用して、今後の安全対策に万全を期していただき

たいというふうに思います。 

  那須塩原市水道事業は、平成21年４月１日、市

内３つの上水道事業及び７つの簡易水道事業を統

合して誕生いたしました。平成29年度から、昨年

度策定した那須塩原市水道事業基本計画水道事業

ビジョンの計画期間を、平成29年度から平成38年

度までの10年間にわたって、安全、強靭、持続の

観点から、当市水道事業の運営に関する方向性と

施策推進の基本的な考え方を示し、市民の皆様に

一層満足していただける水道サービスを提供する

ための長期指針です。また、市民に信頼される水

道事業のビジョンスローガンとして掲げておりま

す。 

  平成23年３月に発生した東日本大震災、平成27

年９月に発生した関東東北豪雨において、本市の

水道施設は甚大な被害を受け、一部地域の住民に

給水停止を余儀なくされた経緯があります。災害

対策の強化が課題となってきているわけでありま

す。今回発生した鳥野目浄水場からの水道水異臭

発生問題に関しましては、今後原因究明に努め、

改善が必要なものに関しましては、早急に見直し

を図り、また施設整備等が必要な場合には、予算

あるいは設計プランを立て、シミュレーションを

することが望ましく思います。また、今回の対象

となった地域住民の皆様には、一日も早い対応を

願い、私のフロンティアなすのの会派代表質問を

終了させていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 以上でフロンティアなす

のの会派代表質問は終了いたしました。 

  以上で会派代表質問通告者の質問は終了いたし

ました。会派代表質問を終わりたいと思いますが、

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時５４分 


